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施策名 担当部局名

1水質汚濁の防止

(1)水質総量規制制度等の実施

No1 水質総量規制の取り組み 奈良県

No2 水質総量規制の取り組み 和歌山県

No3 総量削減計画の取組 山口県

(ア)生活排水対策

No4 「大阪府生活排水処理実施計画」の推進 大阪府

No5
「大阪府生活排水排水対策推進月間」を中心とした啓発
の実施

大阪府

No6 水質汚濁の防止 奈良県

No7 生活排水浄化対策 広島県

No8 山口県汚水処理施設整備構想の取組 山口県

No9 全県域生活排水処理構想推進事業 香川県

No10 第二次愛媛県全県域下水道化基本構想 愛媛県

No11 生活排水対策研修会・庁内連絡会議 愛媛県

No12 合併処理浄化槽設置整備事業 愛媛県

No13 水質総量規制の取り組み 福岡県

(イ)産業排水対策

No14 めっき工場巡回技術指導 京都府

No15 総量規制基準が適用されない事業場に対する施策 大阪府

No16 公害防止協定の締結等 広島県

No17
地球にやさしい環境づくり融資制度(公害防止施設整備資
金融資制度)の概要

山口県

No18 汚濁負荷量削減の取組み 香川県

No19 環境保全資金融資制度 愛媛県

No20 水質総量規制の取り組み 福岡県

No21 県制度資金（環境保全対策資金） 大分県

(ウ)その他負荷源対策

終了 No22 大阪府畜産経営環境整備事業 大阪府

終了 No23 さわやか畜産確立対策 兵庫県

No24 水質汚濁の防止 奈良県

No25 水質総量規制の取り組み 奈良県

No26
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する
法律に基づく総合的指導

岡山県

No27 養殖業、農業、畜産関連の水質汚濁防止対策 広島県

No28 農業排水に関する取組 山口県

瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画に基づく関係府県の施策
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No29
家畜排せつ物の適正管理と利用の促進を図るための山
口県計画に関する取組

山口県

No30 環境保全農業推進事業 徳島県

No31 水産施策の概要 香川県

No32 持続性の高い農業生産方式の推進 香川県

No33 家畜排せつ物処理施設の整備推進 香川県

No34 有機農業推進事業 愛媛県

No35 環境に優しい農業生産活動推進事業 愛媛県

No36 漁場改善計画の取り組み 大分県

No37
「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」及び
「大分県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指
針」の活用

大分県

No38 環境保全型畜産確立対策推進事業 大分県

(エ)河川等の直接浄化を推進

No39
淀川水系寝屋川流域 水環境改善緊急行動計画、大和川
流域 水環境改善緊急行動計画

大阪府

終了 No40 瀬戸内海再生事業 兵庫県

No41 河川浄化施設の整備 奈良県

No42 河川の直接浄化の取組み 広島県

No43 環境創造センター事業 愛媛県

No44 微生物活用水質浄化施設整備事業 愛媛県

終了 No45 微生物活用生活排水対策事業（～H17） 愛媛県

終了 No46
水質浄化システム開発共同研究（ポケットエコパーク）
（～Ｈ１５）

愛媛県

No47 明神川における水質浄化実証試験 愛媛県

終了 No48 環境技術実証モデル事業（Ｈ17～Ｈ１8） 愛媛県

No49 市民参加による洞海湾の環境修復体験学習 福岡県

No50 河川再生事業 大分県

(オ)その他施策の推進

No51 赤潮監視による漁業被害の防止 兵庫県

No52 総合技術研究所における研究開発 広島県

No53 富栄養化防止対策の取組み 香川県

No54 赤潮研究事業 香川県

No55 総合的な富栄養化対策の推進 香川県

No56 漁場環境モニタリング調査指導事業 愛媛県

No57 赤潮被害の未然防止 福岡県

No58 赤潮被害の未然防止 大分県

(2)有害化学物質等の規制及び把握等

No59 総量規制基準が適用されない事業場に対する施策 大阪府

No60 ダイオキシン類防止対策 和歌山県

新規 No61 ＰＣＢ適正保管指導 和歌山県

No62 ダイオキシン類等有害化学物質共同研究事業 愛媛県



No63 有害化学物質対策推進事業 大分県

(3)油等による汚染の防止

No64 異常水質時の対応 大阪府

No65
大阪湾における大規模油等流出事故等の環境保全にか
かる通報連絡体制の整備

大阪府

No66 大阪湾大規模油等流出事故対策研修会の開催 大阪府

No67
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく規制の徹底
と監視強化

和歌山県

No68 県有防災資機材の整備 和歌山県

No69 事故による海洋汚染の未然防止 広島県

No70 排出油防除体制の整備 広島県

No71 石油コンビナート等災害対策及び流出油事故対策 広島県

No72 広島県水質事故対策要領に基づく対応 広島県

No73 防災活動等の適切な運営の促進 山口県

No74 排出油防除体制の整備 山口県

No75 水質汚濁事故時の連絡措置体制の整備充実 香川県

No76 香川県石油コンビナート等防災計画について 香川県

No77 漁業公害対策事業 香川県

No78 石油コンビナート等防災対策費 愛媛県

No79 油流出災害対応の強化 福岡県

(4)その他の措置

No80 大阪湾環境保全協議会の運営 大阪府

No81 香川県環境保全施設整備資金融資制度 香川県

No82
水質汚濁監視指導（うち水質汚濁防止法に基づく監視指
導）

愛媛県

No83
水質汚濁監視指導（うち小規模・未規制事業場に対する
排水処理指導）

愛媛県

No84 水質汚濁監視指導（うち公共用水域の水質の常時監視） 愛媛県

2自然景観の保全

(1)自然公園等の保全

No85 緑豊かな地域環境の形成に関する条例の推進 兵庫県

No86 県立自然公園の見直し概要 和歌山県

No87 自然公園等の保全・管理 広島県

No88 自然公園等の保全 香川県

No89 公園事業等の推進 福岡県

(2)緑地等の保全

No90 里山ふれあい森づくり（ミニ里山公園型） 兵庫県

No91 里山ふれあい森づくり（住民参画型） 兵庫県

No92 岩石採取認可業務 和歌山県

No93 沿岸地域及び島しょにおける緑地の確保 広島県

No94 緑地環境保全地域の指定等 広島県

No95 森林病害虫の防除 広島県



No96 山口県自然環境保全条例の概要 山口県

No97 沿岸都市地域における緑地の確保に関する取組 山口県

No98 マリンピア沖洲第二期事業 徳島県

No99 沿岸都市地域における緑地の確保 香川県

No100 松くい虫の防除 香川県

No101 造林事業補助 香川県

No102 治山事業、森林整備事業 香川県

No103 「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」の概要 香川県

No104 新しい愛媛県林政計画（平成12年6月28日策定） 愛媛県

No105 都市公園整備事業 福岡県

No106 苅田港の整備 福岡県

終了 No107 自然公園パートナーシップ事業 福岡県

No108 福岡県環境保全に関する条例 福岡県

No109 採石法に基づく岩石採取計画の認可 福岡県

No110 スポーツ公園整備事業 大分県

No111 松くい虫防除事業 大分県

(3)史跡、名勝、天然記念物等の保全

No112 文化財の保存と活用 兵庫県

No113 広島県指定文化財保護の取り組み 広島県

No114 史跡、名勝、天然記念物等の保全の取組 山口県

No115 史跡、名勝、天然記念物等の保全 香川県

No116 文化財保護指導員活動費 愛媛県

No117 文化財保護事業の推進 福岡県

(4)散乱ごみ、油等の除去

No118 漁港区域清掃事業 大阪府

No119 大阪湾クリーン作戦等への参画 大阪府

No120 ひょうごアドプト 兵庫県

No121 クリーンアップひょうごキャンペーンの実施 兵庫県

終了 No122 沈廃船処理及び清港活動について 広島県

No123 クリーン太田川 広島県

No124
NPOと協働で実施している瀬戸内海の環境保全のための
事業

徳島県

No125 海岸清掃の取組み 香川県

No126 清掃船を活用した浮遊ごみの回収 大分県

(5)その他の措置

終了 No127 景観資源発掘調査の実施 兵庫県

No128 景観形成地区等指定調査の実施 兵庫県

No129 景観の形成等に関する条例の施行（景観影響評価制度） 兵庫県



No130 総合的な景観形成の推進 広島県

No131 環境影響評価制度の実効性の確保 広島県

No132 水域の適正利用・放置艇対策・廃船リサイクルの推進 広島県

No133 河川における放置艇対策事業 広島県

No134 自然景観の保全 福岡県

3浅海域の保全等

(1)藻場及び干潟等の保全等

No135 環境・生態系保全活動支援調査・実証事業 大阪府

No136 藻場、干潟の保全の取組 山口県

No137 徳島小松島港赤石地区整備事業 徳島県

No138 藻場・干潟の保全 香川県

No139 藻場づくり活動推進事業 愛媛県

No140 水産資源保護対策事業 大分県

(2)自然海浜の保全等

No141 りんくうタウン緩傾斜護岸の清掃 大阪府

No142 自然海浜保全地区の清掃 大阪府

No143 県内一斉クリーンアップ大作戦の実施 兵庫県

No144 自然海浜保全地区の指定等 広島県

No145 自然海浜の保全の取組 山口県

No146 養浜等による海浜環境の整備の概要 山口県

No147 海水浴場実態調査 愛媛県

No148
自然環境保全行政費（うち自然海浜保全地区管理指導事
務）

愛媛県

No149 海岸環境整備事業 愛媛県

No150 漁場環境保全事業 愛媛県

No151 自然海浜保全地区清掃美化 福岡県

4海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮

No152
普通海域管理業務（普通海域における海砂利採取の規制
及び禁止）

岡山県

No153 海砂利採取にかかる海域環境フォローアップ調査 広島県

No154 海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮の取組 山口県

No155 海砂利採取の禁止及び海砂代替材料の調査検討 愛媛県

No156 砂利採石法に基づく砂利採取業者の登録 福岡県

No157 大分県海砂利採取計画認可要綱 大分県

5埋立てに当たっての環境保全に対する配慮

No158 埋立てに当たっての環境保全に対する配慮 広島県

No159 埋立に当たっての環境保全に対する配慮の取組 山口県

No160 マリンピア沖洲第二期事業 徳島県

No161 徳島飛行場拡張整備事業及び徳島空港周辺整備事業 徳島県

No162 環境影響評価 香川県



No163 環境影響評価制度（環境アセスメント） 愛媛県

No164 埋立に当たっての環境保全に対する配慮 福岡県

No165 埋立に当たっての環境保全に係る代償措置 福岡県

No166 環境影響評価指導事業 大分県

6廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

No167 廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用の取り組み 奈良県

No168
廃棄物の処理施設の整備及び廃棄物の不法投棄等の監
視

奈良県

No169 廃棄物の処分地の確保 奈良県

終了 No170
市町村が実施するダイオキシン対策のための施設整備事
業に対する県費補助

和歌山県

No171 排出事業者、処理業者に対しての監視指導 和歌山県

No172 リサイクル製品の利用促進 和歌山県

No173 ごみ減量化推進対策事業 岡山県

No174 岡山エコタウン推進事業 岡山県

No175 循環型社会形成推進事業 岡山県

No176 公共関与臨海部新処分場建設推進事業 岡山県

No177 びんごエコタウン構想の推進 広島県

No178 産業廃棄物の適正処理の推進 広島県

終了 No179 広島県廃棄物処理計画の策定等 広島県

No180 最終処分場の整備 広島県

終了 No181 廃棄物対策事業 広島県

No182 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の取組 山口県

No183 産業廃棄物不法投棄未然防止対策 愛媛県

No184 愛媛県廃棄物処理計画（平成１８年度～２２年度） 愛媛県

No185
産業廃棄物の発生抑制等の促進（紙産業資源循環推進
支援事業）

愛媛県

No186
環境ビジネスの振興（環境産業振興事業、資源循環技術
等研究開発事業）

愛媛県

No187 ごみ減量化の推進 福岡県

終了 No188 ごみ減量化の推進 福岡県

No189 ごみ減量化の推進 福岡県

No190 容器包装廃棄物の分別収集 福岡県

No191 地域における古紙集団資源回収の支援 福岡県

No192
生ごみコンポスト化容器・電気式ごみ処理機購入助成制
度

福岡県

No193 全市共通ノーレジ袋ポイント事業の実施 福岡県

No194 3R推進交付金（循環型社会形成推進交付金）制度 大分県

7健全な水循環機能の維持・回復

No195 緑の公共事業アクションプラン 京都府

終了 No196 築いそ事業 大阪府

No197 おおさかレインボウぷろじぇくと！ 大阪府



No198 ひょうご水ビジョンの推進（水資源対策の総合的推進） 兵庫県

No199 水源林造成事業及び農地・水・環境保全向上対策 広島県

No200 多自然型川づくり 広島県

No201 藻場・干潟の保全 香川県

No202 地下水の保全と有効活用 香川県

No203 水源の森づくり・県植樹祭 香川県

No204 節水・水循環の促進 香川県

No205 水の循環利用 香川県

No206 下水処理水の再利用の取り組み 香川県

No207 森林環境税（H17.4～）の導入 愛媛県

No208 各種河川改修事業 福岡県

No209 築いそ事業 福岡県

No210 水の循環利用 福岡県

8失われた良好な環境の回復

新規 No211 豊かな海づくり推進事業 大阪府

No212 播磨灘西部沿岸域における里海づくり 兵庫県

No213 養浜等による海浜環境の整備 岡山県

No214 藻場・干潟の保全 香川県

No215 観音寺港海岸侵食対策事業（有明地区） 香川県

9島しょ部の環境の保全

No216 自然公園等の保全・管理 広島県

No217 直島町の下水道整備の取り組み 香川県

No218 豊島廃棄物等処理事業 香川県

No219 漁業集落排水の整備 香川県

No220 愛媛県離島振興計画 愛媛県

10下水道等の整備の促進

No221 合併処理浄化槽の整備促進 大阪府

終了 No222 漁業集落環境整備事業による排水施設整備 大阪府

No223 し尿処理施設等の整備促進及び維持管理 大阪府

No224 農業集落における生活排水処理施設の整備 奈良県

No225 公共下水道建設事業費補助制度 岡山県

No226 生活排水対策推進事業 広島県

No227 生活排水に係る汚泥負荷量の削減 広島県

No228 廃棄物対策事業 広島県

No229 漁業集落排水の整備 香川県

No230 下水道整備の取り組み 香川県

No231 生活排水処理施設の整備促進 香川県



No232 合流式下水道緊急改善計画 愛媛県

No233 農業集落排水資源循環統合補助事業 愛媛県

No234 下水道の整備促進 福岡県

No235 浄化槽(合併処理浄化槽）の普及促進 福岡県

No236 下水道県過疎代行事業 大分県

No237 生活排水処理施設整備推進事業 大分県

11海底及び河床の汚泥の除去等

No238
淀川水系寝屋川流域 水環境改善緊急行動計画、ダイオ
キシン類により汚染された底質の浄化対策外

大阪府

新規 No239 豊かな海づくり推進事業② 大阪府

No240 河川の浚渫事業 兵庫県

12水質等の監視測定

No241 監視体制の整備 大阪府

No242 発生源水質連続測定データの監視 広島県

No243 伊方原発温排水影響調査費 愛媛県

13環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

No244
公共用水域水質等環境データベース及び環境GIS情報提
供システムの公開

大阪府

No245 漁場環境調査ほか 大阪府

No246
県立農林水産技術総合センターにおける環境保全に関す
る調査研究、技術開発

兵庫県

終了 No247 環境保全に関する調査研究 奈良県

No248 水質情報管理システムの運用 広島県

終了 No249 水産海洋技術センター整備事業 広島県

No250 試験研究機関における調査・研究 広島県

No251 環境関連産業の創出（環境保全技術の開発） 広島県

No252 指標生物を用いた水環境モニタリング 広島県

No253 調査・試験・研究等の推進（環境保健研究センター） 香川県

No254
新技術の研究・開発と試験研究体制の整備（水産試験
場）

香川県

No255 環境保全に関する調査研究（畜産試験場） 香川県

No256 環境ホルモンの生物影響に関する研究事業費 愛媛県

No257 環境研究能力強化事業 愛媛県

14環境保全思想の普及及び住民参加の推進

No258 緑の公共事業アクションプラン 京都府

終了 No259 ＮＰＯとの協働の推進 大阪府

No260 県内一斉クリーンアップ大作戦の実施 兵庫県

No261 ひょうごボランタリー基金「行政・ＮＰＯ協働事業助成」 兵庫県

No262 ひょうごの森・川・海再生プランの推進 兵庫県

No263 漁業者の森づくりの推進 兵庫県

No264
瀬戸内海に対する環境保全思想の普及及び住民参加の
推進（１）

奈良県

No265
瀬戸内海に対する環境保全思想の普及及び住民参加の
推進（２）

奈良県



No266 環境調整事業・わかやま環境保全活動・学習推進事業 和歌山県

No267
環境保全活動・環境学習機会の充実及び取組の普及拡
大

広島県

No268 広島県せとうち海援隊支援事業 広島県

No269 環境保全思想の普及及び住民参加の推進の取組 山口県

No270
行政、大学、公益法人等との連携による環境保全対策の
推進

香川県

終了 No271 エコライフかがわ推進事業 香川県

No272 河川を美しくする運動補助事業 香川県

No273 公共土木施設愛護事業 愛媛県

No274 NPOとの協働の推進 福岡県

No275 NPO提案活用事業 福岡県

No276 環境保全普及啓発事業 福岡県

No277
洞海湾環境改善プロジェクト　　市民参加による洞海湾の
環境修復体験教室

福岡県

No278 環境リーダー養成講座 福岡県

No279 平成21年度「環境の日」及び「環境月間」行事について 大分県

15環境教育・環境学習の推進

No280 環境教育・環境学習の推進 大阪府

終了 No281 「ちぬの海・大阪湾を知ろう！」（海遊館との共同開催） 大阪府

No282 大阪湾セミナー 大阪府

終了 No283 豊かな海づくり推進事業 大阪府

No284 環境教育・環境学習の推進 大阪府

終了 No285 環境教育・環境学習の推進 大阪府

新規 No286 大阪府環境活動補助金 大阪府

No287 県立いえしま自然体験センターの運営 兵庫県

No288 環境学習の推進 兵庫県

No289 社会基盤学習 兵庫県

No290 環境教育、環境学習の推進（１） 奈良県

No291 環境教育、環境学習の推進（２） 奈良県

No292 環境調整事業・わかやま環境保全活動・学習推進事業 和歌山県

No293
環境学習指導者の養成支援及び環境学習プログラムの
作成

広島県

No294 教員研修 広島県

終了 No295 自然公園等施設整備事業 広島県

No296 広島県河川道路美化活動保険制度（ラブリバー制度） 広島県

No297 環境教育・環境学習の推進の取組 山口県

No298 環境教育・環境学習支援事業 香川県

No299 情報・資機材の提供などによる環境保全活動の支援 香川県

No300 愛媛県環境マイスター派遣事業 愛媛県

No301 体験型環境教育イベント開催事業 愛媛県



No302 環境教育リーダ研修基礎講座 愛媛県

No303 愛と心のネットワークモデル事業 愛媛県

No304 「森はともだち」推進事業(H18～） 愛媛県

No305 四国ジュニア環境教育推進事業 愛媛県

新規 No306 環境教育推進事業 愛媛県

No307 環境教育・環境学習の推進 福岡県

No308 環境リーダー養成講座 福岡県

No309 環境教育・環境学習の推進 福岡県

No310 環境教育・環境学習の推進 福岡県

新規 No311 環境教育環境学習の推進 福岡県

No312 　環境教育・学習の推進 大分県

16情報提供、広報の充実

No313 公共用水域水質測定結果の速報値の公開 大阪府

No314 生活排水対策のための普及啓発及び県費補助 兵庫県

No315 循環型社会形成推進事業 岡山県

終了 No316 広島県環境部ＨＰ「エコひろしま」による情報提供 広島県

No317 環境情報の提供 香川県

No318 環境情報発信事業 愛媛県

No319 インターネットによる公共用水域水質測定結果の公開 福岡県

17広域的な連携の強化等

終了 No320 瀬戸内海広域連携推進事業 広島県

No321 健やかな流域づくり事業（黒瀬川モデル） 広島県

No321 クリーン太田川 広島県

No322 広域的な連携の強化の取組 山口県

No323 広域的な連携の強化の取組み 香川県

No324 香の川創生事業 香川県

No325
環境情報発信事業（うち瀬戸内海環境保全知事・市長会
議・（社）瀬戸内海環境保全協会）

愛媛県



単位 kg/日
H6 H11 H16 H17 H18 H19

26,470 24,566 19,865 19,179 18,349 17,911

単位 kg/日
H16 H17 H18 H19
13,192 12,664 12,603 12,294

単位 kg/日
H16 H17 H18 H19
1,002.8 882.6 916.8 886.3

年度

項目２ 窒素負荷量の推移

項目３ 燐負荷量の推移

施
策
の
概
要

　１）水質総量規制制度は、人口、産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するための制度であり、昭和５３年に「水質汚濁
防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入された。

　２）水質総量規制の対象となる指定水域は東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海、指定地域（指定水域の水質汚濁に関係ある地域）については２
０都府県となり、指定項目は化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、窒素含有量及び燐含有量となっている。

　３）水質総量規制制度においては、環境大臣が、指定水域ごとに目標年度、発生源別及び都道府県別の削減目標量に関する総量削減基
本方針を定め、これに基づき、関係都府県知事が、削減目標量を達成するための総量削減計画を定めることとされている。削減目標量はを
達成するための具体的な方途としては、下水道の整備等の生活系排水対策、指定地域内事業場（日平均排水量が５０ｍ３以上の特定事業
場）の排出水に対する総量規制基準の適用、小規模事業場・農業・畜産農業等に対する削減指導等がある。

　４）現在、第６次総量規制を実施している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）ＣＯＤ負荷量
　奈良県における平成１６年度の発生負荷量は、生活系において13,558kg/日（目標値15,194kg/日)、産業系において4,552kg/日（目標値
5,373kg/日)、その他系において1,755kg/日（目標値1,654kg/日)であった。その結果、奈良県総計としては、19,865kg/日（目標値22,221kg/
日)となっている。

（２）窒素・燐負荷量
　平成１６年度における窒素の発生負荷量は、生活系において6,750kg/日（目標値7,463kg/日)、産業系において1,220kg/日（目標値
1,634kg/日)、その他系において5,223kg/日（目標値5,811kg/日)であった。その結果、奈良県総計としては、13,192kg/日（目標値14,908kg/
日)となっている。
　平成１６年度における燐の発生負荷量は、生活系において628.8kg/日（目標値640.1kg/日)、産業系において213.7kg/日（目標値295.3kg/
日)、その他系において160.3kg/日（目標値223.0kg/日)であった。その結果、奈良県総計としては、1,002.8kg/日（目標値1,158.4kg/日)となっ
ている。

第５次水質総量規制削減に係る汚濁負荷量の削減対策が進められていたが、平成１６年度における削減目標量は達成された。

進捗状況を示すデータ
項目１ COD負荷量の推移

施策名 水質総量規制の取り組み

担当部局 奈良県くらし創造部景観・環境局環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　(1) 水質総量規制制度の実施

該当箇所本文

 県においては、総量削減基本方針に定められた平成二十一年度における化学的酸素要求量（ＣＯＤ）の削減目標
量十八ｔ／日、窒素の削減目標量十二ｔ／日及びりんの削減目標量〇・九ｔ／日を達成するため、発生源別削減目
標量を表一のとおりとした化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画（奈良県）を策定し
ており、この計画を積極的に実施していくとともに、計画されている施策の進捗状況、瀬戸内海に流入する負荷量
の実態等の把握に努めるものとする。

1



単位 ｔ/日
S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21

48 40 39 38 35 35 27

単位 ｔ/日
H16 H21

34 17

単位 ｔ/日
H16 H21

2 1.4

項目２ 全窒素負荷量目標値の推移

項目３ 全りん負荷量目標値の推移

担当部局 和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

COD・窒素・燐負荷量
平成１６年度の削減目標量であるCOD；３５ｔ/日、窒素；３４ｔ/日、りん；２ｔ/日は達成され、平成２１年度の削減目標量達成のため計画に基
づく施策を実施している。

進捗状況を示すデータ
項目１ COD負荷量目標値の推移

施
策
の
概
要

1)水質総量規制制度は、人口、産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するための制度であり、昭和５３年に「水質汚濁防
止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入された。

2)水質総量規制の対象となる指定水域は、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海、指定地域は20都府県の集水域（本県の場合、和歌山県日高郡
日高町日ノ御碕より以北の地域）、指定項目は、化学的酸素要求量（COD）、窒素含有量、燐含有量となっている。

3)水質総量規制制度においては、環境大臣が、指定水域ごとに目標年度、発生源別及び都道府県別の削減目標量に関する総量削減基本
方針を定め、これに基づき、関係都府県知事が、削減目標量を達成するための総量削減計画を定めることとされている。削減目標量を達成
するための具体的な方途としては、下水道の整備等の生活排水対策、指定地域内事業場(日平均排水量が50ｍ3以上の特定事業場)の排
出水に対する総量規制基準の適用、小規模事業場、農業・畜産農業等に対する削減指導等がある。

4)なお、削減目標量は、人口及び産業の動向、排水処理技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な限度において定める
こととされている。

5)平成１９年６月２２日告示により、総量削減計画及び総量規制基準を定めたところである。

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　　　　(1)水質総量規制制度等の実施

該当箇所本文

　
本県においては、総量削減方針に定められた平成２１年度における削減目標量である化学的酸素要求量２７ｔ/日、
全窒素１７ｔ/日、全りん１．４ｔ/日を達成するため化学的酸素要求量の発生源別削減目標量を生活排水１１ｔ/日、産
業排水１５ｔ/日、その他１t/日、全窒素の発生源別削減目標を生活排水５ｔ/日、産業排水６ｔ/日、その他６ｔ/日、全
りんの発生源別削減目標量を生活排水０．５ｔ/日、産業排水０．６ｔ/日、その他０．３ｔ/日とした第６次総量削減計画
を策定しており、この計画を積極的に実施していくとともに、計画されている諸施策の進捗状況及び瀬戸内海に流
入する汚濁負荷量の実態の把握に努めるものとする。

2

施策名 水質総量規制の取り組み



単位 ｔ/日
目標 H18実績
53 51

単位 ｔ/日
目標 H18実績
34 34

単位 ｔ/日
目標 H18実績
2.1 2.12.1

H17実績

H17実績

50

りん

COD

項目２ 窒素負荷量

H16実績
2.1

34

53

H17実績

34

瀬戸内海区域

項目３ りん負荷量 瀬戸内海区域

窒素
H16実績

COD負荷量

山口県の瀬戸内海区域における環境基準の維持達成等の水質の汚濁の防止及び赤潮の発生その他の富栄養化によ
る生活環境に係る被害の発生の防止を図るため、水質総量規制制度等に基づき、今後も引き続き生活排水対策、産業
排水対策及びその他の排水対策等を推進することにより、化学的酸素要求量により表示された汚濁負荷量並びに富栄
養化の主要な原因物質である窒素及びりんの汚濁負荷量の計画的かつ総合的な削減対策を講ずるものとする。
なお、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る「総量削減計画（山口県）(平成19年６月策定)」における発
生源別の削減目標量は次のとおりである。

 　 発生源別の削減目標量(目標年度:平成21年度)
発生源 　　　化学的酸素要求量（ｔ/日） 　全窒素（ｔ/日）　 全りん（ｔ/日）
生活排水              １２                                ８                  ０．７
産業排水              ３８                              １４                  １．０
その他                    ３                              １２                  ０．４
合計                     ５３                              ３４                  ２．１

瀬戸内海区域

施
策
の
概
要

(1)生活排水対策：市町等と協力しながら､山口県汚水処理施設整備構想に基づき下水道の整備の一層の促進を図ると共に､地域の実情にあ
わせた浄化槽､農業集落排水処理施設等の生活排水処理施設及びし尿処理施設の整備の促進､生活排水処理の高度化及び適正な維持管理
の徹底等の対策の一層の推進を計画的に進めることにより､汚濁負荷量の削減を図る｡
(2)総量規制基準の設定：指定地域内事業場については､業種ごとの排水水質の実態､排水処理技術水準の動向､汚濁負荷量の削減のために
採られた措置等を勘案し､適切な総量規制基準を定め､その遵守を徹底することにより､汚濁負荷量の削減を図る｡特に新･増設の施設について
は､既存の施設に比べ､より高度な排水処理技術の導入等が可能であることにかんがみ､特別の総量規制基準を設定することにより､汚濁負荷
量の抑制を図る｡
(3)その他の汚濁発生源に対する対策：その他の発生源については､地域における発生特性を踏まえ､きめ細やかな対策を講じるものとする｡ま
た､新たに総量規制の対象とする窒素､りんについては､その発生源が多岐にわたることから汚濁負荷の実態に応じた汚濁負荷量の削減を図
る｡
(4)教育､啓発等：総量削減計画の目標を達成するためには､関係市町村､事業者及び県民の理解と協力が必要である｡このため､総量規制の主
旨及び内容について､インターネットや自治体の広報誌等により､正しい理解を求め､協力体制の強化を図ることにより､汚濁負荷量の削減に努
める｡

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

(1)COD負荷量
　生活雑排水､化学工業からの汚濁負荷量が大きく減少したこと等により､平成16年に比べ､生活系は4.6%､産業系は3.9%､その他は0.4%の負荷
量が削減され､平成18年度においては負荷量削減目標を達成している｡
(2)窒素負荷量
　単独浄化槽からの汚濁負荷量が減少したが、化学工業、食料品製造業等からの負荷量が増加したこと等により､平成16年度に比べ､生活系
は0.4%､産業系は4.2%の増加､その他は2.1%の負荷量が削減され､平成18年度においては負荷量削減目標を達成している｡
(3)りん負荷量
　単独浄化槽、化学工業からの汚濁負荷量が減少したこと等により､平成16年度に比べ､生活系は1.0%の増加､産業系は2.0%､その他は5.9%の
負荷量が削減され､平成18年度においては負荷量削減目標を達成している｡

進捗状況を示すデータ
項目１

H16実績

3

対象地域

施策名 総量削減計画の取組

担当部局 山口県環境生活部環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 第3ｰ1-(1)-(ｱ)

該当箇所本文



単位 ％
H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
68.0 69.4 71.1 73.1 74.1 75.4 76.7 78.6 79.6 81.2 83.7 85.7 87.3 88.4 89.6 90.5

単位 ％
H19
91.4

単位

年度

年度

項目３

項目２ 生活排水処理率（つづき）

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 生活排水処理率

該当箇所本文

　生活排水対策については、汚濁負荷量の削減を図るため、生活排水の適正処理100％を目標に地域の実情に応
じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設等の各種生活排水処理施設の効率的で計画的な整備を一層促進する。ま
た、窒素及びりんの除去性能の向上を含めた高度処理の積極的な導入を図る。
　また、「水質汚濁防止法」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成６年３月制定）」及び「大阪府生活排水
対策推進要綱（昭和63年１月施行）」に基づき、府と市町村が協力し、インターネット等を活用した情報提供や生活
排水対策推進月間（２月）を中心とした家庭でできる生活排水対策についての啓発・普及を行うとともに、特に対策
の実施が必要な地域を生活排水対策重点地域に指定し、計画的、総合的な生活排水対策を推進する。

施策名 「大阪府生活排水処理実施計画」の推進

担当部局 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課

施
策
の
概
要

　大阪府では、「平成22年度に生活排水を100％適正処理する」という目標を掲げており、この目標の達成に向け、具体的な取組を進めるた
め、「大阪府生活排水処理実施計画」を平成15年３月に策定し、推進している。「大阪府生活排水処理実施計画」は、河川や大阪湾などの
公共用水域の水質を改善するとともに、トイレの水洗化などによる快適な生活環境を作ることを目的としている。

　「大阪府生活排水処理実施計画」では、下水道や合併処理浄化槽など、それぞれの生活排水処理施設の効果や経済性などを検討して、
地域の実情に最も適した整備方策を選択し、各整備方策による区域を明確にして、効率的かつ計画的な整備を進めることを基本的な考え
方としており、このため、市町村が生活排水処理計画の策定又は見直しを行うに当たっての施設整備の方針とスケジュールなどを示してい
る。

　本計画に基づいて、大阪府では、府域の地域特性に即した手法や諸元などを使用する「大阪府域版コスト計算モデル」を作成して市町村
に提示するとともに、経済性比較の実施や、計画案の策定などの時期を中心として、ヒアリングを実施するなど、市町村に対して技術的支援
を行っている。

　大阪府では、昭和63年４月に策定した「大阪府生活排水対策推進要綱」に基づき、庁内関係部局及び大阪府市長会・町村長会からなる
「大阪府生活排水対策推進会議」を昭和63年９月に設置しており、本推進会議により、上記「大阪府生活排水処理実施計画」の推進などに
関係部局が連携して取り組んでいる。

Ｎｏ

該当箇所 １ 水質汚濁の防止  (1) 水質総量規制制度等の実施　ア
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大阪府生活排水処理実施計画の概要図
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単位

単位

単位

該当箇所本文

　生活排水対策については、汚濁負荷量の削減を図るため、生活排水の適正処理100％を目標に地域の実情に応
じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設等の各種生活排水処理施設の効率的で計画的な整備を一層促進する。ま
た、窒素及びりんの除去性能の向上を含めた高度処理の積極的な導入を図る。
　また、「水質汚濁防止法」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成６年３月制定）」及び「大阪府生活排水
対策推進要綱（昭和63年１月施行）」に基づき、府と市町村が協力し、インターネット等を活用した情報提供や生活
排水対策推進月間（２月）を中心とした家庭でできる生活排水対策についての啓発・普及を行うとともに、特に対策
の実施が必要な地域を生活排水対策重点地域に指定し、計画的、総合的な生活排水対策を推進する。

施策名 「大阪府生活排水排水対策推進月間」を中心とした啓発の実施

Ｎｏ

該当箇所 １ 水質汚濁の防止  (1) 水質総量規制制度等の実施　ア
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瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

担当部局 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課

施
策
の
概
要

　大阪府では、冬期は降水量が少なくなり河川の水量が低下するとともに、自然浄化能力も低下し、河川水質への生活排水の影響が大きく
なることから、平成18年度から２月を「大阪府生活排水対策推進月間」として、各家庭からできる水をきれいに流す取り組みを呼びかけてい
る。

（各年度共通の取組み）
　　・ホームページ、広報紙による月間のＰＲ

（平成18年度の取組み）
　　・ラジオ放送、メールマガジン、チラシ、ポスターによる月間のＰＲ
　　・街頭キャンペーンの実施

（平成19年度の取組み）
　　・ラジオ放送、ポスター、生活協同組合の協力による月間のＰＲ
　　・小学校への出前講座の実施
　　・「水かんきょうシンポジウム in 泉州」の開催（環境省近畿地方環境事務所主催）

（平成20年度の取組み）
　　・ラジオ放送、フリーペーパー等の活用、生活協同組合の協力による月間のＰＲ
　　・府庁舎内や、私の水辺大発表会、見出川交流会でのパネル展示

（平成21年度の取組み）
　　・ラジオ放送やポスター、メールマガジン等の活用、生活協同組合の協力による月間のＰＲ
　　・府立図書館や私の水辺大発表会でのパネル展示
　　・チラシのポスティングによるＰＲ（予定）

年度

項目２

年度

年度

項目３



＜月間ＰＲポスター１＞ ＜月間ＰＲポスター２＞

＜出前講座＞ ＜水かんきょうシンポジウム in 泉州＞

大阪府生活排水対策推進月間の取組み

＜府庁舎でのパネル展示＞ ＜見出川交流会でのパネル展示＞



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　(1) 水質総量規制制度の実施　ア

該当箇所本文

　生活排水については、汚濁負荷量の削減を図るため、下水道の整備を一層促進するほか、生活様式及び地域の
実情に応じ、コミュニティ・プラント、農業集落排水処理施設、浄化槽等の各種生活排水処理施設の整備を一層促
進する。
また、窒素及びりんの除去性能の向上を含めた高度処理の積極的な導入を図る。

6

施策名 水質汚濁の防止

担当部局 奈良県農林部耕地課

施
策
の
概
要

　農業集落排水事業：農業用水の水質保全・農業用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図ることを目的とし、併せて公共用水
域の水質保全に寄与するよう、農業集落におけるし尿生活雑排水等の汚水又は雨水を処理するもの。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

平成２０年度末において、農業集落排水施設が、３市２町１村（処理能力3,828ｋｌ/日）整備されている。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位 t/日
H16 H21目標 H16 H21目標 H16 H21目標

65 64 44 43 2.6 2.5

単位 ％
H14 H19 H25目標 最終目標

72.6 79.2 88.7 100

年度

年度

項目２ 広島県汚水適正処理構想（汚水処理人口普及率）

項目３

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

生活排水処理施設の整備推進
 （ア）下水道の整備促進
 （イ）農業・漁業集落排水処理施設の整備促進
    ａ 農業集落排水事業
    ｂ 漁業集落環境整備事業
 （ウ）浄化槽の整備促進等

広島県生活排水浄化対策推進要綱等に基づく取組
○生活排水対策の推進に関して基本となる広島県生活排水浄化対策推進要綱により，全県的な生活排水対策を推進した。
○さらに，水質汚濁が懸念される河川や湖沼については，生活排水対策重点地域の指定（黒瀬川・高屋川・山南川・二河川・藤井川）や，水
質環境管理計画等の策定（神竜湖・沼田川・瀬野川・黒瀬川）により，対策を講じた。
○市町や関係団体の協力を得て，普及啓発活動を実施するとともに，計画の推進を図るため，計画の進行状況の把握や関係機関相互の
連絡調整などを行った。

進捗状況を示すデータ
項目１ 瀬戸内海流域の発生汚濁負荷量（COD，T-N，T-P）

T-P

施策名 生活排水浄化対策

担当部局 広島県環境県民局環境部

Ｎｏ

該当箇所 １ 　水質汚濁の防止　（1） 　水質総量規制制度等の実施  ア 　生活排水対策

該当箇所本文

　生活排水による汚濁負荷量を削減するため，「広島県汚水適正処理構想」等に基づき下水道等の生活排水処理
施設の整備を促進するとともに，既設の処理施設については適正な維持管理を徹底し，必要に応じて，排水処理
の高度化を図る。
　「広島県生活排水浄化対策推進要綱」に基づき，家庭でできる雑排水対策の普及・啓発を行うほか，生活排水に
よる汚濁が著しく，特に対策の必要な地域については，水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点地域に指定
し，「生活排水対策推進計画」の策定及びその実施により，計画的な削減対策を推進するものとする。

7

T-NCOD

施
策
の
概
要

生活排水対策の推進
○ ＣＯＤ汚濁負荷量の約4割が生活排水である現状を踏まえ，公共用水域の水質保全のための県民の責務の明確化を図るとともに，広報
媒体による普及啓発を行う。
○ 生活環境の改善と公共用水域における生活排水による汚濁負荷を低減するため，地域特性を考慮した合理的な生活排水処理施設（下
水道，農業・漁業集落排水施設，浄化槽等）の整備を推進する。
○ 下水道等の適切な維持・管理を徹底するとともに，浄化槽の保守点検や清掃，法定検査の周知を図るなど，生活排水処理施設の維持・
管理の徹底を指導する。
○ 汚水と雨水を同一の管きょで排除する合流式下水道では，大雨時に一部未処理のまま放流されることがあり水質汚濁が懸念されるた
め，改善を検討する。
○ 生活排水による汚濁が著しく，特に対策の必要な地域については，「水質汚濁防止法」に基づく生活排水対策重点地域に指定し，「生活
排水対策推進計画」の策定及びその実施により，計画的な削減対策を実施する。



単位 ％
H14末 H15末 H16末 H17末 H18末 H19末 H20末

66.9 68.7 70.4 72.3 74.3 76.4 77.9

単位

単位

8

施策名 山口県汚水処理施設整備構想の取組

担当部局 山口県土木建築部都市計画課､農村整備課､漁港漁場整備課､廃棄物･リサイクル対策課

汚水処理人口普及率

Ｎｏ

該当箇所 第3ｰ1-(1)-(ｱ)

生活排水については、「山口県汚水処理施設整備構想（平成10年５月策定）」に基づき、汚濁負荷量の削減を図る
ため、下水道の整備を一層促進するほか、生活様式や地域の実情に応じ、農業集落排水施設、漁業集落排水施
設、コミュニティプラント、浄化槽等の各種生活排水処理施設の整備を一層促進し、平成22年度を目標年度とし、生
活排水処理率は約85％にまで向上するよう推進するものとする。

該当箇所本文

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３

施
策
の
概
要

１）山口県汚水処理施設整備構想は、市街地、農山漁村部を含めた県内の市町村全域において汚水処理施設の整備を効率的に促進する
ため、各市町村と県が協力して平成10年に策定し、平成16年10月に見直しを行っている。

２）山口県汚水処理施設整備構想により、汚水処理施設の整備を計画的かつ効率的に実施することができ、長期目標としての必要整備量、
概算事業費、維持管理費を把握することができる。また、事業実施の際に事業間の調整が図られ、円滑な事業推進ができる。

３）山口県汚水処理施設整備構想では、整備対象地域ごとに、現時点において最も効率的と想定される整備手法を明らかにし、それぞれの
整備スケジュール（目標）を策定している。

４）山口県汚水処理施設整備構想としては、平成22年度の生活排水処理率（汚水処理人口普及率）85％、最終的には100％の整備を目標
に各施設整備を行っている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

山口県の汚水処理施設の整備促進
　瀬戸内海の水質保全を図るうえで、生活排水に係る汚濁負荷量及び栄養塩類の削減対策として汚水処理施設の整備促進は非常に重要
である。

１）下水道事業
下水道事業については、山口県全体における平成14年度末の下水道整備率49.8％が平成20年度末には57.7％となり、現在、平成22年度
末の60.7％を目標に整備促進中である。

２）その他の汚水処理施設
農業集落排水施設等については、山口県全体における平成14年度末の農排等の整備率3.8％が平成20年度末には4.8％となり、現在、平
成22年度末の6.2％を目標に整備促進中である。
　また、合併処理浄化槽については、山口県全体おける平成14年度末の浄化槽整備率13.3％が平成20年度末には15.4％となり、平成22年
度末の18.0％を目標に整備促進中である。
　平成20年度末の汚水処理人口普及率は77.9%（下水道：57.7%､農業集落排水等：4.8%､浄化槽：15.4%）である｡
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単位
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 年度
38.3 40.4 43.1 46.9 50.6 54.0 56.9 59.0 61.2 63.0 64.6 （％）

単位

単位

施
策
の
概
要

平成8年に第1次の「香川県全県域生活排水処理構想」を策定し、下水道、農業・漁業集落排水施設、合併処理浄化槽などの生活排水処理
施設の整備を進めてきた。
平成14年に制定した「ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例」に基づき、早急に水質改善を図る必要がある地域を「重点整備地
域」として指定し、財政的・技術的支援などを行うなど本県独自の施策を盛り込んだ第２次の構想に見直し、集中的・効率的な施設整備を推
進してきた。
この結果、全国の伸び率を上回る施設整備がなされてきたが、まだまだ十分な状況ではないことから、平成19年に第３次の構想を策定し、
限られた財源の中で、住民の意向や地域の実情に応じた、より効率的で計画的な施設整備を進めることとしている。
【実績】
平成20年度の汚水処理人口普及率は、64．6％で全国順位は44位であった。
重点整備地域は、平成14～18年が45地域、平成19年～が16地域であった。

窒素・燐の除去性能の向上を含めた高度処理の導入においては、し尿処理場は一部を除き、窒素及び燐に係る高度処理を導入している。
合併処理浄化槽の特に大規模な浄化槽については必要に応じ窒素及び燐に係る高度処理導入を図っており、小規模な浄化槽については
平成16年度から補助制度を設けて普及に努めている。また、下水道は水質総量規制基準の設定により、窒素及び燐に係る排水水質の安
定化に向けて維持管理の徹底に努めている。

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ア

該当箇所本文
　生活排水については、香川県全県域生活排水処理構想に基づき、市町と連携して地域の実情や環境特性に応
じ、下水道や農業･漁業集落排水施設、合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備を効率的、計画的に促進
する。また、必要に応じ窒素及び燐の除去性能の向上を含めた高度処理の導入を図る。
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施策名 全県域生活排水処理構想推進事業

担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・下水道などの整備構想は、瀬戸内海関係地域の府県でそれぞれ策定されている。
・窒素及び燐の除去性能の向上を含めた高度処理は、各県の実情に応じ、導入が進められている。

進捗状況を示すデータ
項目１ 目標

平成22年度 平成27年度
69% 79%

項目３

中間目標
汚水処理人口

普及率

項目２
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単位 ％
Ｈ7 Ｈ14 H15 Ｈ16 Ｈ１７ H18 H19 H20

31.9 61.4 53.5 59.5 61.4 63.2 65.0 67.2

単位

単位

施
策
の
概
要

　快適で潤いのある水環境を創造するため、河川や海の水質汚濁の原因となっている工場や事業所の排水対策を進めるとともに、家庭か
ら排出される生活排水対策を充実させる必要がある。
　このため、愛媛県では平成９年度に下水道等の整備目標を示す「第一次全県域下水道化基本構想」を想定し、生活排水処理等の推進を
行ってきたが、経済社会情勢や県民意識の変化に伴い、今後の生活排水処理施設対策の整備を、新たに見直す必要が生じてきたことか
ら、平成２４年度を目標とする「第二次愛媛県全県域下水道化基本構想」を策定、平成１９年度には中間見直しを実施し、それぞれの地域の
実情・特性に応じた経済的・効率的な生活処理排水施設の整備目標と推進方策を示すとともに、県、市町並びに県民の役割を明示した。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質総量規制制度等の実施　（1)水質総量規制制度等の実施　ア

該当箇所本文

　生活排水については、第二次愛媛県全県域下水道化基本構想（平成16年３月策定）に基づき、市町と協力して、
地域の実情等に応じ、下水道や農業・漁業集落排水施設、浄化槽等の生活排水処理施設及びし尿処理施設の整
備を促進する。また、窒素及びりんの除去性能の向上を含めた高度処理の導入に努め、汚濁負荷量の削減を図
る。
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施策名 第二次愛媛県全県域下水道化基本構想

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○基本方針
　平成１４年度を基準年度とし、市町村や地域間での整合を図るための統一的な基準として、国策定の「平成13年度効率的な汚水処理施設
整備のための都道府県構想マニュアル」を参考に、下記の事項を基本方針とする、「基本構想策定要領」及び「市町村マニュアル」を定め、
各市町村において、生活排水処理施設整備を策定した。
　①策定地域は全市町村
　②基本構想の最終目標年度は平成２４年度とし、平成１９年度を中間目標年度として、見直しを実施した。
　③基本構想は、地域間格差の是正や整備上の問題点、汚泥処理方法等の現状と課題を把握したうえで策定する
　④個別汚水処理は、合併処理浄化槽方式とする
　⑤原則、従来推進してきた施策を踏襲しながら、あらゆる事業制度を活用する
　⑥整備手法の選定にあたっては、地域特性、公共用水域の水質保全、緊急性等を考慮し、最適な整備を実施する
　⑦県、市町村、及び県民による一体的な推進体制を確立するため、全県域の汚水処理施設整備に向け講ずべき施策を
　　体系的に提示する

○目標
　14年度末の全県下における汚水処理人口及び汚水処理人口普及率53.5％を、19年度には64.9％（当初目標65.6％）に向上させ、目標年
度の24年度には73.9％（当初目標76.7％）に向上させる。

○計画の中間見直し
　中間目標年度である平成１９年度に、当該目標数値等のレビューを実施した。

　
項目１ 県内汚水処理人口普及率

年度

項目２

項目３



単位 回数
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 回数
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

1 1 1 1 1 1 1 0 0 －

単位

年度

項目２ 庁内連絡会議　開催回数

項目３

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○生活排水対策研修会（２１年度事例）
　・県内の生活排水対策及び公共用水域の現況について（県：環境政策課）
　・生活排水処理施設整備事業の概要について
　　　①下水道事業について（県：都市整備課）
　　　②合併処理浄化槽事業について（県：廃棄物対策課）
　　　③農業集落排水処理施設について（県：農地整備課）
　　　④漁業集落排水処理施設について（県：漁港課）
　
○庁内連絡会議
　・参集者
　循環型社会推進課、農地整備課、農業経営課、畜産課、水産課、漁港課、河川課、水資源対策課、港湾海岸課、都市整備課
　・１８年度の議題
　　①平成17年度公共水域水質測定結果及び地下水水質測定結果について
　　②平成16年度発生負荷量調査結果及び第６次総量規制について
　　③生活排水対策の進捗状況について
　　④水生生物保全環境基準類型指定について
　　⑤その他・意見交換
※19・20年度は、平成19年度に実施した「第二次愛媛県全県域下水道化基本構想」の中間見直し作業及び周知に伴い、変則的に上記研修
会及び各市町ヒアリングにおいて関係各課出席により意見交換等を実施。

進捗状況を示すデータ
項目１ 生活排水対策研修会　開催回数

施
策
の
概
要

　公共用水域の水質汚濁を防止していくためには、生活排水対策を推進することが必要であり、市町において地域住民の理解と協力を得な
がら生活排水処理施設の計画的整備を行っていく必要があることから、市町職員、各保健所担当職員等を対象に研修を実施する。
　また、県内の水環境対策の推進を図るため、県庁内の水環境対策に係る事業を所管する各課の係長が参集し、水質状況の説明、国を含
めた施策の情報交換、各課の連携促進及び意見交換を行う。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ア

該当箇所本文
生活排水については、第二次愛媛県全県域下水道化基本構想（平成16年３月策定）に基づき、市町と協力して、地
域の実情等に応じ、下水道や農業・漁業集落排水施設、浄化槽等の生活排水処理施設及びし尿処理施設の整備
を促進する。また、窒素及びりんの除去性能の向上を含めた高度処理の導入に努め、汚濁負荷量の削減を図る。
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施策名 生活排水対策研修会・庁内連絡会議



単位 件数
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 Ｈ19 H20

1867 2617 2892 2755 2940 2862 2778 2613 852 936

単位 件数
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 Ｈ19 H20

20 40 79 97 236 298 277 173 181 185

単位

年度

項目２ 合併処理浄化槽設置基数（市町村設置）

項目３

担当部局 愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

20年度実施実績
・合併処理浄化槽補助基数（個人設置）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　836基

・合併処理浄化槽補助基数（市町村設置）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185基

・合併処理浄化槽普及率（設置済人口／人口）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18.0％

進捗状況を示すデータ
項目１ 合併処理浄化槽設置基数（個人設置）

施
策
の
概
要

　市町が行う合併処理浄化槽の計画的な整備に要する経費に対し、県が補助金を交付することにより、合併処理槽の設置を促進し、生活
環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。
　特に、中山間地域等の人口散在地域を多く抱える本県は、汚水処理人口普及率が全国平均を下回っていることから、短期間で安価に整
備できる合併処理浄化槽の整備促進について市町及び住民から強く要望されている。

１　合併処理浄化槽設置整備事業
　　①個人設置（補助率1/3、補助対象5～10人槽）で単独槽又は汲取り便所からの転換のみ〔離島地域は補助率1/4〕
　　　　個人が設置する合併処理浄化槽に要する費用に市町が助成する事業に対し県費補助を行う。
　　②市町設置（補助率1/10、補助対象5～10人槽)
　　　　市町自ら設置主体となって合併処理浄化槽を面的整備する事業に対し県費補助を行う。

２　補助金　各事業毎に、補助所要額に市町村の財政力指数に応じた補正係数を乗じて算定
①  個人設置　（財政力指数0.6以上：0.4、0.6未満0.4以上：0.5、0.4未満0.2以上：0.6、0.2未満：0.7）
②　市町設置　（財政力指数0.6以上：0.7、0.6未満0.4以上：0.8、0.4未満0.2以上：0.9、0.2未満：1.0）

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止（１）水質総量規制制度等の実施　ア　

該当箇所本文

　生活排水については、第二次愛媛県全県域下水道化基本構想（平成16年３月策定）に基づき、市町と協力して、
地域の実情等に応じ、下水道や農業・漁業集落排水施設、浄化槽等の生活排水処理施設及びし尿処理施設の整
備を促進する。また、窒素及びりんの除去性能の向上を含めた高度処理の導入に努め、汚濁負荷量の削減を図
る。
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施策名 合併処理浄化槽設置整備事業



単位 世帯
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

9609 8255 7395 6729 6030 5672 5178 4020

単位 基
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

1791 1744 1695 1640 1640 1595 1583

単位 基
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

495 504 533 566 566 619 672

施
策
の
概
要

1）水質総量規制制度は、人口、産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するための制度であり、昭和５３年に「水質汚濁防
止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入された。
２）水質総量規制の対象となる指定水域は東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海であり、指定水域（指定水域の水質の汚濁に関係のある地域)は２
０都道府県の集水域、指定項目は化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量となっている。
３）水質総量規制制度においては、環境大臣が指定水域ごとに目標年度、発生源別及び都道府県別の削減目標量に関する総量削減基本
方針を定め、これに基づき、関係都道府県知事が、削減目標量を達成するための総量削減計画を定めることとしている。削減目標量を達成

するための具体的な方途としては、下水道の整備等の生活排水対策、指定地域内事業場（日平均排水量５０m３
以上の特定事業場）の排出

水に対する総量規制基準の適用、小規模事業場・農業・畜産農業等に対する削減指導等がある。

該当箇所本文

年度

し尿収集世帯数

年度

（１） 水質総量規制制度等の実施
本県の瀬戸内海は、内海である周防灘と外海である響灘に大別され、これらの海域において水質環境基準の類型
指定が７水域、海域の全窒素及び全りんに係る環境基準類型指定が４水域について行われている。
これらの環境基準点における平成18年度の水質の状況を生活環境項目である化学的酸素要求量（ＣＯＤ）でみる
と、Ａ類型海域では、1.6～2.5mg／L、Ｂ類型海域では、2.1mg／L、Ｃ類型海域では、1.8～3.1mg／Lであり、環境基
準適合状況は、Ｂ類型及びＣ類型海域においては環境基準に適合していたが、Ａ類型海域の適合率（環境基準点
での測定値毎に見た環境基準の適合割合）は、33％である。
また、富栄養化の要因物質である全窒素及び全りんについてみると、全窒素は、Ⅱ類型海域では、0.19～0.21mg／
L、Ⅳ類型海域では、0.80mg／Lであり、すべての海域で環境基準を達成している。
全りんは、Ⅱ類型海域では、0.017～0.018mg／L、Ⅳ類型海域では、0.048mg／Lであり、すべての海域で環境基準
を達成している。
環境基準が未達成な水域については、これを達成させるため積極的に汚濁負荷量の低減を図り、また達成されて
いる水域は、その状態を維持することが必要である。
特に、広域的閉鎖性水域である瀬戸内海については、関連区域内で発生する汚濁負荷量の総量を計画的に削減
することが肝要であることから、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づき、水質総量規
制が実施されている。
本県においては、国の「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針（瀬戸内海）」に
定められた平成21年度における削減目標量を達成するため、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に
係る総量削減計画（福岡県）」を策定し、発生源別の削減目標量を次のとおり定めている。

削減目標量（トン／日）
化学的酸素要求量：（生活排水）６、（産業排水）９、(その他）２、(合計）１７
窒素含有量：（生活排水）６、（産業排水）１４、(その他）４、（合計）２４
りん含有量：（生活排水）０．４、（産業排水）０．３、(その他）０．１、(合計)０．８
 
＊ 削減目標量：平成21年度における１日当たりの総排出量

施策名 水質総量規制の取り組み

担当部局 北九州市環境局廃棄物事業部業務課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）
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該当箇所 １．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ア

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）福岡県が策定した、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画」に定められた削減目標量を達成するため、
指定地域内工場・事業場に対して、総量規制基準を遵守するよう、監視指導を行っている。
 
（２）生活排水による汚濁負荷量を削減するため、下水道の整備を促進し、本市瀬戸内海地域の下水道整備率は平成１６年度末で９７．５％
となった。平成17年度には下水道整備の概成を宣言した。また、下水道計画区域以外にあっては、浄化槽(合併処理浄化槽）の普及促進を
おこなっており、具体的施策として、小型（合併）浄化槽の設置に対し、平成元年度から補助制度を導入し、さらに補助金額の上限を80万円
とする特例措置を設けている。特例措置の適用地域は、市街化調整区域で下水道認可区域外、適用期間は平成16年4月1日から平成21年
3月31日までに補助の交付申請を行った方を対象としている。

補助制度による小型(合併）浄化槽の新規設置数　　　　浄化槽新規設置数
　平成１５年度：(瀬戸内海地域）６基　　　　　　　　　　　　（市域全体）４４基
　平成１６年度：(瀬戸内海地域）６基　　　　　　　　　　　　（市域全体）４３基
　平成１７年度：(瀬戸内海地域）６基　　　　　　　　　　　　（市域全体）５７基
　平成１８年度：(瀬戸内海地域）１８基                      （市域全体）５２基
　平成１９年度：(瀬戸内海地域）１９基                      （市域全体）７３基
　平成２０年度：(瀬戸内海地域）５１基                      （市域全体）８６基

年度

項目２ 単独浄化槽基数

項目３ 合併浄化槽基数

※項目１～３すべて北九州市全域のデータ
項目１



単位

単位

単位

　　　　　実施状況

　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度　　１１企業を対象に実施
　　　　　　　　　　　　　　平成２０年度　　　９企業を対象に実施
　　　　　　　　　　　　　　平成２１年度　　１２企業を対象に実施

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

項目２

項目３

担当部局 京都市産業技術研究所工業技術センター

進捗状況を示すデータ

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　イ　産業排水対策

該当箇所本文 イ　産業排水については，汚濁負荷量の削減のため，事業場での排水処理施設の整備・適正管理を指導する。
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項目１

施
策
の
概
要

施策名

　めっき専門業者の共通課題である排水処理技術について巡回指導を毎年実施している。「ほう素及びその化合物」，「ふっ素及びその化
合物」，「アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の排水基準が平成13年度に設定され，更に１５年度に「全亜鉛」
の環境基準が設定されたことにより１８年度に「亜鉛」の排水基準が強化された。このように，今後，排水規制がますます厳しくなっていく状
況についての情報提供と排水処理技術を含めた環境保全活動等について指導を行っている。

　　　　　　　　　　　　　　平成１５年度　　１０企業を対象に実施
　　　　　　　　　　　　　　平成１６年度　　１２企業を対象に実施
　　　　　　　　　　　　　　平成１７年度　　１２企業を対象に実施
　　　　　　　　　　　　　　平成１８年度　　１２企業を対象に実施

めっき工場巡回技術指導



単位

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

担当部局 大阪府環境農林水産部　環境管理室事業所指導課

施
策
の
概
要

　水質汚濁防止法第３条第３項の規定による排水基準を定める条例により、法の基準より厳しい排水基準で規制し、規制対象の拡大（日平
均排水量30～50㎥）。
　また、上水道水源地域については有害物質の基準を１/10に強化し、立入検査及び水質検査等により排水基準の遵守を徹底

　大阪府生活環境の保全等に関する条例（日平均排水量30㎥～）の排水規制の対象となっているものについては、法対象以外の施設・項
目を追加し立入検査及び水質検査等により排水基準の遵守を徹底
　
　窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指導要綱に基づき、総量規制が適用されない事業場（日平均排水量30～50
㎥）について、水質管理値を定め、汚濁負荷量の削減を指導

　その他の事業場については、小規模事業場排水処理の手引きに基づき、汚濁負荷量を削減するための対策を実施

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

Ｎｏ

該当箇所
１　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　　イ
                       　　（２）　有害化学物質等の規制及び把握等
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該当箇所本文

　産業排水については、「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づく特定施設の設置等の許可制及び「水質汚濁防
止法」に基づく排水規制の適切な運用を行う。また、汚濁負荷量の削減のため、排水処理施設等の維持管理の適
正化に努め、施設の新設及び排水処理施設の改善等の場合の際は除去効果の高い排水処理施設の導入、凝集
剤や栄養剤の添加の適正化及び工程内で使用される窒素及びりんを含む添加物の低減及び副原料の転換を促進
する。

　引き続き工場・事業場に対する排水基準の遵守徹底等により、水質環境基準の達成維持を図る。

施策名 総量規制基準が適用されない事業場に対する施策



H19 H20 H21
1件 3件 １件

施
策
の
概
要

○公害防止協定の締結
環境保全関係法令による規制等を補完し、地域の実情に即した生活環境保全対策を実行する上で有効な手段として、県や市町と企業また
は住民代表と企業が公害防止協定（環境保全協定）の締結を行っている。

○広島県環境保全融資
中小企業者等への汚水処理施設設置・改善に必要な資金の融資を行っている。

Ｎｏ

該当箇所 １ 　水質汚濁の防止　（1） 　水質総量規制制度等の実施  ウ 　産業排水対策

該当箇所本文

　産業排水については、排水規制等を適切に運用し監視指導を強化するとともに、汚濁負荷量の削減のため、処理
施設等の適正な維持管理の徹底を指導する。
　また、新設及び増設する施設については、既設の施設に比べ、より高度な排水処理技術の導入が可能であること
を考慮し、特別の総量規制基準を設定して、汚濁負荷量の一層の削減を図る。
　さらに、公害防止施設の設置等の促進を図るため、広島県環境保全融資制度及び広島県小規模企業者等設備
導入資金貸付制度の活用や政府系金融機関等の融資制度の積極的なあっ旋に努めるとともに、これらの助成制
度の拡充整備を図るものとする。
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施策名 公害防止協定の締結等

締結年月日

県・大竹市

昭和46年8月26日，日本紙業株式会社と協定締結
〃　50年9月23日全部改訂
平成9年10月1日，日本紙業株式会社から承継
〃  15年4月1日、日本板紙株式会社から承継
〃  20年4月1日、日本大昭和板紙西日本株式会社から承継

三井化学株式会社

日本大昭和板紙株式会社

昭和46年10月5日
〃　50年9月2日全部改訂

ダイセル化学工業株式会社

三井・デュポンポリケミカル株式会社

担当部局 広島県環境県民局環境部

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○　広島県では県内主要企業13社と公害防止協定（環境保全協定）等を締結

当　　事　　者

県・福山市

ＪＦＥスチール株式会社

昭和46年9月22日，大竹紙業株式会社と協定締結
〃　51年3月5日全部改訂
平成17年7月1日大竹紙業株式会社から承継
〃　20年4月1日三島製紙株式会社から承継

三菱レイヨン株式会社

昭和46年11月25日
〃　50年9月23日全部改訂

昭和46年12月27日
〃　57年3月31日一部改訂
平成15年4月１日、日本鋼管株式会社から承継

日本化薬株式会社
昭和51年9月14日
〃　57年3月31日一部改訂

瀬戸内共同火力株式会社
昭和46年12月27日
〃　57年3月31日一部改訂
平成18年7月1日、福山共同火力株式会社から承継

県・呉市
日新製鋼株式会社

昭和47年12月13日
〃　59年3月31日全部改訂

王子製紙株式会社 平成元年4月1日

県・尾道市 横浜ゴム株式会社

昭和48年9月25日
平成9年11月6日一部改訂
〃　11年3月17日一部改訂
〃　20年6月3日一部改訂

県・竹原市 電源開発株式会社
昭和49年1月22日
〃　55年4月19日全部改訂

年度

県・大崎上島町 中国電力株式会社
平成７年11月20日
〃　15年6月23日一部改訂

進捗状況を示すデータ
項目１ 広島県環境保全融資制度における融資件数

年度

年度

項目２

項目３



単位

単位

単位

該当箇所本文
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施策名 地球にやさしい環境づくり融資制度(公害防止施設整備資金融資制度)の概要

担当部局 山口県環境生活部環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 第3ｰ1-(1)-(ｲ)

公害防止施設の設置促進を図るため、地球にやさしい環境づくり融資制度(公害防止施設整備資金融資制度)の利
用促進を図るものとする。

施
策
の
概
要

１）公害防止施設整備資金融資制度は、中小企業又は組合に対し、公害防止施設の整備に必要な資金の融資を行うことにより、公害防止
対策の促進を図り、もって良好な生活環境の確保に資することを目的とする。

２）融資の対象は、ばい煙処理施設、粉じん処理施設、汚水等処理施設、騒音又は振動防止施設、悪臭防止施設及びその他知事が特に必
要と認める施設及びこれに附属する設備で専ら公害防止の用に供するものの設置又は改造に要する経費。

３）融資の条件は、次のとおり
　　融資限度額　　一の事業場につき3,000万円
　　融資利率　　　　年2.0 ％
　　融資期間　　　　1,000万円未満は５年以内（うち据置期間１年）
　　　　　　　　　　　　1,000万円以上は７年以内（うち据置期間１年）

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）瀬戸内海関係地域での実施事例としては、平成13年度に汚水処理施設の整備に対して、3,000万円の融資を実施している。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位

単位

単位

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　平成16年度に小規模事業場負荷量削減あり方研究会を設置し、技術開発（2技術）の指導、助言を行い、うどん店に係る排水処理・製造工
程内対策マニュアルを策定し、周知に努めている。

・マニュアル等
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/mizukankyo/udon/index.htm

　小規模な事業場に対する新たな排水規制について、説明会の実施やホームページへの掲載により周知に努めている。

・条例について
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/gyosei/kankyohozen_top.htm

進捗状況を示すデータ

項目３

項目２

担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

項目１

施
策
の
概
要

  小規模事業場・未規制事業場のＣＯＤ汚濁負荷割合が、全体の約3割と相対的に高くなっており、その中でも地場産業であるうどん製造に
おける排水は比較的汚染状態の高い排水となっている状況から、平成16年度にうどん製造における排水対策に取り組んだ。
　うどん製造排水については、水質が高濃度で時間的変動が大きいことによる技術的課題や、特に零細企業が多い業種であるという課題
があるため、負荷量削減のための工程内対策の検討や低コスト・コンパクトでメンテナンスが容易な排水処理技術の開発を行った。
　また、より低コストにすることを考える上で、排水全体を処理することにとらわれず、汚れの度合いが高いうどんのゆで汁や捨て汁を対象と
した処理技術も研究し、一定の成果が見られたことから、現在、民間事業者による実用化に向けた取組みが進められている。
　なお、小規模な事業場に対する排水規制について平成21年３月に条例改正し、平成24年４月１日より、日平均排水量10立方メートル以上
の特定事業場や一部の特定事業場以外の事業場（生うどんの湯煮施設や自動式鶏卵洗浄施設を設置する事業場等）に対し排水の基準を
適用し、汚濁負荷量の削減を進めることとしている。

施策名 汚濁負荷量削減の取組み

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　イ

該当箇所本文 　産業排水については、汚濁負荷量の削減のため、処理施設等の改善整備及び維持管理の適正化に努める。
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単位 件数
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

2 0 3 3 1 2 2 3 0 1

単位

単位

施
策
の
概
要

　中小企業者等に、公害防止又は環境保全に要する資金を融資し、環境保全施設等の整備促進及び環境に配慮した事業活動の推進を図
る。

融資の要件：
　愛媛県内に工場又は事業所を有する中小企業等で、６ヶ月以上継続して現事業を行っているものであって、次の何れかの要件を満たして
いるもの。
①現に公害が発生し、又は発生のおそれがあるため、公害防止施設等の整備又は環境浄化をする必要があると認められる者
②環境に対する負荷を低減させるため、環境保全施設の整備又は緑化をする必要があると認められる者
③環境に配慮した事業活動を行うため、ISO14001の認証取得を行おうとする者

融資の条件：
①融資限度額：5,000万円
②融資期間：10年以内（据置期間１年以内を含む）
③返済方法：原則として分割弁済
④融資利率：年2.0％
⑤担保・保証：取扱金融機関の定めるところによる
⑥申込先：伊予銀行・愛媛銀行

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　イ

該当箇所本文
　産業排水については、汚濁負荷量の削減のため、処理移設等の改善整備及び維持管理の適正化に努める。ま
た、環境保全施設の整備促進を図るため、愛媛県環境保全資金融資制度等の積極的な活用の促進を図るものと
する。
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施策名 環境保全資金融資制度

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

融資対象施設

・ばい煙処理施設：重力沈下装置、慣性分離器等
・汚水処理施設：沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、吸着処理装置、貯留装置　等
・騒音振動防止施設：防音某新装置　等
・産業廃棄物処理施設等：産業廃棄物処理施設、最終処分施設、収集・運搬施設　等
・環境浄化対策：土壌・地下水及びアスベストに関する調査、浄化、除去等に要する資金
・フロン等回収・処理施設：フロン等の回収装置、保管施設、破壊処理装置　等
・資源リサイクル施設：廃棄物の再生、資源化のための選別、破壊、圧縮施設　等
・省資源／省エネルギー施設：廃熱ボイラー、太陽熱利用施設、廃棄物利用施設　等
・低公害車：電気自動車、ハイブリッド自動車　等
・雨水貯留施設：雨水を貯留し、利用する施設又は設備
・緑化：工場緑化、ビルの屋上緑化　等
・ISO14000の認証取得：審査登録、委託、施設、設備の整備　等

進捗状況を示すデータ
項目１ 融資件数

年度

項目２

項目３



単位 回数

単位 回数

単位 基

年度

年度

項目３

項目２

Ｎｏ

該当箇所

担当部局

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

項目１

１　産業排水の監視
　特定事業場への立入検査及び水質検査により排水基準及び総量規制基準の監視を行っている。また、必要に応じ、排水処理施設の　適
正な維持管理等により汚濁負荷量を削減するよう、指導・助言を行っている。
　総量規制対象事業場については、年1回以上、日平均排水量30m3以上の小規模事業場については、3年に1回程度の立入検査を実施し
ている。平成20年度の瀬戸内海指定地域の立入件数は、総量規制事業場が89件、小規模事業場が11件である。

２　汚濁負荷量の削減状況
（１）ＣＯＤ負荷量
平成16年度におけるＣＯＤ負荷量は､本県において17t/日であったが､第６次総量削減基本方針の目標年度である平成21年度も17t/日を維
持することとなっている｡なお、平成18年度の本県のCOD負荷量は14t/日であった。

（２）窒素・りん負荷量
平成16年度における窒素負荷量は､本県において24t/日であったが､第６次総量削減基本方針の目標年度である平成21年度も24t/日を維
持することとなっている。なお、平成18年度の本県の窒素負荷量は21t/日であった。同様に平成16年度におけるりん負荷量は､本県におい
て0.8t/日であったが､平成21年度も0.8t/日を維持することとなっている｡なお、平成18年度の本県のりん負荷量は0.8t/日であった。

現在､第６次水質総量規制によりCOD、窒素及びりんに係る汚濁負荷量の削減対策が進められており､平成21年度の削減目標量は達成さ
れる見通しとなっている｡

施
策
の
概
要

該当箇所本文

施策名 水質総量規制の取り組み

年度

進捗状況を示すデータ

　産業排水については、汚濁負荷量の削減のため、排水処理施設等の改善整備及び維持管理の適正化に努める。
また、総量規制基準が適用されない事業場等に対しても、特定事業場については、「福岡県小規模事業場排水水質改善指導要領」に基づ
き立入調査等を行い、その他の事業場等についても、適宜、調査を実施し、指導、助言等を行なうことにより汚濁負荷量の削減を図るものと
する。
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（１） 水質総量規制制度等の実施
本県の瀬戸内海は、内海である周防灘と外海である響灘に大別され、これらの海域において水質環境基準の類型
指定が７水域、海域の全窒素及び全りんに係る環境基準類型指定が４水域について行われている。
これらの環境基準点における平成20年度の水質の状況を生活環境項目である化学的酸素要求量（ＣＯＤ）でみる
と、Ａ類型海域では、1.4～2.5mg／L、Ｂ類型海域では、2.0mg／L、Ｃ類型海域では、1.7～2.5mg／Lであり、環境基
準適合状況は、Ｂ類型及びＣ類型海域においては環境基準に適合していたが、Ａ類型海域の適合率（環境基準点
での測定値毎に見た環境基準の適合割合）は、50％である。
また、富栄養化の要因物質である全窒素及び全りんについてみると、全窒素は、Ⅱ類型海域では、0.20mg／L、Ⅳ
類型海域では、0.68mg／Lであり、すべての海域で環境基準を達成している。
全りんは、Ⅱ類型海域では、0.017～0.020mg／L、Ⅳ類型海域では、0.037mg／Lであり、すべての海域で環境基準
を達成している。
環境基準が未達成な水域については、これを達成させるため積極的に汚濁負荷量の低減を図り、また達成されて
いる水域は、その状態を維持することが必要である。
特に、広域的閉鎖性水域である瀬戸内海については、関連区域内で発生する汚濁負荷量の総量を計画的に削減
することが肝要であることから、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づき、水質総量規
制が実施されている。
本県においては、国の「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針（瀬戸内海）」に
定められた平成21年度における削減目標量を達成するため、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に
係る総量削減計画（福岡県）」を策定し、発生源別の削減目標量を次のとおり定めている。

削減目標量（トン／日）
化学的酸素要求量：（生活排水）６、（産業排水）９、(その他）２、(合計）１７
窒素含有量：（生活排水）６、（産業排水）１４、(その他）４、（合計）２４
りん含有量：（生活排水）０．４、（産業排水）０．３、(その他）０．１、(合計)０．８
 
＊ 削減目標量：平成21年度における１日当たりの総排出量

福岡県環境部環境保全課

１．水質汚濁の防止  （１）水質総量規制制度等の実施　イ



単位
Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

0 0 0 0 0 0 0 0

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

環境保全対策資金の概要
１　融資対象
　中小企業者又は組合が，公害防止または環境保全のために行う次の①②について，市町村長が必要性を認めたもの。
　　①環境保全施設（別表に掲げるもの）を設置するもの
　　②住居専用地域等から過疎地域等特定の地域に移転するため，土地，建物及び環境保全施設を取得するもの。
２　資金使途
　　①環境保全施設の設置に必要な資金
　　②移転のために，土地，建物及び環境保全施設を取得するために必要な資金
３　融資限度額
　　　企業　３，５００万円，組合  ７，０００万円
４　融資期間
　　　１２年以内（うち据置１年以内）
５　保証料率
　　　有担保０．７５％以内，無担保０．８５％以内

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

施策名 県制度資金（環境保全対策資金）

担当部局 大分県商工労働部経営金融支援室

進捗状況を示すデータ
項目１ 環境保全対策資金の利用状況（水質汚濁関連）

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の実施　（１）水質総量規制制度等の実施  イ

該当箇所本文
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さらに、中小企業等に対する公害防止施設への融資助成制度の運用を図る。



単位 件
H14 H15 H16

1 2 4

単位

単位

該当箇所本文
　「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成11年７月制定）」に基づく「大阪府家畜排せ
つ物の利用促進計画（平成12年７月策定）」により、家畜排せつ物の適正処理及び有効利用の促進を指導する。

施策名 大阪府畜産経営環境整備事業

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ウ

22【終了】

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 施設整備件数

担当部局 大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課

施
策
の
概
要

　「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」（平成11年7月28日法律第112号）に基づき、家畜排せつ物の管理の適正
化と利用の促進を図るため、平成12年度に「大阪府家畜排せつ物利用促進計画」を策定し、地域の実情に即した畜産環境保全施設等（堆
肥舎、浄化処理施設等）の整備を計画的に推進する市町村に対し、助成を行うもの。
　なお、当事業は平成16年度で終了している。

年度

項目２

年度

年度

項目３



単位
Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ H１９ Ｈ２０

80.2 83.6 84.3 87.4 90.5 97.3 97.9 98.4 98.7 99.1

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ウ

該当箇所本文
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づき、家畜排せつ物の適正な管理と良質堆肥化
による農地還元利用を促進する。

23【終了】

施策名 さわやか畜産確立対策 

担当部局 兵庫県農政環境部農林水産局畜産課

施
策
の
概
要

１）畜産経営の規模拡大や一般住宅との混在化により、家畜ふん尿に起因する環境汚染問題が深刻化している地域があり、早急かつ総合
的な畜産環境保全対策を推進するため、平成２０年度を目標に平成８年度から家畜ふん尿処理施設設整備等の環境対策事業を総合的に
実施してきた。その結果、平成２０年度の県内家畜ふん尿処理率は、99.1%と目標（99%）を上回った。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（全県の施策と同様）

進捗状況を示すデータ
項目１ ％家畜ふん尿処理率の推移（全県）

項目２

項目３



単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　平成１１年に家畜排せつ物法が施行されたことにともない、家畜排せつ物の利用の促進を図るための県計画を作成。当計画に従い、処理
施設の整備・適正管理および堆肥流通を促進するための施策を実施。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・家畜保健衛生所は年間を通して、畜産農家の畜舎および堆肥舎の巡回を行い、汚水発生状況の監視と合わせ家畜排せつ物の適正管理
について適宜指導を行った。
・耕種農家のために堆肥情報を示した「たい肥マップ」をHPに掲載し適宜修正した。

項目１

施策名 水質汚濁の防止

担当部局 奈良県農林部畜産課

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　(1) 水質総量規制制度の実施　ウ

該当箇所本文

　持続的養殖生産確保法（平成十一年法律第五十一号）に基づき、魚介類の養殖漁場の底質の悪化を通じて富栄
養化が生じないよう漁場管理の適正化に努める。また、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律
（平成十一年法律第百十号）等に基づき、化学肥料の使用の低減を図ることにより、農業排水中の窒素及びりんの
負荷量の軽減に努めるとともに、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成十一年法律
第百十二号）に基づき、家畜排せつ物の適正な処理に努める。
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単位

単位

単位

項目２

項目３

担当部局 奈良県農林部農業水産振興課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

施
策
の
概
要

　（1）持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき、平成１２年２月に奈良県持続農業導入指針を策定し、その後も数
回の内容の増補・変更を実施。
　（2）持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画を作成する農業者（エコファーマー）に対し、計画達成に向けて支援を実施。
　（3）これらの施策により、化学肥料の低減により農業排水中の窒素等の負荷量の軽減に努めているところである。
　（4）漁業権免許時にため池魚類養殖業者に対し、水質維持のため必要以上の投餌はやめるよう注意喚起等の指導を実施。

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　(1) 水質総量規制制度の実施　ウ

該当箇所本文

　持続的養殖生産確保法（平成十一年法律第五十一号）に基づき、魚介類の養殖漁場の底質の悪化を通じて富栄
養化が生じないよう漁場管理の適正化に努める。また、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律
（平成十一年法律第百十号）等に基づき、化学肥料の使用の低減を図る
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施策名 水質総量規制の取り組み



単位 件
Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

24 20 34 26 46 43 6 9 4 4

単位 ％
Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

99.4 100 100 100 100

単位

２）畜産環境対策の促進を図り、たい肥舎などの家畜排せつ物処理施設の整備を進めた結果、発生する家畜排せつ物の大部分がたい肥
化処理、液肥化処理され、農地還元による有効活用がなされている。また、家畜排せつ物法への対応状況(平成21年12月1日時点)について
は、処理施設の整備、応急的簡易対応及び適切な農地への直接施用などにより管理基準対象農家743戸の全てが管理基準に適合してい
る。

３）現在、管理基準対象農家について、全戸巡回により家畜排せつ物の管理状況を調査・把握するとともに、必要に応じて適正管理の指導
に努めている。また、応急的に簡易な措置により管理基準に対応した農家について、恒久的な環境保全効果の高い施設への移行を推進す
る。

１）平成１２年に「家畜排せつ物の利用の促進を図るための岡山県計画」を策定し、計画的な処理施設の整備及びたい肥の利活用を推進

家畜排せつ物処理施設の整備

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ウ　養殖業、農業、畜産関係の対策

該当箇所本文
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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律等に基づき家畜排せつ物の適正処理に向けた指導
に努めるものとする。

施策名 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく総合的指導

担当部局

・家畜排せつ物処理施設の整備（各種補助事業によりＨ１１～２０年度で２１６施設を整備）

岡山県農林水産部畜産課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

施
策
の
概
要

・たい肥の利活用推進のための施設及び機械の整備（Ｈ１５～２０年度で６８件を整備）

１）家畜排せつ物の不適切な管理に起因した水質汚染や悪臭等による畜産環境問題の深刻化、硝酸性窒素やクリプトスポリジウム等によ
る人の健康影響に関する懸念の深刻化を背景として、平成11年に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（以下「家
畜排せつ物法」）」が制定され、家畜排せつ物を管理する際における一定の基準（管理基準）の遵守が義務付けられることとなった。

年度

２）管理基準対象農家の全戸を対象に管理状況の調査及び指導を実施中

項目３

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

年度

家畜排せつ物法への対応状況



単位

単位

単位

項目２

項目３

進捗状況を示すデータ
項目１

施
策
の
概
要

１）家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（以下「家畜排せつ物法」という。）は、畜産農家における
　家畜排せつ物の適正な管理及び堆肥・液肥としての利用の促進等を目的として、平成11年に施行され、家畜排せつ物を管理
　する際の一定の基準（管理基準）が定められた。

２）家畜排せつ物法の施行に伴い、広島県では平成12年11月に「広島県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画（以下「県
計画」という。）」及び平成14年5月に「広島県資源循環型畜産確立基本方針」を制定した。また，これらに基づく地域資源循環型畜産推進指
導協議会による家畜排せつ物法の管理基準遵守や堆肥・液肥の利活用推進のための農家指導を行っている。その組織体制は別図のとお
り。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　同上

施策名 養殖業、農業、畜産関連の水質汚濁防止対策

担当部局 広島県農林水産局農水産振興部

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　(1)　水質総量規制制度等の実施　ウ　養殖漁業、農業、畜産関係の対策

該当箇所本文

　養殖漁場については、持続的養殖生産確保法、「広島県魚類養殖指針」等に基づき、給餌量の低減、汚濁負荷の
少ない飼餌料の使用の促進及び放養密度の調整等について十分留意し、養殖漁場の環境管理の適正化を推進す
るとともに、漁場内の水質及び底質の改善を図るため、地域の実情に応じて適切な措置を講じる。
　さらに、畜産排水については、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律、「広島県における家
畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」等に基づき、家畜排せつ物の適正処理及び利用技術の普及等によ
り、家畜排せつ物に由来する汚濁負荷量の削減を図る。
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県地方機関、市町、関係団体
○地域資源循環型畜産確立基本方針の作成　○家畜排せつ物管理の実態調査及び悪臭物
質等の分析調査　○基本方針の徹底を図るとともに、家畜排せつ物の適正な処理技術の浸透
及び耕種部門との連携による堆肥流通促進、需給情報のネットワーク化を図るための巡回指
導の実施

畜　産　農　家　・　耕　種　農　家

広島県資源循環型畜産推進指導体制

広島県資源循環型畜産推進指導協議会

県（本庁、地方機関）、関係団体
○基本方針の検討　○家畜排せつ物処理施設の整備目標及び整備計画の検討、策定
○家畜排せつ物の管理方法、堆肥の利用の促進等に係るマニュアルの作成

地域資源循環型畜産推進指導協議会（３ヶ所）



単位
Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

17 276 867 1148 1344 1,841 2,150 2,192

単位

単位

項目２

項目３

農業排水に関する取組

担当部局 山口県農林水産部農業振興課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づくエコファーマーの認定
農業者が、都道府県の作成した導入指針に基づき、
①　土づくり技術（たい肥等の有機質資材の施用）
②　化学肥料の使用低減技術（局所施肥、有機質肥料の施用等）
③　化学合成農薬の使用低減技術（機械除草、生物農薬の理由、マルチ栽培等）
の３技術すべてに取り組むことを内容とする持続性の高い農業生産方式の導入計画を作成し、都道府県知事が導入計画を認定する。（認
定を受けた農業者：エコファーマー）

・適正な施肥等による化学肥料の使用低減の取組
　　循環型農業を推進することにより、化学肥料低減に取り組んでいるが、実際のほ場での使用量の算出困難。

進捗状況を示すデータ
項目１ エコファーマーの認定者数（実数）

施
策
の
概
要

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律について
（平成１１年法律第１１０号、平成１１年１０月２５日施行）
１　趣旨
・農地の生産力の維持増進に不可欠な土づくりは年々減退している。
・一方、化学肥料や化学農薬の過剰な使用の是正、有機農産物等に対する消費者のニーズは、急速に高まっている。
・こうした緊急の課題に応えるため、全国的に、たい肥等による土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う「持続性の高い
農業生産方式」の導入を促進する措置を講じ、環境と調和のとれた農業生産の確保を図る。
２　概要
（１）持続性の高い農業生産方式の導入指針
　・山口県循環型農業推進基本方針を策定（平成１３年３月）
　・導入すべき持続性の高い農業生産方式を地域の特性に即して明確化
（２）持続性の高い農業生産方式の導入計画
　・農業者が都道府県の作成した導入指針に基づき、
①土づくり技術（たい肥等の有機質肥料の施用）
②化学肥料の使用低減技術（局所施肥、有機質肥料の施用等）
③化学合成農薬の使用低減（機械除草、生物農薬の利用、マルチ栽培等）
の３技術すべてに取り組むことを内容とする持続性の高い農業生産方式の導入計画を作成
　・県知事が導入計画を認定（認定を受けた農業者：エコファーマー）
（３）持続性の高い農業生産方式を導入する農業者に対する支援措置
　・導入計画の認定を受けた農業者に対する農業改良資金の貸付けに関する特例
　　（償還期間の延長（１０年（うち据置期間３年）→１２年（同３年））

Ｎｏ

該当箇所 第3ｰ1-(1)-(ｳ)

該当箇所本文
農耕地については、「山口県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針（平成１３年３月策定）」に基づき、化
学肥料の使用量を低減することにより、農業排水中の窒素及びりんの負荷量の軽減に努める。
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施策名



単位
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
3 6 8 10 5 11 20 2 2 5 15

単位
上記グラフを参照

単位
H15 H16 H17 H18 H19 H20
14 9 19 21 20 20
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施策名 家畜排せつ物の適正管理と利用の促進を図るための山口県計画に関する取組

担当部局 山口県農林水産部畜産振興課

Ｎｏ

該当箇所

進捗状況を示すデータ

家畜排せつ物については、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」を受けて平成21年5月に策定された「家畜排せ
つ物の適正管理と利用の促進を図るための山口県計画」に従い、適正な処理を推進し、生産されたたい肥については有機性資源として農
産物や飼料作物の生産に有効利用されてきたところである。
　
家畜排せつ物を「たい肥化」することにより土づくりの重要な資材として有効活用するとともに、畜産経営に起因する環境汚染の防止を図る
ため、農林事務所畜産部、市町、農業協同組合等が主体となって１）畜産農家の家畜排せつ物処理の実態調査及び巡回指導、２）苦情発
生農家の現地指導を実施。あわせて、３）たい肥共励会を開催し家畜排せつ物処理技術向上の普及啓蒙を行う。
また、家畜排せつ物処理施設整備、家畜排せつ物の有効利用及び地域の有機質資源（稲わら、モミガラ等の農作物残渣）の畜産利用（飼
料、敷料等）を推進し、資源循環型畜産の確立を図る。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

項目１

第3ｰ1-(1)-(ｳ)

家畜排せつ物については、「家畜排せつ物の適正管理と利用の促進を図るための山口県計画（平成12年10月月策
定）」に基づき、畜産業を営むものはもとより、県、市町村、農業団体、農業者など関係者が一体となり、家畜排せつ
物の適正管理のための施設を計画的かつ効率的に整備し、利用促進を図るなど適正処理に努める。

補助事業活用による家畜排せつ物処理施設の整備状況

該当箇所本文

施
策
の
概
要

項目２ 年度別苦情発生件数の推移

項目３ たい肥共励会の出品数の推移

0

50

100

150

200

S5051525354555657585960616263H元2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920

年度

苦
情
発
生
件
数

年度 S50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H元 2 3
苦情発生件数 138 159 123 95 96 73 68 51 41 40 38 32 33 31 30 32 27

年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
苦情発生件数 37 32 22 25 17 28 25 19 33 20 20 21 28 24 13 19 8



単位

単位

単位

（１）化学肥料や農薬の使用は、生産性向上や高品質生産に効果的であるが、過度の使用は、水質汚濁等、生産環境や周辺の自然環境の
負荷を増大させる懸念がある。

（２）本事業は、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、地域の主要な品目について、土づくりと化学合成資材
の使用低減を一体的に図るため、新たな農業技術の導入等を促進し、「資源循環農業と持続性の高い農業」の拡大を図ることを目的とす
る。

　　持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律等の推進を通じて、化学肥料の使用量の低減を図るこ
と等により、農地に由来する汚濁負荷量の削減を図るものとする。

項目１

該当箇所本文

環境保全型農業推進事業

担当部局

進捗状況を示すデータ

徳島県農林水産部とくしまブランド戦略課

施策名

項目３

30Ｎｏ

該当箇所 １水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　(ｳ)その他負荷対策

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）有機資源循環による土づくり
　　・美馬郡有機の里協議会
 　 ・ミマ有機を活用した野菜産地づくりと特別栽培農産物の産地化

（２）持続性の高い農業生産方式の導入（化学肥料及び化学合成農薬の使用低減）
　　・市場町農協促成なす部会
　　・局所施肥の実施、天敵昆虫の利用による化学合成農薬の使用減
　以上は、有機資源循環・持続性の高い農業拡大事業（Ｈ１７）における実績
 
（１）有機資源循環による土づくり
　　　・ＪＡ美馬ピーマン生産部会
　　　・地域の有機質資源（鶏ふんたい肥）を活用した土づくり

（２）持続性の高い農業生産方式の導入（化学肥料及び化学合成農薬の使用低減）
　　  ・肥効調節型肥料及び生物農薬利用による化学肥料、農薬の使用低減
　
（３）有機資源循環による土づくり
　　　・脇町ぶどう生産組合
　　　・地域の有機質資源（鶏ふんたい肥）を活用した土づくり

（４）持続性の高い農業生産方式の導入（化学肥料及び化学合成農薬の使用低減）
　　  ・肥効調節型肥料及び生物農薬利用による化学肥料、農薬の使用低減
　以上は、みんなで地域農業を環ガエル事業（Ｈ１８～１９）における実績
　
（１）有機資源循環による土づくり
　　　・ＪＡ美馬ピーマン生産部会
　　　・Ｈ２０にエコファーマーが４５名増加し１６０名となり，地域の有機質資源（鶏ふんたい肥）を活用した土づくりが大きく拡大
（２）持続性の高い農業生産方式の導入（化学肥料及び化学合成農薬の使用低減）
　　  ・肥効調節型肥料及び生物農薬利用による化学肥料、農薬の使用低減
　以上は、環境に配慮した農業推進事業（Ｈ２０）における実績

年度

項目２

年度



単位

単位

単位

施
策
の
概
要

　環境と調和した海面養殖業を推進し、経営の安定と消費者への安全な養殖生産物の提供を推進するため、養殖振興対策事業により、魚
類適正養殖のための調査検討や経営の安定化に向けた指導のほか、魚病対策講習会の開催や水産用医薬品の適正使用についての指
導、魚病発生時の防疫対策などを実施する。

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ウ

該当箇所本文
　また、持続的養殖生産確保法に基づき魚介類の養殖漁場の底質の悪化を通じて富栄養化が生じないよう漁場管
理の適正化に努める。また、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律等の活用を通じて化学肥料
の施用量の低減や適正な施肥等を推進することにより、農業排水中の窒素及び燐の負荷量の軽減に努めるととも
に、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づき家畜排せつ物の適正処理に努める。

31

施策名 水産施策の概要

担当部局 香川県　農政水産部　水産課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

①　魚類適正養殖推進事業
　　魚類養殖業の健全な発展を図るため、養殖状況、経営等についての実態把握並びに生産技術について指導を行うとともに、魚類養殖指
導指針に基づき平成21年度の魚類養殖に係る対応策等について協議した。
　　また、魚類養殖指導指針の適正な運用遵守について、関係漁協及び養殖業者を指導した。

②　養殖水産物ブランド化推進・強化事業
　　養殖水産物ブランド化を推進するため、香川県漁業協同組合連合会が行う漁場環境調査、小口出荷施設の整備等について、支援した。

③　養殖衛生管理体制整備事業
　　魚病発生の防止を図るため、巡回指導を実施するとともに、魚病発生時は魚病診断を行い、医薬品の適正使用の指導を行った。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位 人
H15 H16 H17 H18 H19 H20

4 5 5 12 90 117

単位

単位

年度

項目２

項目３

担当部局 香川県　農政水産部　農業経営課

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 持続性の高い農業生産方式導入認定者の総数

施
策
の
概
要

・有機物の施用や肥効が緩やかに発現する緩効性肥料の使用などにより化学肥料の施用量を低減する技術や、栽培方法の工夫、天敵、
防護資材などの利用により化学合成農薬の使用を低減する持続性の高い農業生産技術を確立・普及します。

・持続性の高い農業を実践しようとする農業者を「エコファーマー」として認定するとともに、技術、経営の両面から支援します。

・農業生産における環境への負荷を大幅に低減する有機農業の取組を推進します。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ウ

該当箇所本文
　また、持続的養殖生産確保法に基づき魚介類の養殖漁場の底質の悪化を通じて富栄養化が生じないよう漁場管
理の適正化に努める。また、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律等の活用を通じて化学肥料
の施用量の低減や適正な施肥等を推進することにより、農業排水中の窒素及び燐の負荷量の軽減に努めるととも
に、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づき家畜排せつ物の適正処理に努める。
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施策名 持続性の高い農業生産方式の推進



単位 件
H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

5 5 11 18 11 5 6 12 6 0 0 0 0

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ウ

該当箇所本文
　また、持続的養殖生産確保法に基づき魚介類の養殖漁場の底質の悪化を通じて富栄養化が生じないよう漁場管
理の適正化に努める。また、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律等の活用を通じて化学肥料
の施用量の低減や適正な施肥等を推進することにより、農業排水中の窒素及び燐の負荷量の軽減に努めるととも
に、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づき家畜排せつ物の適正処理に努める。
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施
策
の
概
要

１）健全な畜産業の発展に資する目的で『家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律』（Ｈ１１制定）が１６年１１月より完全
施行され、これまでに実施してきた畜産環境問題の解決に向けた施策とともに関連施策の拡充を図ることとした。

２）家畜排せつ物の適正な管理について、国補、単県事業やリース制度を利用して畜産農家に施設・機械整備経費の一部助成を行うなど地
域環境に配慮した処理施設等の整備を推進するとともに、堆肥シート等による簡易対応を含めて「家畜排せつ物法」の管理基準を遵守する
よう指導、助言を行う。

３）併せて、家畜排せつ物堆肥の利活用についても推進しており、良質堆肥生産の支援と耕種農家への「土づくり」の啓発などにより、資源
循環型畜産の確立を図る。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・　家畜排せつ物法施行状況
現在のところ、法規制の対象農家は全畜産農家のうち8割程度となるが、いずれも「家畜排せつ物法」の管理基準を遵守しており、野積み、
素堀りといった不適正な管理は解消されている。

・　畜産環境保全の状況
市町、ＪＡ等、地域の畜産関係機関で構成する「地域畜産経営環境保全推進指導協議会」を中心として継続指導するとともに、必要に応じ
て、法に基づく立入検査、指導・助言等により適正な管理の維持を図っている。

・　家畜堆肥の利活用状況
地域毎にＪＡの各生産部会、市町、普及センターなどを構成員とする「地域耕畜連携推進協議会」の活動を通じて、堆肥の需給調整システ
ムの構築による堆肥の流通促進を図っている。

施策名 家畜排せつ物処理施設の整備推進

担当部局 香川県　農政水産部　畜産課

進捗状況を示すデータ

年度

項目２

項目１ 家畜排せつ物処理施設の整備箇所数（県単・国補・リース助成）

項目３



補助事業による家畜排せつ物処理施設・機械の整備箇所数（県単、国補、リース制度）

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 合計

堆　　肥　　舎 5 11 18 11 5 6 12 6 0 0 0 0 74

シ ョ ベ ル 4 9 21 18 10 11 15 1 0 0 0 0 89

運　　搬　　車 1 6 12 2 4 4 4 0 0 0 0 0 33

散　　布　　車 1 4 6 4 4 10 6 0 0 0 0 0 35

計 11 30 57 35 23 31 37 7 0 0 0 0 231



単位 千円
H20 H21

5547 8703

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １水質汚濁の防止（１）水質総量規制制度等の実施　ウ

該当箇所本文

　漁業に由来する汚濁負荷量を削減するため、持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）、愛媛県魚類養殖
管理要領（昭和53年２月４日制定）等に基づき、魚介類の養殖漁場の底質の悪化を通じて富栄養化が生じないよう
漁場管理の適正化に努める。
　また、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11年法律第110号）、愛媛県環境保全型農
業推進基本方針（平成６年３月28日制定）等に基づき、肥料の施用量の低減を図ること等により、環境保全型農業
を推進する。
　さらに、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成11年法律第112号）、家畜排せつ物の
利用の促進を図るための愛媛県計画（平成12年10月27日制定）等に基づき、畜産農家と耕種農家との連携による
家畜排せつ物の農地還元を行うとともに、巡回指導等により適正な家畜排せつ物の処理施設の設置及び管理技術
の指導に努める。
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施策名 有機農業推進事業

担当部局 愛媛県農林水産部産業振興局農産園芸課

施
策
の
概
要

　有機農業は、農業の自然循環機能を増進し、農業生産に由来する環境への負荷を大幅に低減するとともに、安全かつ良質な農産物に対
する消費者の需要に対応した農産物の供給に資するものである。
　18年12月に有機農業の推進に関する法律が施行され、県推進計画に基づき、有機農産物の技術開発、生産・流通の拡大、農産物の信頼
確保、有機農業に対する理解の増進に取り組むことで、有機農業の確立とその発展を目指す。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　
１　推進体制の確立
　　・推進会議の開催
　　・市町段階の地域協議会の設立及び有機農業地域振興計画の策定推進
　　・指導者研修会の開催
　　・有機農業者のグループ化の推進

２　啓発活動
　　・意見交換会の開催（有機農業関係者と流通・販売・加工業者との交流会）
　　・啓発資料の作成
　　・ホームページによる情報提供（有機農業や有機農産物に関する情報提供、現地研修受入情報の提供）

３　技術普及活動
　　・有機栽培実証展示ほの設置(有機農業技術の実証展示、有機農業講座の開催）
　　・有機農業技術実態調査

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額

年度

項目２

項目３



単位 千円
H19 H20 H21

14595 9230 10242

単位

単位

年度

項目２

項目３

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額

施
策
の
概
要

有機性資源の循環利用による土づくりや化学肥料・農薬の節減技術等、導入すべき生産方式の確立と普及推進活動に一体的に取り組むと
ともに、硝酸性窒素の環境基準超過地区の改善等、地域課題への的確かつ重点的な対策を実施し、環境保全型農業の面的拡大を図る。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１　環境保全型農業推進事業
　　　・環境保全型農業推進会議、エコファーマー審査会の開催
　　　・普及啓発活動（推進大会、啓発資料作成）、転換支援活動（検討会、実証ほ設置等）
　
２　環境に優しい土壌環境対策推進事業
　　　・土壌管理技術確立事業（基礎調査、堆肥・肥料等の利用技術確立試験）
　　　・肥料取締・需給対策（肥料の登録審査、立入検査、流通量調査）
　　　・硝酸性窒素環境基準超過地点対策（実証ほ設置）

３　環境に優しい病害虫防除推進事業
　　　・施策野菜の総合防除技術の確立

施策名 環境に優しい農業生産活動推進事業

担当部局 愛媛県農林水産部産業振興局農産園芸課

Ｎｏ

該当箇所 １水質汚濁の防止（１）水質総量規制制度等の実施　ウ

該当箇所本文

　漁業に由来する汚濁負荷量を削減するため、持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）、愛媛県魚類養殖
管理要領（昭和53年２月４日制定）等に基づき、魚介類の養殖漁場の底質の悪化を通じて富栄養化が生じないよう
漁場管理の適正化に努める。
　また、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11年法律第110号）、愛媛県環境保全型農
業推進基本方針（平成６年３月28日制定）等に基づき、肥料の施用量の低減を図ること等により、環境保全型農業
を推進する。
　さらに、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成11年法律第112号）、家畜排せつ物の
利用の促進を図るための愛媛県計画（平成12年10月27日制定）等に基づき、畜産農家と耕種農家との連携による
家畜排せつ物の農地還元を行うとともに、巡回指導等により適正な家畜排せつ物の処理施設の設置及び管理技術
の指導に努める。
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単位 支店
13 14 15 16 17 18 19 20
5 3 0 2 0 0 0 12

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ウ

該当箇所本文
「持続的養殖生産確保法」及び「大分県養殖指針」に基づき、養殖漁場については、投餌量等の適正化により、残
餌、糞等の低減を図り、富栄養化が生じないように努める。
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施
策
の
概
要

１）　「持続的養殖生産確保法」が、平成１２年４月１日に施行され、大分県は平成１２年１２月に「大分県養殖指針」を定めた。
２）　「持続的養殖生産確保法」及び「大分県養殖指針」に基づき、大分県漁業協同組合で、魚類養殖漁場がある全ての支店は、各支店ごと
に漁場改善計画を策定し、県の認定を受けており、その漁場改善計画に基づいて、残餌、糞等の低減を図り、富栄養化が生じないように努
めている。
３）　養殖業者は、養殖場の中で、海藻養殖を行い、窒素、りんの低減に努めて、富栄養化防止を図っている。

施策名 漁場改善計画の取り組み

担当部局 大分県農林水産部水産振興課

項目１ 漁場改善計画認定数

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）平成１３年度に臼杵支店と上浦支店が　「持続的養殖生産確保法」に基づく「漁場改善計画」を策定し、県の認定を受けた。
２）平成１４年度に津久見支店と鶴見支店が　「持続的養殖生産確保法」に基づく「漁場改善計画」を策定し、県の認定を受けた。
３）平成１６年度に佐伯支店が　「持続的養殖生産確保法」に基づく「漁場改善計画」を策定し、県の認定を受けた。
４）平成２０年度に漁業権一斉更新に伴い大分県漁協が　「持続的養殖生産確保法」に基づく「漁場改善計画」を12件策定し、県の認定を受
けた。

進捗状況を示すデータ

年度

項目２

項目３



富栄養化防止のための魚類養殖場付近でのワカメ養殖



単位 t
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10,171 9,092 8,407 7,694 8,235 7,919 7,650 7,062 6,918 5,407 4,892

単位 人
13 14 15 16 17 18 19 20
12 317 963 1,509 1,742 1,931 2,165 2,321

単位

項目１

37

施策名

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　ウ

該当箇所本文

「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」及び「大分県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指
針」の活用

担当部局

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」、「大分県持続性の高い農業生産方式の導入に関する
指針」の活用を通じて、化学肥料の使用の低減を図ることにより、農業排水中の窒素及びりんの負荷量の軽減に努
めるとともに・・・・

施
策
の
概
要

　「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」は平成１１年に制定されたもので、環境と調和のとれた農業生産の確保を図
り、もって農業の健全な発展に寄与することを目的としている。本県では、同年に「大分県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指
針」を策定し、指針に基づいて有機質を活用した土づくりや化学肥料及び化学農薬の削減に取り組む農業者（エコファーマー）の育成及び本
県独自の制度である「ｅ－ｎａおおいた農産物認証制度」の普及定着に取り組み、環境保全型農業の推進を図っている。
（参考）「ｅ－ｎａおおいた農産物認証制度」は大分県内で生産された農産物で、化学肥料と化学農薬をともに３割以上、または５割以上削減
して栽培されたものを、県が認証し所定のロゴマークの使用を認めるもの。制度の特徴として、養液栽培によってできた農産物を対象に化
学農薬の削減（３割以上または５割以上）と養液、排液の適正な管理を要件に認証する。

大分県農林水産部おおいたブランド推進課

化学肥料の使用量の推移

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　 本県では、平成２７年度における化学肥料の使用量の目標を６，４００ｔに定め、この目標の達成に向けて ①エコファーマーの育成・確保
②試験研究機関による化学肥料を削減するための技術確立　③確立された技術を普及させるための実証圃の設置  ④環境保全型農業を
啓発するためのコンクールや研修会の開催  などに取り組んでいる。

年度（平成）

項目２ エコファーマー認定者数の推移

項目３

年度（平成）

進捗状況を示すデータ



単位 戸
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

23 59 46 43 75 79 6 3 2 2

単位
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

14 14 3 46 33 16 0 0 0 0

単位

施
策
の
概
要

畜産経営による環境汚染の防止を図り、健全かつ安定的な畜産経営の発展に資するため、畜産経営に関する実態調査と巡回指導を行うこ
とにより、環境汚染の防止技術の普及を図る。

Ｎｏ

該当箇所 １ 水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度の実施　ウ 家畜排せつ物の適正管理

該当箇所本文
農業排水中の窒素及びりんの負荷量の軽減に努めるとともに、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に
関する法律」（平成１１年法律第１１２号）及び「家畜排せつ物の利用の促進を図るための県計画」に基づき、ふん尿
の堆肥化、有効利用等家畜排せつ物の適正処理に努める。
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施策名 環境保全型畜産確立対策推進事業

担当部局 農林水産部家畜衛生飼料室

項目１ 家畜排せつ物処理施設整備事業

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

家畜排せつ物法対象の畜産農家は、約８００戸あり、全ての農家において家畜排せつ物は適正に処理されている。

進捗状況を示すデータ

項目２ 自己資金による対応

項目３



単位

単位

単位

該当箇所本文
　水質汚濁の進んだ河川・水路等の水質を改善するため、河川浄化施設の整備等を推進するとともに、河川や港
湾区域において汚泥のしゅんせつ事業を推進する。

施策名 淀川水系寝屋川流域 水環境改善緊急行動計画、大和川流域 水環境改善緊急行動計画

Ｎｏ

該当箇所 1　水質汚濁の防止　　（１）水質総量規制制度の実施　　エ
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瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

寝屋川流域
平成14年　花園多目的遊水地 接触酸化　処理水量0.03㎥/s、 除去率75％
平成14年　花園多目的遊水地 植生浄化　処理水量0.03㎥/s、 除去率30％
平成17年　恩智川治水緑地　 植生浄化　処理水量0.1㎥/s、  除去率20％
平成20年　平野川（0.12km）　多自然型浄化　　　　　　　　除去率20％
平成21年　平野川（0.13km）　多自然型浄化　　　　　　　　除去率20％

大和川流域
平成17年　東除川(2.7km)　  薄層流　　処理水量1.3㎥/s、　除去率20％　※
平成18年  東除川(0.3km) 　 薄層流　　処理水量0.017㎥/s、除去率20％　※
平成19年　東除川(0.2km)　　薄層流　　処理水量0.017㎥/s、除去率20％　※
平成20年　東除川(0.1km)　　薄層流　　処理水量0.017㎥/s、除去率20％　※
平成20年　落堀川(0.1km)　　薄層流　　処理水量0.017㎥/s、除去率20％　※

　　※薄層流浄化施設の除去率は、過去実績より想定される計画除去率。

進捗状況を示すデータ
項目１

担当部局 大阪府 都市整備部 河川室 河川環境課

施
策
の
概
要

１、淀川水系寝屋川流域 水環境改善緊急行動計画
　寝屋川流域は昭和３０年代からの都市化により、水質の悪化や堆積した汚泥からの悪臭などが問題となっており、河川での浄化事業や下
水道の普及により、水質は改善傾向にあるものの、恩智川や平野川等では環境基準値Ｄ類型（ＢＯＤ８mg/L）が達成されていない箇所があ
る状況である。
　このため、主に恩智川や支川での浄化対策に引き続き、国の「都市再生プロジェクト第３次決定」により「水循環系再生構想の策定」が決
定し、「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」によりモデル流域に選定され、平成15年6月には「寝屋川流域水循環系再生構
想」が策定された。
　この構想の実現に向け、平成16年5月に第二期水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンスⅡ計画）を策定し、流域全体で水質改善、流
量確保、水辺環境の整備を図る。

２、大和川流域 水環境改善緊急行動計画
　大和川水系は、流域における都市化の進展や急速な開発に伴い、その影響が水質の悪化となって現れている。このため、大和川流域が
一体となり平成6年に「大和川水系水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス２１）」に基づいて、河川浄化事業、下水道事業、ならびに関
連する施策を実施してきており、さらにその後、平成14年には「大和川水系水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンスⅡ）」を策定し、平
成22年に水質の環境基準達成を目標に事業を実施している。
　平成18年9月には、「生命・財産を守る安全で安心な大和川」「次世代に伝える美しい大和川」「地域を育む豊かな大和川」を目指す、“大和
川の再生を加速するプロジェクト”であるCプロジェクト計画が採択され、ルネⅡ計画のさらなる対策を実施している。なお、Cプロジェクト計画
のCとは、水質の悪い大和川というイメージを変えていく（Change)とともに、流域全体が連携（Collaborate)し、力を集中（Concentrate)するな
どのCを意味している。

年度

項目２

年度

年度

項目３
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単位 件
H17 H18 H19 H20 H21

3 5 5 1 なし

単位

単位

年度

項目２

項目３

担当部局 兵庫県農政環境部環境管理局水質課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）自然を活用した水質改善方策
　　① 人工藻場等からの海藻等の回収とバイオマス有効利用方法の調査（平成17年度～平成19年度）
（２）海域及び底泥の直接浄化
　　① 微生物製剤（ＥＭ菌）を用いた水質・底質の直接改善機能調査、浄化槽機能への影響調査、二枚貝（ベントス）の水質改善機能調査
　　　　（平成17年度～平成18年度）
　　② 環境技術実証モデル事業による、海底耕耘機による水質・底質の直接改善機能調査（平成19年度）
　　③ 環境技術実証事業による、人工中層海底による、生物生息環境改善機能調査（平成20年度）
（３）瀬戸内海再生事業技術検討委員会（17年度～19年度）
　　① 自然を活用した水質改善方策、海域及び底泥の直接浄化技術について評価
（４）環境技術実証事業技術検討委員会（20年度）
　　①　環境技術実証事業による、生物生息環境改善技術について評価

進捗状況を示すデータ
項目１ 実証実験調査数（累計）

施
策
の
概
要

　瀬戸内海の生態系を回復し、生物多様性に富む海として再生するため、特典型的な富栄養海域である阪神臨海部において、海藻等の回
収・バイオマス利用による「自然を活用した水質改善方策」や海底耕耘機や微生物等の活用による「海域及び底泥の直接浄化」、人工中層
海底による「生物生息環境改善」について、有効性等の調査を実施している。

（１）自然を活用した水質改善方策
　　 ヘドロが蓄積した海底を良質のものに再生し、水質改善を図ることを目的として、「人工藻場・干潟で回収された海藻等の有効利用方法
の開発」のため、回収された
   アオサ、ワカメ等を用いたメタン発酵技術を検討し、バイオマスエネルギーの有効利用について調査した。
（２）海域及び底泥の直接浄化
　   海域（底泥）を直接人工的に浄化するため、海底耕耘機による底泥の耕耘、微生物製剤についての有効性を調査した。
（３）瀬戸内海再生事業技術検討委員会
　   瀬戸内海再生事業技術検討委員会を設置し、「自然を活用した水質改善方策」及び「海域及び底泥の直接浄化技術」について評価を行
う。
（４）生物生息環境の改善
　　 夏場に底層が貧酸素する海域において、生物生息環境の改善を図るため、人工中層海底による生物生息環境改善機能を調査した。
（平成20年度）
（５）環境技術実証事業技術検討委員会
　　①　環境技術実証事業による、生物生息環境改善技術について評価

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　エ

該当箇所本文

河川等の直接浄化等を推進するとともに、自然環境が有する水質浄化機能の積極的な活用を図る。また、底質の
改善を推進する。

40【終了】

施策名 瀬戸内海再生事業



単位

単位

単位

施
策
の
概
要

　大和川流域の水質改善のため、国土交通省、奈良県、大阪府、流域の関係市町村が連携して「大和川清流ルネッサンスⅡ」計画を策定
し、取り組んでいる。同計画に基づく浄化施設等に関する具体的な施策は以下のとおり。

大和川流域
◆薄層流浄化施設の整備
◆直接浄化施設の整備

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　(1) 水質総量規制制度の実施　エ

該当箇所本文

　河川の直接浄化等を推進するとともに、自然環境が有する水質浄化機能の積極的な活用を図る。また、底質の
改善を推進する。
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施策名 河川浄化施設の整備

担当部局 奈良県土木部河川課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

河川浄化施設等の設置状況（「大和川清流ルネッサンスⅡ」計画で策定された施設。いずれも大和川流域）
◆三輪川：接触酸化、平成１３年度完成
◆中の橋：接触酸化、平成１３年度完成
◆土庫川上流：接触酸化、平成１３年度完成
◆岡崎川上流：接触酸化、平成１３年度完成
◆土庫川下流：植生浄化＋接触酸化、平成２０年度完成
◆岡崎川下流：植生浄化、平成１５年度完成
◆菩提川：導水、平成７年度完成
◆竜田川：瀬と淵浄化方式、未着手
◆高田川：瀬と淵浄化方式、未着手

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位

単位

単位

42

施策名 河川の直接浄化の取組み

担当部局 広島県土木局

Ｎｏ

該当箇所
１．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　オ．底質汚濁の除去等
７．健全な水循環機能の維持・回復　（２）陸域　ウ．河川の水環境対策

該当箇所本文

１（１）オ
　有機物を含む底泥の堆積は、溶存酸素量低下の一因となるなど、水質改善の支障となっているため、河川及び海
域等において、必要に応じ、底泥の除去のためのしゅんせつ、覆砂事業等を行うほか、廃棄物リサイクル品を用いた
底質の改善手法を検討する。

７（２）ウ
　河川等の水環境を改善するため、必要に応じ、自然環境が有する水質浄化機能の活用を図る。なお、芦田川流域
については、「第二期芦田川水環境改善緊急行動計画」に基づき、高屋川の河川浄化施設、瀬戸川の植生浄化施設
等により、引き続き、芦田川流域の水環境の改善を推進する。

進捗状況を示すデータ
項目１

施
策
の
概
要

　水質の改善を行うことで、良好な水環境の確保（人と水生生物が共生できる望ましい河川環境の創出）を図る。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　第二期芦田川水環境改善緊急行動計画の取組みの一環として、高屋川の河川浄化施設、植生浄化施設のモニタリング調査及び維持管理
を実施し水環境改善に努めている。
　瀬戸川の浄化施設は接触酸化方式の水質浄化施設であり、ＢＯＤの削減を目的に設置されたものである。
　目標値は除去率30％以上、ＢＯＤ値３mg/l以下である。

モニタリング調査結果

項目２

項目３



【浄化施設前景】 【メンテナンス状況】



単位 人
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
― 40 40 120 120 120 120 120 120 120

単位

単位

年度

項目２

項目３

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○環境創造センターの運営
　環境創造のため、微生物等自然の浄化能力を活用した自然環境再生研究などの先進的技術開発や施策展開を総合的かつ計画的に企
画、立案並びに実施する。

○「えひめ環境大学」の開催
　環境関連の指導者（事業者等）、環境保全活動者などの環境意識のある者を対象に、より高度な環境意識の習得を図るため、所長、客員
研究員及び外部講師による「えひめ環境大学」を定期的に開催する。
　対象者：120名程度（環境教育関係者、事業者及び一般県民）
　内　容：年度テーマについて、年間５講座（１講座３時間）を実施する。
　講　師：立川所長ほか４名程度

進捗状況を示すデータ
項目１ 受講者数

施
策
の
概
要

　平成１２年に設立した「愛媛県環境創造センター」において、環境創造のため、微生物等自然の浄化能力を活用した自然環境再生研究な
どの先進的技術開発や施策展開を総合的かつ計画的に企画、立案並びに実施するため、研究機能等の運営強化を図る。
　
○環境創造センター
　　構成員：所長（立川涼）、客員研究員（県内外の大学及び民間研究者11名）、研究員（県職員兼務22名）
　　事業内容：研究会の開催、各種学会への出席等

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　エ

該当箇所本文
エ　河川等の直接浄化等を推進するとともに、微生物を用いた水質浄化システムの開発等自然環境が有する水質
浄化機能の積極的な活用を図るものとする。また、底質の改善を推進する。
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施策名 環境創造センター事業



単位 千円
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

14138 13713 20390 764 1094 1090 1014

単位

単位

施
策
の
概
要

　平成12～１3年度にかけて実施した、民間企業による水質改善の公開試験の技術を活用して、実施場所として県：とべ動物園内の池の水
質改善を推進し、事業化等を図る。
 　○公開試験…全国25件の応募から、審査の上、下記の6技術を採択
　　　　　　　　　　　・(株)マリン技研：流動促進浄化法
　　　　　　　　　　　・(社）愛媛県浄化槽管理センター新居浜支部：礫間浸透水質浄化法
　　　　　　　　　　　・(株)ＥＭ研究機構大阪事務所：ＥＭ菌投入法
　　　　　　　　　　　・東レエンジニアリング（株）：植生及び炭化物接触浄化法
　　　　　　　　　　　・(株)シーブロック：光合成を伴う接触浄化法
　　　　　　　　　　　・ケセン地質研究所：カキ殻を使った水質浄化
　
　平成14年度から平成18年度に、上記の㈱マリン技研の浄化技術について、継続して試験を実施した。
（※アオコ抑制効果が実証できたため、現在は廃止）

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　エ

該当箇所本文
エ　河川等の直接浄化等を推進するとともに、微生物を用いた水質浄化システムの開発等自然環境が有する水質
浄化機能の積極的な活用を図るものとする。また、底質の改善を推進する。
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施策名 微生物活用水質浄化施設整備事業

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○実施内容（14年度）
　民間企業である㈱マリン技研が、県：とべ動物園池で実施した、池水の攪拌による微生物活性と超音波照射による浄化技術について、14
年度９月までの一年間を通じた実験において、例年、夏場に発生していたアオコ、臭気が押えられるとともに、ＣＯＤ等の低減等もみられたと
ころから、１４年度内に新型機種（表層水の取水が可能）を追加し、総計３基運転による水質改善を図る。
　
　試験名　：流動促進・攪拌及び超音波照射による浄化法
　浄化手法：対象水域の水を強制的に流動・攪拌させ、水中及び底層に生息している好気性微生物の活性化と
　　　　　　　　超音波照射によるアオコ破壊による水質浄化を行う。
　実験結果：クロロフィルについて除去効果が見られ、またアオコ及び臭気の発生が抑制される効果が確認された

　
○15年度～18年度
　当該水質浄化システムにより、池の水質浄化試験を継続して実施した。

項目１ 予算額（14年度は補正予算）

年度

項目２

項目３



単位 千円
H15 H16 H17

2683 937 937

単位

単位

年度

項目２

項目３

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○環境浄化微生物：調査管理費補助金
　・補助率：１/２
　・補助限度額：30万円
　・手法：下水道が未整備で、生活排水による汚濁が継続している地域を設定し、愛媛県工業技術センターが開発した環境浄化微生物培養
液を、設定地域内の各家庭の台所、トイレ、風呂から投入し、河川や水路の水質の改善や臭気の低減化を図る。
　・対象事業主体：市町村
　・対象経費：施設設置費、試作運搬費、分析費、その他必要な経費
　　（１）施設整備補助
　　　　県内２箇所　15年度　内子町・生名村
　　（２）維持管理費補助
　　　　県内３箇所　15年度～17年度　内子町・生名村・新居浜市

項目１ 予算額

施
策
の
概
要

　河川における生活排水による水質汚染の改善を図るため、水質浄化モデル地区を選定して、愛媛県工業技術センターで開発した環境浄
化微生物を地区住民の協力を得て、家庭の排水口に投入することにより、モデル地区の河川水路の水質改善と住民の環境意識の啓発を
図る。
　なお、住民運動として、継続的に環境浄化微生物の投入を続けていくためには、住民配布、溶液の培養、水質の調査分析など、住民活動
の重荷になっている部分も多いことから、これら調査管理費について、事業開始（H１５）から３年間に限り補助する。
　また、微生物を活用した水質浄化システムを普及させるため、設置補助を行う。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　エ

該当箇所本文
エ　河川等の直接浄化等を推進するとともに、微生物を用いた水質浄化システムの開発等自然環境が有する水質
浄化機能の積極的な活用を図るものとする。また、底質の改善を推進する。

45【終了】

施策名 微生物活用生活排水対策事業（～H17）



単位 千円
H12 H13 H14 Ｈ15

15675 18011 6084 3354

単位

単位

年度

項目２

項目３

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○ポケットエコパークシステム（概要）
　県内の居住地域には緑地帯等が多数点在しており、不完全ながらも小さな生態系が形成されていることから、この
生態系機能・スペースに着目し、そこに水質浄化機能を備えた「えひめ方式」の小規模・分散型の河川浄化システム。

（１）仕組みと設計
　①前過程：揚水し、調整槽（沈砂槽）による、おおまかなＳＳ成分の除去を行う。
　②中過程：生物膜接触槽により、ＢＯＤを低減する。
　③後過程：土壌と植物により、燐と窒素の除去を行う。使用される植物と人とのふれあいの役割を重視する。

（２）設置場所と様式
　当システムは小規模であり、街中を流れる小規模河川等に沿って多数設置し、面として浄化を行う。

（３）普及活動
　システムを設置する市町村に対し補助制度を設け、住民の意識高揚及び水質改善を実施した。なお土壌・植栽の
整備については、近隣住民の参加協力を得て行った。
　（朝倉村、吉海町、中山町、八幡浜市、伊方町の小学校に設置）

項目１ 予算額

施
策
の
概
要

　本県では、全県域下水道化基本構想に基づき、下水道や合併処理槽の整備促進に取組んでいるが、市街地を流れる河川等の水質汚濁
は依然として改善されていない状況にある。このため、河川等の水質を直接浄化することを目的として本県の河川を対象とした自然が持つ
浄化能力（微生物等）を活用した新たな水質浄化システム（えひめ方式）を愛媛大学と共同で開発し、普及設置を行った。
　○研究機関：愛媛大学・愛媛県環境創造センター・衛生環境研究所
　○研究期間：平成12～13年度
　○研究内容：街にありながら、人と水と自然と触れ合う場を提供するコンパクトな河川・水路浄化システムを
　　　　　　　　　基本コンセプトに、12年度には基本コンセプト設定と研究室レベルでの基礎実験を実施し、新た
　　　　　　　　　な水質浄化システム「ポケットエコパーク」システムを提案、13年度には実証試験機を製作し、
　　　　　　　　　浄化能力の実証試験を実施した。
　○普及活動：14～15年度には、市町村に対する設置補助を実施した。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　エ

該当箇所本文
エ　河川等の直接浄化等を推進するとともに、微生物を用いた水質浄化システムの開発等自然環境が有する水質
浄化機能の積極的な活用を図るものとする。また、底質の改善を推進する。

46【終了】

施策名 水質浄化システム開発共同研究（ポケットエコパーク）　（～Ｈ１５）



単位

単位

単位

項目２

項目３

担当部局 愛媛県中予地方局建設部

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

実証試験　概要

（１）試験の目的
　　　①水質の改善
　　　②公共工事等から発生する産業廃棄物の減量と伐採木竹等の処分費の低減
　　　③未利用木質バイオマス資源の有効活用 等
　
（２）試験期間
　　　　平成17年８月から開始し、経過観察を継続中

（３）試験方法
　　　　大型炭化炉で炭化処理した木竹（7.5t）を大型ネット袋（50袋）に封入し、明神川の流水部に敷設
　　　　（W2.00×L50.00×T0.30）するとともに、市販の浄化資材（バイオコード：アマモタイプ）を比較
　　　　対象区として設置する。

（４）経過観察とデータ収集
　　　　・指標生物標本
　　　　・設置資材や河床・流水の変化
　　　　・臭気等数値に表わしにくい事象の変化（近隣住民へのヒアリング調査）

進捗状況を示すデータ
項目１ （現在計測中）

施
策
の
概
要

　都市河川である明神川は住宅密集地域を流下し、また河口の防潮水門により流水が滞留するため、水質の汚濁が著しく、流入する堀江
海水浴場の水質悪化も懸念されており、県としても定期的に河床のヘドロ除去をするなどしているが、水質改善が困難な状況にある。
　よって、愛媛大学と共同で、これまで産業廃棄物として処分されてきた河川で伐採・流出した木竹等を木竹炭に加工し、同河川の流水部に
敷設することにより、水質浄化の実証試験を行う。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　エ

該当箇所本文
エ　河川等の直接浄化等を推進するとともに、微生物を用いた水質浄化システムの開発等自然環境が有する水質
浄化機能の積極的な活用を図るものとする。また、底質の改善を推進する。
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施策名 明神川における水質浄化実証試験



単位 千円
Ｈ17 Ｈ18

5826 3380

単位

単位

年度

項目２

項目３

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　平成17年度から開始された環境技術実証モデル事業（湖沼等水質浄化技術分野）の本県以外の実施府県（瀬戸内海関係地域）は以下の
とおりである。
　
　○平成17年度
　　　　大阪府、広島県、香川県
　○平成18年度
　　　　大阪府
　○平成19年度
　　　　大阪府

　

　

項目１ 委託額

施
策
の
概
要

　湖沼の水質保全に資するため、平成17、18年度において、鹿野川ダム湖において、17年度に選定した実証対象技術について、実証試験
を行った。主な試験内容は次のとおりである。
○実証対象技術：ジェットストリーマー（㈱石井工作研究所）
○実証機器の運転期間：平成17年８月12日～11月11日、平成18年６月19日～10月25日
○水質調査の期間：平成17年８月10日～12月14日、平成18年６月19日～11月15日
○実証試験の結果
①水温：水質目標の「表層と底層の温度差３度以内」をほぼ達成した。
②ＤＯ：水質目標の「環境基準５mg/L以上」をほぼ達成した。
③ｐＨ：水質目標の「環境基準6.5以上8.5未満」をほぼ達成した。
④プランクトン：運転により、流動性を好むプランクトンが増加した。
この結果、ｼﾞｪｯﾄｽﾄﾘｰﾏｰの運転により鹿野川ダム湖がアオコの増殖しにくい生息環境に改善されたことが確認できた。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　エ

該当箇所本文
 　河川等の直接浄化等を推進するとともに、微生物を用いた水質浄化システムの開発等自然環境が有する水質
浄化機能の積極的な活用を図るものとする。また、底質の改善を推進する。

48【終了】

施策名 環境技術実証モデル事業（Ｈ17～Ｈ１8）



単位 回数
H17 H18 H19
10 15 15

単位

単位
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　河川及び海域等の環境を改善するため、必要に応じ、汚泥の除去のためのしゅんせつ、覆砂事
業、河川直接浄化施設の整備等を推進するものとする。

施策名 市民参加による洞海湾の環境修復体験学習

担当部局 港湾空港局総務港営部総務経営課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

進捗状況を示すデータ

Ｎｏ

該当箇所

年度

年度

項目２

項目３

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

市民やNPOの参加による環境修復体験教室を実施している。
　　平成１７年度　１０回
　　平成１８年度　１５回
　　平成１９年度　１５回

１．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　エ

該当箇所本文

施
策
の
概
要

北九州市の環境改善のシンボルである洞海湾について、市民の関心を高め、市民が気軽に海辺に親しみ体験できる水辺
環境を実現するため、ムラサキイガイを使った環境修復体験学習を、小学校や市民団体、NPO法人等と実施する。

項目１ 環境修復体験教室開催数

年度



進捗状況を示すデータ
項目１ 単位
年度

項目２ 単位

項目３ 単位

Ｎｏ

該当箇所

該当箇所本文 河川等の直接浄化等を推進するとともに、自然環境が有する水質浄化機能の積極的な活用を図る。

１．水質汚濁の防止（１）水質総量規制制度等の実施　エ

50

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）　裏川河川再生事業の概要
　裏川沿岸は都市公園及び緑地に指定されており、市民の散策や花見の場所として広く市民に親しまれている。しかしながら現在の状況は
パラペット形式の５分護岸で構成されており、親水性に欠け、公園を分断する形になっている。また、水質面でも、維持流量が少なく、かつ感
潮区間であるため水が滞留し、汚濁が進行している。
　このため、都市内の貴重な水と緑の空間を再活性化し、周辺の県立芸術会館、能楽堂、県立大洲運動公園等々公共施設と直轄河川大分
川の堤防道路とをネットワーク化することにより、さらに広く市民の憩いの場として利用されることをねらい実施している。
（２）裏川河川再生事業の水質改善
　下水道管理者と調整をしながら進めている。

施策名 河川再生事業

担当部局 大分県土木建築部河川課

施
策
の
概
要

　河川再生事業は、一次改修が終了し一定の治水安全度を有している河川で市街地の歴史的・文化的な資産の多い地域及び自然環境の
優れた地域にある中小河川で、周辺の環境に対し河川環境が著しく劣悪な河川を、本来の川らしい川に再生するため、その地域環境にふ
さわしい質の高い河川整備を推進し、個性ある地域づくりと豊かな生活環境の創出に資するものである。



単位 件
S50 S55 S60 H2 H7 H12 H18 H19 H20

255 188 170 108 90 106 94 99 116

単位 件
S50 S55 S60 H2 H7 H12 H18 H19 H20

29 8 8 7 10 10 11 9 19

単位

51Ｎｏ

該当箇所

　赤潮多発時期における海況、水質と有害プランクトンの発生状況等を調査することにより、赤潮の発生状況を的確に把握し、赤潮の発生
による漁業被害の防止を図る。
１．調査定点　播磨灘１０定点で有害プランクトン数、水質を測定
２．情報提供　赤潮の発生、分布等に関する情報の収集、関係漁協、関係都道府県等への情報伝達

１水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　オ

施策名

　赤潮による漁業被害を未然に防止するため、赤潮情報伝達事業による監視通報体制を強化するとともに、赤潮調
査事業等により赤潮対策に関する調査研究を推進するものとする。

該当箇所本文

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

担当部局

赤潮監視による漁業被害の防止

項目１
進捗状況を示すデータ

兵庫県農政環境部農林水産局水産課

施
策
の
概
要

瀬戸内海における赤潮発生件数

項目３

瀬戸内海における赤潮被害件数項目２



瀬戸内海における赤潮発生状況
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単位

単位

単位

施
策
の
概
要

総合技術研究所水産海洋技術センターにおいて，水産庁からの委託を受け，他の研究機関と連携をとりながら赤潮に関する研究に取り組
む。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○水産庁プロジェクト研究「ヘテロカプサ赤潮等緊急対策事業」を実施（H11～H14）
○漁場環境保全総合対策委託事業（二枚貝をへい死させる赤潮の被害防止対策）（H19）
○漁場環境・生物多様性保全総合対策委託事業（二枚貝をへい死させる赤潮の被害防止対策）（H20）
○漁場環境・生物多様性保全総合対策委託事業（瀬戸内海西部における有害赤潮等分布拡大防止）（H21）

項目３

項目２

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 総合技術研究所における研究開発

担当部局 広島県企画振興局研究開発部

Ｎｏ

該当箇所 １（１）カ　赤潮対策

該当箇所本文

赤潮が発生している海域において、栄養塩類の削減対策を推進するとともに、排水処理技術の開発等に関する調
査研究を推進し、その結果に基づき、適切な対策の検討を行う。
　また、赤潮による漁業被害の未然防止及び被害の軽減のため、「広島県赤潮対策マニュアル」に基づき国、県、
漁協等の情報交換による監視通報の体制を強化するほか、漁場環境調査等により海況の把握及び赤潮対策に関
する調査研究を推進する。

52



単位 目標
H6 H11 H16 年度 H16 H21

45 36 33 t／日 35 32

単位 目標
S54 S59 H元 H6 H11 H16 年度 H16 H21

3.0 2.4 2.3 2.2 2.0 2.0 ｔ／日 2.0 2.0

単位
H13 H14 H15 H16 H17 Ｈ18 H19 H20 年度

9 12 18 10 9 9 9 9 件

富栄養化防止対策の取組み

施
策
の
概
要

　洗剤問題については、石けんを含めた分解性の高い洗剤を適切な量で使用すること及び洗剤を含む排水を下水道、農業・漁業集落排水
施設、合併処理浄化槽など生活排水処理施設で処理することが水質保全の観点から重要である。このため、生活排水処理施設の整備を促
進し、生活雑排水の未処理放流の解消、燐を含まない石けん等の適量使用の普及啓発に努めるとともに、合成洗剤の人体影響など科学的
知見の収集に努め、適切に対応していく。
　また、赤潮の発生件数、被害状況等を把握し、富栄養化防止に係る各種施策の実施に努めている。

施策名

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　オ

該当箇所本文

　洗剤中の燐の削減及び使用の適正化に努める。また、富栄養化防止に係る普及啓発を行うとともに、排水処理
技術の開発等に関する調査研究を引き続き進める。
本県海域においては、平成１６年に１０件、平成１７年に９件、平成１８年に９件赤潮が発生しており、このうち平成１
６年と平成１８年に１件ずつ漁業被害が生じている。
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担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

赤潮発生件数

窒素負荷量の
推移

項目２
りん負荷量の

推移

項目３



香川県における窒素負荷量の推移

香川県におけるりん負荷量の推移

【環境基準（BOD・COD)達成率と赤潮発生件数の経年変化】
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単位 件
H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

21 21 21 13 9 12 18 10 8 9 9 9

単位 件
H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0

単位

赤潮発生件数

赤潮被害発生件数

年

項目２

項目３

担当部局 香川県　農政水産部　水産課

年

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　漁協等を通じた情報収集体制、関係機関への通報体制を整備するとともに、都道府県の連携強化を図り、漁場環境監視体制の整備促進
を図った。

進捗状況を示すデータ
項目１

施
策
の
概
要

　　赤潮による漁業被害の防止、軽減を図るため、有害プランクトンの発生状況について船舶、航空機などを駆使したモニタリングを実施す
るとともに、シャットネラについて、兵庫、岡山、徳島県と共同で調査研究を実施する。
　　また、赤潮生物株の保存培養のほか、生活史などの研究を通じて、赤潮発生のメカニズムの解明などを行う。

施策名 赤潮研究事業

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　オ

該当箇所本文

　本県海域においては、平成１８年に９件、平成19年に9件、平成20年に9件赤潮が発生しており、このうち平成１８
年に１件の漁業被害が生じている。

　また、赤潮による漁業被害を未然に防止するため、赤潮情報伝達事業により国、県及び漁業協同組合等の情報
交換に基づく監視通報体制を強化するとともに、赤潮調査事業等の調査研究を推進するものとする。
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単位
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 年度

100 75 75 25 100 100 100 100 ％

単位
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 年度

100 100 100 100 100 100 100 100 ％

単位

海域の窒素の
環境基準達成

項目２

項目３

担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

海域の燐の環
境基準達成状

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　瀬戸内海関係地域においても水質測定計画等に基づき、海域等の窒素及び燐の水質の状況把握が行われており、地域の実情に応じ、
排水処理技術の開発に関する調査研究等を推進している。

進捗状況を示すデータ
項目１

施
策
の
概
要

　水質測定計画を定めて、海域での窒素及び燐の環境基準監視や河川、ため池等で窒素及び燐の水質の状況の把握に努めている。また、
窒素及び燐の汚濁負荷量が大きい工場・事業場に対しては、窒素及び燐に係る排水処理技術の導入及び工程内対策等の指導に努め、そ
の効果等を把握するとともに、規模の小さい工場・事業場については、その実態把握に努め、今後の必要な措置等を検討することとしてい
る。

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　オ

該当箇所本文
　総合的な富栄養化対策の推進を図るため、窒素及びりんについて、今後とも、水質の状況の把握、排水処理技術
の開発に関する調査研究等を推進するとともに、必要な措置について検討するものとする。
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施策名 総合的な富栄養化対策の推進



単位 千円
Ｈ１７ Ｈ18 Ｈ19 H20 H21
2,979 3,316 1,680 3,438 14,591

単位

単位

年度

項目２

項目３

担当部局 愛媛県農林水産部水産局水産課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１　情報交換
　赤潮の発生状況や、分布の情報を的確に把握し、これらを迅速に通報する情報伝達体制を構築し、赤潮による被害の未然防止並びに軽
減を図る。
　・実施機関：水産庁、水産課、各地方局、水産研究センター、栽培資源研究所、市町、協力25漁協

２　モニタリング調査
　赤潮等による漁業被害を未然に防止するための水質・底質等漁場環境のモニタリング調査を実施する。
　・水質：燧灘、伊予灘、宇和海　計 42地点
　・底質：燧灘、伊予灘、宇和海　計 3地点
　・貝毒：宇和海
 
３　赤潮・貧酸素水塊漁業被害防止対策事業（国委託事業）
　（1）広域共同調査
　西部瀬戸内海沿海5県が広域共同調査を行い、有害赤潮の分布域拡大状況を情報化する。
　・水質：豊後水道　計 15地点　・水質：豊後水道　計 15地点
　（2）魚類斃死防止技術開発試験
　赤潮による魚類斃死を防除するため、抗酸化剤等を用いた餌料試験を行う。

４　養殖漁場健全度評価手法開発（国委託事業）
　漁場診断用DNAチップを開発し、漁場改善計画の実効性を検証する。

５　地球温暖化影響評価手法開発（国委託事業）
　自動観測ブイと沿岸域の植物プランクトン胴体を組み合わせた地球温暖化の影響評価手法を開発する。

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額（国委託を一部含む）

施
策
の
概
要

　愛媛県の沿岸域の水質、底質等の漁場環境をモニタリングすることによって、赤潮等による漁業被害を未然に防止並びに被害軽減を図る
ものである。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　カ

該当箇所本文

　総合的な富栄養化対策の推進を図るため、窒素及びりんの海域における収支挙動及び流入実態調査を行うとと
もに、汚水処理技術の開発に関する調査研究を推進し、その結果に基づき必要な措置を検討するものとする。
　本県の海域における赤潮の発生は、平成18年度に9件発生しており、依然として漁業被害も懸念されているので、
被害を未然に防止するため、漁場環境モニタリング調査指導事業により、国、県、漁協等の情報交換に基づく監視
通報体制を強化するとともに、赤潮対策に関する調査研究を引き続き推進する。
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施策名 漁場環境モニタリング調査指導事業



単位

単位

単位

項目１

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・福岡県水産海洋技術センター豊前海研究所が赤潮や貧酸素水塊の発生状況を調査し、その情報を漁協及び漁業関係機関へ提供してい
る。

・周防灘域において、福岡県水産海洋技術センター豊前海研究所が有害プランクトンであるカレニア・ミキモトイやヘテロカプサ・サーキュラ
スカーマ等のモニタリングや海況・水質調査を行った。

１．水質汚濁の防止　（１）水質総量規制制度等の実施　カ

該当箇所本文

施
策
の
概
要

プランクトンや海況調査等を行い、赤潮の発生を予測し、赤潮による被害を未然に防止する。

年度

年度

項目２

項目３
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　本県の瀬戸内海における赤潮の発生状況は、ここ数年５件程度で横ばいの傾向にあるが、依然として漁業被害
を与える赤潮プランクトンの発生が見られることから、注意が必要である。
　多種多様で高い生産性のある海域を目指し、赤潮プランクトンのモニタリング調査に加え、窒素やリン等の水質調
査を行い、併せて県、漁協等の監視通報体制を強化する。さらに赤潮に関する調査研究を推進し、総合的な対策を
図る。

施策名 赤潮被害の未然防止

担当部局 福岡県農林水産部水産局水産振興課

進捗状況を示すデータ

Ｎｏ

該当箇所



単位

単位

単位

Ｎｏ 58

該当箇所 １　水質汚濁防止　（１）水質総量規制制度等の実施

施
策
の
概
要

１）赤潮プランクトンの発生状況と海況の変動を把握し、その情報を関係機関へ迅速に伝達する。
２）漁業者、漁協、水産試験場等により構成される監視体制及び整備された観測機器の活用監視体制の強化を図る。
３）周防灘等瀬戸内海西部海域において、関係県と連携し、漁業被害を起こすカレニア・ミキモトイ等の発生状況等の調査・研究を実施す
る。

該当箇所本文
　また、平成２１年度は２６件（平成２２年1月31日現在）平成２０年度は２０件の赤潮が発生しており、赤潮による漁
業被害を未然に防止するため、国、県、漁協等の情報交換に基づく監視通報体制を強化するほか、赤潮調査事業
等により赤潮対策に関する調査研究を推進するものとする。

施策名 赤潮被害の未然防止

担当部局 大分県農林水産部漁業管理課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）水産試験場及び同浅海研究所、並びに関係地域を所管する振興局が、周防灘等瀬戸内海西部海域において、赤潮多発期におけるプラ
ンクトンの発生状況と海況の変動等を調査・把握し、その情報を漁協及び漁業者等へ伝達している。
２）上記調査には振興局や水産試験場浅海研究所等に整備したクロロフィル測定装置をはじめとする観測機器を活用し、有害プランクトンの
早期発見のに努めている。
３）水産試験場及び同浅海研究所が、周防灘等瀬戸内海西部海域において、福岡、山口などの関係県と連携し、カレニア・ミキモトイ等の発
生状況等の調査・研究を実施している。

進捗状況を示すデータ
項目１

年度

項目２

項目３



単位 pg-TEQ/L

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
0.32 0.39 0.24 0.22 0.15 0.10 0.11 0.10 0.11

単位

単位

項目２

項目３

担当部局 和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

ダイオキシン類常時監視地点における水質の平均値の推移

県内の水質の平均値は、平成１２年度は、0.32pg-TEQ/Lであったが平成２０年度は、0.1１pg-TEQ/Lと減少傾向にある。

進捗状況を示すデータ
項目１ 公共用水域の平均水質の推移

施
策
の
概
要

1)ダイオキシン類対策特別措置法第２６条に基づき、「和歌山県ダイオキシン類常時監視実施計画」を策定し、平成１７年度から平成２１年
度までの５年間、大気、公共用水域、地下水及び土壌について県内の状況を調査。

2)公共用水域については、健康項目測定環境基準点のうち、水質は河川１５地点、海域２３地点、計３８地点を毎年選定し年１回調査（一部
２回）を実施し、底質は河川１９地点・海域２６地点の計４５地点を隔年で年１回（一部年２回）実施している。

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　　　　(2)有害化学物質等の規制及び把握等

該当箇所本文
ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法第２６条に基づき、「和歌山県ダイオキシン類常時監
視実施計画」を策定し、平成１２年から平成１６年度までの５年間で計画的に常時監視を実施してきた。引き続き平
成１７年度から平成２１年度までの５年間で、公共用水域の水質及び底質等について県内の実態を把握する。
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施策名 ダイオキシン類防止対策



単位

単位

単位

施
策
の
概
要

高濃度のポリ塩化ビフェニル廃棄物について、和歌山県では平成２１年度より処理が開始されており、保管事業者に適正処理を促す。
また、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及びポリ塩化ビフェニル汚染物については、現時点では処理できないため、保管事業者に対し処理
開始までは引き続き適正保管するよう指導していく。

Ｎｏ

該当箇所 1.水質汚濁の防止　 (2)有害化学物質等の規制及び把握等

該当箇所本文
さらに、ポリ塩化ビフェニルについては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づ
き廃棄物の適正保管を指導し、排出源監視並びに啓発を促進する。

61【新規】

施策名 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正保管及び処理に係る啓発等の促進

担当課室 和歌山県　環境生活部　環境政策局　廃棄物対策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位 検体
H17 H18

27 58
※H17：底質13検体及びタヌキ14検体、H18：底質27検体及び哺乳動物31検体

単位

単位

予算

項目２

項目３

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○研究内容
　愛媛大学と衛生環境研究所が保有及び採取するタヌキ等野生生物試料及び環境試料について、有害化学物質（臭素系ダイオキシン類）
の調査を行い、野生動物及び環境中の汚染状態について検討を行った。

進捗状況を示すデータ
項目１ 調査試料数

施
策
の
概
要

　家電製品等に使用されている臭素系難燃剤は、分解してダイオキシン類を発生することから、現在、臭素系ダイオキシン類としてその存在
が注目されており、国でも新たな規制有害物質への指定が検討されている。
　このため、臭素系難燃剤の発生源究明や削減対策に資することを目的として、17年度及び18年度の2ヵ年で愛媛大学との共同研究によ
り、野生生物の生体中濃度及び環境試料等の調査分析や汚染の実態解明等を行った。
　平成17年度は、県内で採取された海域等の底質及びタヌキの肝臓について、各試料中の臭素系難燃剤（ポリ臭素化ジフェニルエーテル
等）の調査分析を行った結果、それぞれの試料から検出されたが、都市部における調査結果と比較して、低いレベルであった。平成18年度
は、陸棲生物試料であるタヌキ、イノシシ、ネコの肝臓について、臭素系難燃剤の調査分析等を行った結果、ネコが最も高く、次いでタヌキ、
イノシシの順で、この結果は人間活動のより近い場所に汚染源が存在していることを示唆する結果等が得られた。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（２）有害化学物質等の規制及び把握等

該当箇所本文

　本県においては、水質環境基準の健康項目については、全測定地点で環境基準を達成しており、今後も特定施
設の設置等の極性の適切な運用等により、水質環境基準の達成推進を図るものとする。
　特にダイオキシン類についてはダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出規制の推進、常時監視の実施によ
る状況の把握により、水質基準の達成推進に努めるものとする。
　有害性のある化学物質については、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律に基づき、排出量の把握、管理を促進するものとする。
　さらに、有機スズ化合物・ノニルフェノール等の内分泌かく乱化学物質についても汚染対策の把握を一層推進す
るものとする。
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施策名 ダイオキシン類等有害化学物質共同研究事業



単位
15 16 17 18 19 20 年度

16 20 18 22 16 16 検体

単位
15 16 17 18 19 20 年度

20 20 10 10 0 0 検体

単位
15 16 17 18 19 20 年度
85 104 120 107 94 98 検体
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有害化学物質対策推進事業施策名

Ｎｏ

１ 水質汚濁の防止　(2) 有害化学物質等の規制及び把握等

ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）に基づき発生源の監視指導
を行うとともに、環境基準の達成状況等汚染実態を把握するものとする。また、有害性のある化学物質については、
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」及び「大分県生活環境の保全に
関する条例」に基づき排出量の把握、管理を促進する。

該当箇所

該当箇所本文

担当部局

（１）　ダイオキシン類環境汚染実体調査の実施状況（平成20年度）
　水質調査：１５河川、２湖沼、５海域の３０地点
　地下水：３７箇所
　底質：１８地点
　土壌：１４地点

（２）化学物質適正管理調査の実施状況（平成２０年度）
　立入調査：６工場

公共用水域での化学物質環境調査及び事業場等の化学物質適正管理調査を実施している。各事業は、次のとおりである。

（１）ダイオキシン類環境調査
　ダイオキシン類の環境汚染の実態を把握するため、河川、湖沼、海域の水質と底質及び地下水、土壌の一般環境調査及び発生源周辺環
境調査を実施している。

（２）化学物質適正管理調査
　有害性のある化学物質を取り扱っている事業所等への立入調査を実施し、管理体制等に対する指導を行っている。
　対象工場：年１０工場

進捗状況を示すデータ

施
策
の
概
要

大分県生活環境部環境保全課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

ダイオキシン類

項目２

項目１

項目３

ノニルフェノール等

TBT,TPT等



単位

単位

単位

該当箇所本文
　船舶及び陸上からの油等の排出防止のため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
（昭和45年12月制定）」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年12月制定）」及び「水質
汚濁防止法」等の規定に基づく規制の徹底と監視取締りの強化を図る。

施策名 異常水質時の対応

Ｎｏ

該当箇所
１　水質汚濁の防止　（3）油等による汚染の防止　ア船舶及び陸上からの油等の排出防止及び廃
油処理施設の整備
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進捗状況を示すデータ
項目１

担当部局 大阪府環境農林水産部　環境管理室事業所指導課

施
策
の
概
要

　河川等の公共用水域において有害物質や油流出により人の健康や生活環境に被害が生じるおそれがある場合には危
機管理の視点も踏まえつつ、被害の未然・拡大の防止のため必要な措置を実施

　異常水質時には流域毎に設置された通報連絡体制に基づき、河川管理者や関係機関と連携し対応。　特に、上水等の
取水地域での異常水質事故については現地調査や発生源対策、原因究明等の迅速な対応に努め、法・条例に基づき必
要な事業所指導を行う

年度

項目２

年度

年度

項目３



単位

単位

単位

該当箇所本文
　大量の流出油等に対しては、海上災害防止センタ－の活用を図るほか「大阪湾・播磨灘海域排出油等防除計画
（昭和53年３月策定）」に基づき、迅速かつ的確な排出油等の防除のための措置の実施を図るとともに、大阪湾・播
磨灘排出油等防除協議会等関係者相互の協力体制の整備に努める。

施策名 大阪湾における大規模油等流出事故等の環境保全にかかる通報連絡体制の整備

Ｎｏ

該当箇所 １ 水質汚濁の防止  (3) 油等による汚染の防止　ウ 排出油等防止体制の整備
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進捗状況を示すデータ
項目１

担当部局 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課

施
策
の
概
要

　「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」（平成18年12月8日閣議決定）に基づき、油等流出事故等発生時に円滑
かつ適切な対応がとれるよう、大阪府庁内各機関の役割分担を通常時における準備対応も含めて整理するとともに、関係機関の迅速な情
報共有・連携確保を目的として、大阪府、大阪湾沿岸市町等の間の通報連絡体制を整備している。

年度

項目２

年度

年度

項目３



単位

単位

単位

該当箇所本文

　脆弱沿岸海域図等の活用により事故発生時における自然環境等の保全対象、保全方法等の調
査検討を進める。また、油等流出による自然環境等に及ぼす影響及び事故後の回復状況を評価
するため、海域、海岸の状況に関する情報の収集、平常時の大気、水質及び底質等の測定デ－タ
を蓄積する。また、事故への対応を迅速かつ的確に実施するため、府、大阪湾沿岸市町及び関係
機関の職員に対し必要に応じて研修、訓練を実施する。

施策名 大阪湾大規模油等流出事故対策研修会の開催

Ｎｏ

該当箇所 １ 水質汚濁の防止  (3) 油等による汚染の防止　エ 環境保全対策の充実
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　　○「大阪湾大規模油流出事故対策研修会」
　　　　　　日　時：　平成16年９月３日(金)　13:30～16:55
　　　　　　場　所：　大阪赤十字会館　大会議室
　　　　　　参加者：　大阪湾沿岸の府県市町の職員他　約50名
　　　　　　内　容：　講演
　　　　　　　　　　　　　①「油流出事故への対応の背景について」（大阪府）
　　　　　　　　　　　　　②「鳥獣保護行政における事前準備と緊急時対応」
　　　　　　　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人　野生動物救護獣医師協会）
　　　　　　　　　　　　　③「油流出事故への対応」
　　　　　　　　　　　　　　　　（独立行政法人　海上災害防止センター）

　　　　　　日　時：　平成19年２月２日(金)　15:00～16:15
　　　　　　場　所：　国民会館12階　小ホール
　　　　　　参加者：　大阪湾沿岸の府県市町の職員他　約40名
　　　　　　内　容：　講演
　　　　　　　　　　　　　油汚染事故への対応
　　　　　　　　　　　　　　～油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（独立行政法人　海上災害防止センター）

　　○「大阪府油等流出事故時野生鳥獣救護体制検証会議」（主催：大阪府動物愛護畜産課）
　　　　　　日　時：　平成21年２月１３日(金)　14:00～16:00
　　　　　　場　所：　さいかくホール
　　　　　　参加者：　大阪湾沿岸の府県市町の職員他　約30名
　　　　　　内　容：　基調講演
　　　　　　　　　　　　　「都道府県における油汚染事故対応について」
　　　　　　　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人　野生動物救護獣医師協会）
　　　　　　　　　　　　検証会議
　　　　　　　　　　　　　「大阪湾での油汚染水鳥救護にかかる自治体および関係機関との連携」
　　　　　　　　　　　　　　　　（アドバイザー　甲南大学文学部教授）

項目１

担当部局 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課

施
策
の
概
要

　大阪湾において大規模な油等流出事故が発生した際に迅速かつ的確な対応が実施できるよう、大阪湾環境保全協議
会（大阪湾沿岸の１府２県17市３町で構成）の取組みの一環として、構成機関職員を対象にした研修を、適宜開催してい
る。

年度

項目２

年度

年度

項目３



単位

単位

単位

項目２

項目３

担当課室 和歌山県　環境生活部　環境政策局　廃棄物対策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
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進捗状況を示すデータ
項目１

施
策
の
概
要

廃棄物の不法処理、不法投棄等を防止し、生活環境の保全等を図るため、平成１３年に和歌山県廃棄物不法処理防止連絡協議会を設置
し、各関係機関と連携を図るとともに、海上パトロールを年２回実施し、海域での監視を強化している。

Ｎｏ

該当箇所 1.水質汚濁の防止　 (3)油等による汚染の防止   (ｱ)

該当箇所本文
船及び陸上からの油等の流出防止のため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、港則法、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律及び水質汚濁防止法の規定に基づく規制の徹底と監視強化を図るとともに、公害防止協
定等により沿岸企業に設置されている廃油処理施設の適切な運用を図る。
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施策名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく規制の徹底と監視強化



単位 リットル
S49 S50 H9 H10 H11 H13 H14 H16 H17 H18 H20

1000 36000 19300 23000 35000 5500 3600 3600 3000 3000 24995

単位

単位

年度

項目２

項目３

担当課室 和歌山県総務部危機管理局消防保安課

瀬
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地
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の
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特に、石油コンビナート等特別防災区域の被害拡大防止対策を充実強化策として、地震発生時に災害発生が予測される石油コンビナート等
特別防災区域での危険物施設に係る災害発生時に要する泡消火薬剤の備蓄増強等を図っている。また、防災資機材については、泡消火薬
剤の外、オイルフェンス、防災指令車、航空用携帯型無線機、油回収機等を必要に応じて増設更新している。

進捗状況を示すデータ
項目１ 泡消火薬剤の保管（更新）状況

施
策
の
概
要

石油コンビナート等を有する特別防災区域の防災対策については、石油コンビナート防止法等関係法令の定めるところによって、特定事業
所の責務を明確にし、国、県、関係市町村、関係公共機関等による総合的、計画的な防災体制と応急対策に万全を期している。具体的に
は、常設の和歌山県石油コンビナート等防災本部において、石油コンビナート等防災計画を作成するとともに、関係機関の合同で毎年石油コ
ンビナート等防災訓練を実施している。また、流出油の対応についても、同計画の石油等流出防御応急対策計画に従って、陸上施設及び接
岸中のタンカーからの流出油防除等の防御応急活動は、自衛防災組織、海上保安部、港湾管理者、県、市町村がそれぞれ協力して行うこと
としている。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（３）油等による汚染の防止（イ）

該当箇所本文
接岸中の船舶及び陸上からの事故による海洋汚染の未然防止及び拡散防止を図るため、消防法及び石油コンビ
ナート等災害防止法に基づく規制の徹底と、監視指導の強化を図るとともに、和歌山県及び関係市町村の地域防災
計画並びに和歌山県石油コンビナート等防災計画による防災活動等の適切な活用を図る。

68

施策名 県有防災資機材の整備



単位

単位

単位

施
策
の
概
要

１）　幹事会等を開催し、防災計画の見直しを図るとともに、関係法令の改正概要等を説明し、関係機関へ周知する。

２）　防災計画に基づき、２年毎に防災関係機関及び特定事業所の合同による石油コンビナート等総合防災訓練を実施することにより、防災
意識の高揚を図るとともに、災害時における有機的かつ効果的な協力体制を確立する。

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（３）イ　事故による海洋汚染の未然防止

該当箇所本文

　事故による海洋汚染を未然に防止するため、消防法及び石油コンビナート等災害防止法に基づく規制の徹底と監
視指導の強化を図るとともに、広島県及び関係市町の地域防災計画並びに「広島県石油コンビナート等防災計
画」、「福山・笠岡地区石油コンビナート等防災計画」及び「岩国・大竹地区石油コンビナート等防災計画」により防災
対策を総合的に推進する。
　また、船舶事故等による油流出を防止するため、海上交通安全法、港則法等に基づく規制の徹底と指導、取締り
の強化を図るとともに海上交通の安全のための施設の整備を推進する。
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施策名 事故による海洋汚染の未然防止

担当部局 広島県危機管理監
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進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位

単位

単位

項目２

項目３

担当部局 広島県危機管理監

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

施
策
の
概
要

１）　関係法令に基づく排出油防除資機材等の備え付け等を関係機関へ周知するとともに、各機関の保有状況調査を実施する。

２）　海上災害の発生及びその拡大の防止を図るため、地区排出油防除協議会等を通じて、関係者相互の協力体制の確立に努める。

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（３）油等による汚染の防止　ウ　排出油防除体制の整備

該当箇所本文

　排出油の流出拡大を防ぐため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、石油コンビナート等災害防止法に
基づく油回収作業船、オイルフェンス、油処理剤等の備え付け義務の徹底を図るとともに、これらの排出油防除資機
材の整備に努める。
　また、排出油を速やかに回収するため、呉港等に整備されている油回収作業船の積極的な活用を図る。
　さらに、海上災害の発生及びその拡大の防止を図るため、海上災害防止センターの活用を図るほか、大量の排出
油に対しては「瀬戸内海東部海域排出油防除計画」、「瀬戸内海中部海域排出油防除計画」等に基づき迅速かつ的
確な防除のための措置を講ずるとともに、地区排出油防除協議会等を通じて、関係者相互の協力体制の整備及び
防除計画の策定等に努めるものとする。
　事故が発生した場合には、原因者側の防除作業を指導するとともに、その規模に応じ「広島県水質汚染事故対策
要領」等に基づき、関係機関が協力して排出油の防除業務等を実施する。
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施策名 排出油防除体制の整備



単位 件
Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 H18 H19 H20
106 107 112 81 31 26

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １水質汚濁の防止（３）油等による汚染の防止　ウ　排出油防除体制の整備

該当箇所本文

　排出油の流出拡大を防ぐため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、石油コンビナート等災害防止法に
基づく油回収作業船、オイルフェンス、油処理剤等の備え付け義務の徹底を図るとともに、これらの排出油防除資
機材の整備に努める。
　また、排出油を速やかに回収するため、呉港等に整備されている油回収作業船の積極的な活用を図る。
　さらに、海上災害の発生及びその拡大の防止を図るため、海上災害防止センターの活用を図るほか、大量の排
出油に対しては「瀬戸内海東部海域排出油防除計画」、「瀬戸内海中部海域排出油防除計画」等に基づき迅速か
つ的確な防除のための措置を講ずるとともに、地区排出油防除協議会等を通じて、関係者相互の協力体制の整備
及び防除計画の策定等に努めるものとする。
　事故が発生した場合には、原因者側の防除作業を指導するとともに、その規模に応じ「広島県水質汚染事故対策
要領」等に基づき、関係機関が協力して排出油の防除業務等を実施する。
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上記体制に基づき、広島県沿岸で発生した流出油の処理、原因者の指導等を行った。

【直近の油流出事故発生件数】
  平成１５年度  １０６件
  平成１６年度  １０７件
  平成１７年度　１１２件
　平成１８年度　　８１件
　平成１９年度　　３１件
　平成２０年度　　２６件
　平成２１年度（１２月末現在）　２８件

施策名 石油コンビナート等災害対策及び流出油事故対策

担当部局 広島県土木局空港港湾部　　　　　　　　　　　　　

施
策
の
概
要

１   「 広島県石油コンビナート等災害対策運営要領」に基づき、県内の石油コンビナート等特別防災区域に係る災害に対して関係部署が、
迅速かつ的確に対処するための体制をとっている。

２   「広島県水質汚染事故対策要領」に基づき、水質汚染事故に対して関係部署が、迅速かつ適格に対処するための体制をとっている。

３  上記１及び２に基づいて策定した「港湾区域等における流出油処理要領」に基づき、流出油処理に必要なオイルフェンス、油吸着マット、
油中和剤等の資材を備蓄し、油処理業者とあらかじめ委託契約を締結している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

年度

項目２

油流出事故発生件数

項目３

H21（12月末現在）

28

項目１
進捗状況を示すデータ



年度別水質事故発生件数

油流出 その他

126 35

106 30

107 50

112 31

81 33

73 25

106 19

Ｎｏ

該当箇所 １ 　水質汚濁の防止 　（３） 　油等による汚染の防止　ウ 　排出油防除体制の整備

該当箇所本文
事故が発生した場合には、原因者側の防除作業を指導するとともに、その規模に応じ「広島県水質汚染事故対策
要領」等に基づき、関係機関が協力して排出油の防除業務等を実施する。
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魚へい死

平成14年度 173 12

内訳

平成19年度 98

10

広島県水質事故対策要領に基づく対応

担当部局 広島県環境県民局環境部

施
策
の
概
要

油、有害物質等により、河川、湖沼、海域等の公共用水域又は地下水が汚染され、県民の生命、身体、財産等に影響を及ぼすおそれがあ
る事故に迅速かつ適切な対応を行うために必要な事項を定め、事故発生時には各関係機関に速やかに連絡し、必要な対策を取る。

施策名

平成16年度 172 15

平成17年度 166 23

平成18年度 120 6

年度

年度 合計件数

進捗状況を示すデータ

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

平成15年度 146

平成20年度 125 0

0

年度

年度

項目２

項目３

項目１



単位

単位

単位

項目２

項目３

項目１

事故による海洋汚染を未然に防止するため、消防法（昭和23年法律第186号）及び石油コンビナート等災害防止法
（昭和50年法律第84号）に基づく規制の徹底及び監視指導の強化を図るとともに、山口県及び関係市町の地域防
災計画並びに「山口県石油コンビナート等防災計画（昭和51年10月策定）」等による防災活動等の適切な運営を促
進する。

施
策
の
概
要

●予防対策
　　県は、石油コンビナート関連協議会の活動に対し、必要に応じ適切な助言、勧告等を行い、地域一体となった自主的安全の確保が図ら
れるよう指導する。
　　また、県をはじめとした行政機関は積極的に災害事例の収集に努め、関係事業所に紹介することにより、類似災害防止の一助となるよう
指導する。

●訓練の実施
　　関係機関は石油コンビナート区域に係る災害発生及び拡大防止を目的とした訓練により、職員及び職員以外の従事者らに防災意識の
高揚、相互連絡協調体制の確立を図り、あわせて実践技術、技能の練磨向上を図るため、計画的に各種の防災訓練を実施する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

●予防対策
　県は、石油コンビナート関係協議会の活動に対し、必要に応じ適切な助言、勧告等を行い、地域一体となった自主的安全の確保が図られ
るよう指導している。
　また、県は、県内外の災害事例の収集に努め、必要に応じて県内事業所に通知し、事故防止の注意喚起を行っている。

●訓練の実施
　県をはじめとした防災関係機関、関係事業所は相互に連携し、危険物等の大量流出、火災爆発事故等を想定した訓練を年１回実施し、必
要な技術の習得等に努めている。

進捗状況を示すデータ
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施策名 防災活動等の適切な運営の促進

担当部局 山口県総務部防災危機管理課

Ｎｏ

該当箇所 第3-1-(3)-ｲ

該当箇所本文



単位

単位

単位

項目２

項目３

項目１

排出油等の流出及びその拡大を防ぐため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び石油コンビナート
等災害防止法に基づく油回収船、オイルフェンス、油吸着材、油処理剤等の備付け義務の徹底を図るとともに、こ
れら排出油等防除資機材の整備に努めるほか、「山口県石油コンビナート等防災計画」、「岩国・大竹地区石油コン
ビナート等防災計画（昭和51年10月策定）」、「山口県地域防災計画（昭和37年10月策定）」、「瀬戸内海西部海域排
出油等防除計画（昭和53年３月策定）」及び「瀬戸内海中部海域排出油等防除計画（昭和53年３月策定）」に基づき
排出油等防除体制の整備確保に努める。

施
策
の
概
要

　　県をはじめとした関係機関は、関係事業所に対し、関係する防災組織に石油コンビナート等災害防止法等の規定に基づく防災資機材等
を備え付け、適切な維持管理を行い、防災に万全を期すよう規制している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　関係事業所等が整備基準以上の防災資機材を保有していることを把握しており、加えて、関係機関が保有する防災資機材等の現有数を
把握するとともに、発災事業所以外での防災資機材等の応援可能数を把握し、相互に応援可能な体制を整備する等、県内石油コンビナー
ト区域内の防災に万全を期している。
　また、油の防除に必要な資機材等の販売業者一覧を作成し、円滑な防災資機材の購入を支援している。

進捗状況を示すデータ

74

施策名 排出油防除体制の整備

担当部局 山口県総務部防災危機管理課

Ｎｏ

該当箇所 第3-1-(3)-ｳ

該当箇所本文



単位

単位

単位

施
策
の
概
要

　香川県水質異常事故取扱マニュアルを整備し、油の流出を含めた水質異常事故発生時の緊急連絡体制を充実･強化するとともに、関係
機関と連携して、原因究明と被害の防止に努めている。

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（３）油等による汚染の防止　ア船舶及び陸上からの油等排出防止等

該当箇所本文

　船舶及び陸上からの油等の排出を防止するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、港則法、廃棄
物の処理及び清掃に関する法律及び水質汚濁防止法の規定に基づく規制の徹底と監視、取締りの強化を図る。
また、坂出市番の州地区に設定されている廃油処理施設の活用により、船舶廃油の適正な処理を図る。
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施策名 水質汚濁事故時の連絡措置体制の整備充実

担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



別図１

水 質 異 常 事 故 連 絡 系 統
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高

松

市
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出
先
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関

係

課

国

の

機

関

市

町
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県　　　環　　　境　　　管　　　理　　　課

連絡経路

必要に応じ
連絡する

（注意事項）
　１．水路・河川に係る事故については当該区間の管理者に、海域に係る事故についても管理者に通報する。
　２．次に示す事故系統については、特に速やかに通報する。
　　　（１）水道被害が予想されるとき→水道事業者
　　　（２）農業用水の利水障害が予想されるとき→土地改良事務所→土地改良区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→市町→農業協同組合
　　　（３）漁業被害が予想されるとき→水産課→漁業協同組合
　３．連絡先の電話番号等は、時間外も含め、各機関で定めておくものとする。



単位

単位

単位

項目１
進捗状況を示すデータ

項目３

項目２

76Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　(3)　油等による汚染の防止　イ　事故による海洋汚染の未然防止　ウ　排出油防除体制の整備

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　坂出市番の州地区の特別防災区域に係る災害が、周辺地域に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、石油コンビナート等災害防止
法に基づき策定している「香川県石油コンビナート等防災計画」により、災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画等を定め、万全
の防災体制を確立するよう努めている。

該当箇所本文

香川県　防災局担当部局

　本県には、重要港湾の高松港、坂出港のほか６５の地方港湾がある。石油コンビナート等特別防災区域に坂出市
番の州地区が指定されている‥
　
イ　事故による海洋汚染の未然防止
　事故による海洋汚染を未然に防止するため、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく規制の
徹底と指導、監視の強化を図るとともに、「香川県石油コンビナート等防災計画」　並びに香川県及び関係市町の地
域防災計画に基づく防災体制の整備を図る。（以下、略）

ウ　排出油等防除体制の整備
　排出油等を防除するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び石油コンビナート等災害防止法の
規定に基づくオイルフェンス、薬剤等の備付け義務の徹底を図るとともに海上災害防止センターの活用を図る。（以
下、略）

施策名 香川県石油コンビナート等防災計画について



単位 件
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

15 9 6 10 7 22 22 19

単位

単位

77

施策名 漁業公害対策事業

担当部局 香川県　農政水産部　水産課

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　(3)　油等による汚染の防止　ウ　排出油防除体制の整備

該当箇所本文 さらに、漁場環境保全推進事業の実施により、油濁被害防止器材等の整備を図る。

施
策
の
概
要

　漁業公害の防止、被害軽減を図るため、赤潮、漁場油濁のほか、貝毒プランクトンの監視、調査を実施するとともに、油濁事故の発生に備
えて油吸着材などを配備する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

漁協等が実施した油濁被害防止機材及び漁場環境監視機器の整備に対して助成した。

進捗状況を示すデータ

年度

項目２

項目１ 油流出事故発生件数

項目３



H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 H21
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

※Ｈ17は台風のため中止
単位

単位

項目２

項目３

担当部局 愛媛県県民環境部防災局危機管理課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○防災資機材の整備
　　　・県保有：
　　　　　泡消火薬剤　１４０kl、　油処理剤　２．７６kl、　オイルマット　１５，５０５枚、　オイルフェンス　４，00０m

○防災訓練
　　　・年一回実施（平成21年度は、10月14、15日に波方地区で実施）
　　　・参加機関：県、市、海上保安部、消防本部、陸上自衛隊、共同防災組織等　約200名

進捗状況を示すデータ
項目１ 防災訓練実施状況

施
策
の
概
要

　石油コンビナート等災害防止法で定める特別防災区域（新居浜、波方、菊間、松山の４地区）における災害の発生及び拡大の防止を図る
ため、愛媛県石油コンビナート等防災計画に基づき、防災訓練等を実施する。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　（３）油等による汚染の防止

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海区域には、重要港湾の三島川之江港、新居浜港、東予港、今治港、松山港及び宇和島港のほか、47の地
方港等がある。　石油コンビナート等特別防災区域は、松山地区、新居浜地区、菊間地区及び波方地区の４地区が指定され
ている。　また来島海峡をはじめ本県海峡は、船舶の往来が多く、地形が複雑である。
　このような状況を踏まえ、下記の施策を講ずることにより、船舶廃油及び船舶の事故等に起因する流出油等による海洋汚染
の防止を図るものとする。
　特に油による汚染については、「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」の規定により策定さ
れた「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」に基づき、油等汚染事故に伴う海域環境被害の防止
又は回復のための措置が適切に実施できるよう地域の実情に応じた準備及び対応の施策を積極的に推進する。
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施策名 石油コンビナート等防災対策費



単位

単位

単位

施策名 油流出災害対応の強化

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（３）油等による汚染の防止

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海区域には、特定重要港湾である北九州港をはじめとして、重要港湾である苅田港及び地方港湾
の宇島港がある。
　石油コンビナート等災害防止法に基づく特別防災区域として北九州地区及び豊前地区が指定されている。
また、当海域の中でも関門海峡は、海上交通の要衝として重要な役割を有し、北九州市の臨海部には重化学工業
等が立地していることにかんがみ、船舶事故等に起因する瀬戸内海の油等による汚染の防止を図るため、『1990年
の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約』の規定により策定された『油等汚染事件への準備
及び対応のための国家的な緊急時計画』（平成１８年１２月８日閣議決定）に基づき、油等汚染事件に伴う海域環境
被害の防止又は回復のための措置が適切に実施できるよう関係機関相互の協力体制の整備を図り、地域の実情
に応じた準備及び対応の施策を積極的に推進する。
このため、次の施策を講ずるものとする。

ア　船舶及び陸上からの油等の排出防止及び廃油処理施設の整備
　船舶及び陸上からの油等の排出を防止するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、港則法、廃棄
物の処理及び清掃に関する法律及び水質汚濁防止法に基づく規制の徹底と監視取締りの強化を図る。

イ　事故等による海洋汚染の未然防止
　事故による海洋汚染を未然に防止するため、消防法及び石油コンビナート等災害防止法に
基づく規制の徹底と指導、監視の強化を図るとともに、県及び関係市町村の地域防災計画並びに福岡県石油コン
ビナート等防災計画による防災活動等の適切な運営を促進する。
　また、船舶衝突事故等による油等流失を防止するため、海上交通安全法及び港則法等に基づく規制の徹底と監
視取締りの強化を図るとともに、海上交通の安全のための施設の整備を促進する。

ウ　排出油防除体制の整備
　排出油等の流出拡大を防ぐため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び石油コンビ
ナート等災害防止法に基づくオイルフェンス油吸着材等の備付け義務の徹底を図るとともに、排出油等防除資機材
の整備確保に努める。
　また、排出油を速やかに回収するため、現在北九州港に整備されている油回収船の高度の活用を図っていく。さ
らに、海上災害の発生及び拡大防止のため海上災害防止センターの活用を図るほか、大量の流出油等に対して
は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第４３条の５の規定による「瀬戸内海西部海域の排出油等防除
計画」に基づき、迅速かつ的確な排出油等の防除のための措置の実施を図る。

エ　環境保全対策の充実
　油流出事故発生時における環境保全対策として、脆弱沿岸海域図の活用により自然環境等
に及ぼす被害を最小限にするとともに、事故時の回復状況を評価するため、海域、海岸の自然環境に関する情報
の収集及び平常時の水質・底質等の測定データの蓄積に努めるものとする。
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担当部局 福岡県総務部消防防災課

石油コンビナート等災害防止法及び福岡県石油コンビナート等防災計画に基づき、石油コンビナート等特別防災区域において発生するおそ
れのある災害に対し、県、市及び防災関係機関で総合的な防災訓練を実施し、災害時における応急対策の機能強化を図っている。
また、訓練の実施においては九州地方整備局が所管する油回収船「がんりゅう」の参加を得るとともに、関門・宇部海域排出油等防除協議
会と連携することで、関係者相互の協力体制の整備に努めている。
（近年の訓練実施状況）
・平成１７年度：北九州市小倉北区（東西オイルターミナル北九州油槽所及び周辺海上）
・平成１９年度：豊前市（九州電力(株)豊前発電所内及び周辺海上）
・平成２０年度：北九州市若松区沖（白島国家石油備蓄基地及び周辺海上）

進捗状況を示すデータ

項目２

施
策
の
概
要

１）　事故による海洋汚染を未然に防止するために、消防法及び石油コンビナート等災害防止法に基づく規制の徹底と指導、監視の強化を
図るとともに、県及び関係市町村の地域防災計画並びに福岡県石油コンビナート等防災計画による防災活動等の適切な運営を促進する。
２）　排出油等防除体制の整備として、各地区の油災害等対策協議会等を活用して、関係者相互の協力体制を整備し、防除活動等の適切
な運営を促進する。

瀬
戸
内
海

関
係
地
域
で
の

実
施
事
例

項目１

項目３



単位

単位

単位

該当箇所本文
　大阪湾奥部については、富栄養化の程度が他の湾灘に比べて高いため、大阪湾再生推進会議や大阪湾環境保
全協議会等の取り組みを通じ、行政やＮＰＯ等の協働のもと、地域間・流域間の連携を強化し、水質保全を図る。

施策名 大阪湾環境保全協議会の運営

Ｎｏ

該当箇所 １ 水質汚濁の防止  (4) その他の措置
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瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　　「大阪府環境保全協議会」の活動内容
　　　　　○小冊子「大阪湾の水質」の刊行（平成14年度）
　　　　　○大阪湾環境学習副読本「大阪湾とわたしたち」の刊行（平成16年度）
　　　　　○協議会ホームページによる情報提供（平成16年度～）
　　　　　○大阪湾の環境に関する現地見学会（バスツアー）の開催（市民を対象。平成17年度～平成20年度）
　　　　　○大阪湾クリーン作戦への参画（毎年度）
　　　　　○特別講演会の開催（毎年度）
　　　　　○絵画コンクールの実施（平成14年度。協議会30周年事業として）
　　　　　○大阪湾大規模油流出事故対策研修会の開催（平成16、18年度）
　　　　　○環境学習会の開催（平成16年度）
　　　　　○環境教育教材「大阪湾かるた」の作成･普及（平成20年度～）

進捗状況を示すデータ
項目１

担当部局 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課

施
策
の
概
要

　広域的視野にたち、構成自治体間の相互協力を密にするとともに、住民との一層の協働関係を築き、大阪湾の保全と創造を図ることによ
り、良好で快適な環境を享受することのできる社会の実現を目的とした「大阪湾環境保全協議会」（大阪湾に面する23府県市町で構成）を通
じて、環境の保全と創造に関する啓発、情報の収集及び提供を行っている。

　　　「大阪湾環境保全協議会」
　　　　　　発足：　昭和47年11月
　　　　　　構成： 大阪府・大阪市・堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・高石市・泉南市・阪南市・
　　　　　　　　　　忠岡町・田尻町・岬町
　　　　　　　　　　兵庫県・神戸市・尼崎市・西宮市・明石市・洲本市・芦屋市・淡路市
　　　　　　　　　　和歌山県・和歌山市

年度

項目２

年度

年度

項目３



○大阪湾環境学習副読本「大阪湾とわたしたち」

○大阪湾の環境に関する現地見学会（バスツアー）

見学先 ①尼崎港　（環境修復実験施設）
②泉南サザンビーチ（アマモ場再生実験）
③関西国際空港（藻場造成の取り組み）

平成17年11月29日

石積堤を用いた閉鎖性干潟（尼崎港） イカダによる海藻育成実験（尼崎港）

アマモ場育成実験の説明（サザンビーチ） 関西国際空港２期工事



（続き：大阪湾の環境に関する現地見学会（バスツアー））

見学先 ①御前浜　（浅場での水質改善の取組み）
②成ヶ島　（漂着ゴミの清掃）

見学先 ①神戸空港　（人工ラグーンの現状）
②大阪湾上　（海洋環境船「Dr.海洋」の作業）
③関西国際空港 （藻場造成地の様子）

平成19年8月30日

人工ラグーンの見学 Dr.海洋の作業見学

グラスボートでの藻場見学（関空） 参加者集合写真（関空にて）

平成18年8月28日

御前浜の見学 御前浜水環境再生実証実験

成ヶ島での清掃活動 参加者集合写真（成ヶ島にて）



（続き：大阪湾の環境に関する現地見学会（バスツアー））

見学先 ①とっとパーク小島（関空埋立土砂の積出桟橋を活用した海釣り公園）
②大阪府水産技術センター（研究員によるミニセミナー）
③関西国際空港（藻場造成地）
④きしわだ自然資料館（チリメンモンスター探し体験）

○環境教育教材「大阪湾かるた」

平成20年9月11日

とっとパーク小島の見学 大阪湾に関するミニセミナーの様子

関空の藻場をグラスボートに乗って見学 チリメンモンスター探し



近年の排水関連施設への融資内容

　平成７年度
・ 融資施設：活性汚泥処理施設

既存の沈殿分離方式による排水処理施設を撤去し、活性汚泥方式による排水処理施設を設置

・ 事業種類：惣菜製造業

・ 総事業費：２５，０７４，１２４円
・ 融資金額：２０，０００，０００円

　平成１９年度

・ 融資施設：活性汚泥処理施設

活性汚泥方式による排水処理施設を新設

・ 事業種類：水産食料品製造業

・ 総事業費：　７，７７０，０００円
・ 融資金額：　５，９２０，０００円

　平成２１年度

・ 融資施設：膜分離活性汚泥型浄化槽

膜分離活性汚泥型浄化槽を新設

・ 事業種類：旅館業

・ 総事業費：　５７，０１５，０００円
・ 融資金額：　５０，０００，０００円

単位

単位

単位

　県内の工場または事業場を有する中小企業の事業活動に伴って生じる公害を防止するために行う公害防止施設などの設置、改善に必要
な資金を、県の事業認定により指定金融機関を通じて融資する制度。
　融資の対象、条件などは、次のとおり。

区　　分

融資条件

Ｎｏ

該当箇所 １．水質汚濁の防止　（４）その他の措置

該当箇所本文

　水質汚濁を防止するため、上記の施策のほか、水質汚濁防止法の規定に基づく排水規制の徹底及び生活排水対
策の計画的推進を図るものとする。
　また、公共施設からの汚濁負荷量を削減するため、浄水場排水処理施設整備事業等を必要に応じ実施するものと
する。
　さらに、中小企業における公害防止施設の整備を促進するため、県、市町の公害防止施設整備資金融資制度に
よる資金の貸付けを行うとともに、政府系金融機関による融資制度の活用等の指導を行うものとする。
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・融資限度額　環境保全施設に係る整備費で、５，０００万円（ダイオキシン類の削減のための
　施設または廃棄物の資源化もしくは再生利用のために必要な施設
　の設置または改善に要する経費にあっては、１億円）以内
・融資利率　年１．８０％
・融資期間　７年以内（１年以内の据置期間、返済方法は毎月元金均等払）
・信用保証　無担保０．４０％～１．５５％（セーフティネット保険適用の場合０．６０％）

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

施策名 香川県環境保全施設整備資金融資制度

担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

融資対象
経　　費

・ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、悪臭、汚染土壌もしくは汚染地下水の処置または防止の
　ための施設の設置または改善に要する経費
・廃棄物の処理、資源化もしくは再利用のための施設の設置または改善に要する経費
・公害の防止の効果が極めて大きい生産設備への転換に要する経費
・公害の防止施設の設置によっては、公害を防止し難い工場で、知事が特に移転を勧告した場合
　の当該工場の移転に要する経費のうち、知事が必要と認める経費
・オゾン層の保護対策のための施設の設置などに要する経費
・エネルギーの有効利用のための施設の設置などに要する経費
※事業認定申請前に整備の開始を行っている案件は、融資制度を活用できません。

施
策
の
概
要

項目１

借入手続

内　　　　　　　容

融資対象
事 業 者

次のいずれにも該当するもの
・県内において、下欄の融資対象経費のいずれかの施設の設置または改善を行おうとするもの
・中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小企業者
・県税を完納しているもの
・個人住民税を完納している者（申請者が個人の場合）

項目２

項目３

事
業
者

県
指定金融機関

事業認定申請 事業認定通知

事業認定通知

借　入　申　込



単位 件数
Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 H19 H20

719 625 629 490 474 426 430

単位

単位

年度

項目２

項目３

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○水質汚濁防止法に基づく工場・事業場の監視指導
　全特定事業場に対し
　　　採　　　水：保健所・衛生環境研究所
　　　水質検査：衛生環境研究所
　　による立入検査を実施し、排水処理指導を実施する。

　　・人の健康の保護に関する排水基準（２７項目）
　　　　全特定事業場に対する立入検査
　　・生活環境の保全に関する排水基準（7項目）
　　　　排水量50㎥以上の特定事業場に対する立入検査

進捗状況を示すデータ
項目１ 事業場への延べ立入件数

施
策
の
概
要

　水質汚濁防止法に基づく特定施設や、公害防止条例に基づく排水施設を設置する特定事業場のうち、排水基準が適用される事業所に対
しては、定期的に立入検査を実施し、基準遵守状況の監視を行うとともに、汚水処理施設の維持管理状況や汚濁負荷量の測定状況等を調
査し、汚水処理等の技術指導を行っている。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　　（４）その他の措置

該当箇所本文

　　水質汚濁防止のため、以上の施策のほか、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置等の許可
及び水質汚濁防止法の規定に基づく排水規制の適切な運用並びに生活排水対策の計画的推進により、水質環境
基準の達成維持を図るものとする。
　さらに、他の海域から入り込む魚介類や微生物等が瀬戸内海の特性により、その水質や生態系、漁業資源等に
大きな影響を及ぼすおそれがあることから、これらに対して十分留意するよう努めるものとする。
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施策名 水質汚濁監視指導（うち水質汚濁防止法に基づく監視指導）



単位 千円
H15 H16 H17 H18 Ｈ19 H20 H21
2,207 3,300 2,941 2,451 1,838 1,768 1,519

単位

単位

施
策
の
概
要

　公共用水域の水質の行政上の目標である環境基準を達成するために、公共用水域の水質常時監視、工場、事業所排出水の監視指導を
実施するとともに、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、窒素含有量、りん含有量に係る水質総量規制における削減対策の実施状況、及び各種発
生源からの負荷量の排出状況の調査・解析を実施する。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　　（４）その他の措置

該当箇所本文

　　水質汚濁防止のため、以上の施策のほか、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特製施設の設置等の許可
及び水質汚濁防止法の規定に基づく排水規制の適切な運用並びに生活排水対策の計画的推進により、水質環境
基準の達成維持を図るものとする。
　さらに、他の海域から入り込む魚介類や微生物等が瀬戸内海の特性により、その水質や生態系、漁業資源等に
大きな影響を及ぼすおそれがあることから、これらに対して十分留意するよう努めるものとする。
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施策名 水質汚濁監視指導（うち小規模・未規制事業場に対する排水処理指導）

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○小規模・未規制事業場に対する排水処理指導
　　小規模・未規制事業場に対し、
　　　採　　　水：保健所・衛生環境研究所
　　　水質検査：衛生環境研究所
　　を実施し、排水処理指導を実施する。

　・小規模事業場
　　　ｐＨ、COD、SS、T-N、T-Pの検査・指導を実施する
　・未規制事業場
　　　窒素及びりんの排水等実態調査を実施する
　・養殖漁場等での窒素及びりん濃度調査
　　　養殖漁場（北灘湾）等での窒素及びりん濃度調査を実施する

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額（当該事業のみ）

年度

項目２

項目３



単位 ％
H15 H16 H17 H18 H19 H20

100 100 100 100 100 100

単位 ％
H15 H16 H17 H18 H19 H20

75 77 82 84 88 88

単位 件数
H15 H16 H17 H18 H19 H20

5 5 5 5 5 4

施
策
の
概
要

　水質汚濁防止法の規定に基づき、愛媛県の区域に属する公共用水域の水質及び底質の測定を行い、水質環境基準の達成維持の状況を
確認する。
　①人の健康の保護に関する環境基準について
　　鉱山、工業排水等により汚染の恐れのある水域について調査を行う。
　②生活環境の保全に関する環境基準について
　　水質環境基準の類型指定が完了している水域について調査を行う。

Ｎｏ

該当箇所 １　水質汚濁の防止　　（４）その他の措置

該当箇所本文

　　水質汚濁防止のため、以上の施策のほか、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置等の許可
及び水質汚濁防止法の規定に基づく排水規制の適切な運用並びに生活排水対策の計画的推進により、水質環境
基準の達成維持を図るものとする。
　さらに、他の海域から入り込む魚介類や微生物等が瀬戸内海の特性により、その水質や生態系、漁業資源等に
大きな影響を及ぼすおそれがあることから、これらに対して十分留意するよう努めるものとする。
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施策名 水質汚濁監視指導（うち公共用水域の水質の常時監視）

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

①人の健康の保護に関する環境基準について（26項目）
 平成21年度　河川　39地点、湖沼 ６地点、海域　24地点
　
②生活環境の保全に関する環境基準について（BOD,COD）
 平成21年度　 河川　環境基準点　４２地点
 　　　　　　　　　湖沼　　 　 〃　　　　　６地点
 　　　　　　　　　海域　　　　〃　　　　116地点
③環境ホルモン等に関する調査
 平成21年度　河川　1地点、海域　4地点
④ダイオキシン類
平成21年度　河川　7地点、湖沼　2地点、海域　4地点

進捗状況を示すグラフ
項目１ 人の環境の保全に関する基準：達成率

年度

年度

項目２ 生活環境の保全に関する環境基準：達成率

項目３ 環境ホルモン：測定項目



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（１）自然公園等の保全

該当箇所本文
　さらに、必要に応じ、これらの区域の見直し等を進め、瀬戸内海特有の優れた自然景観の保全に努めるものとす
る。
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施策名 緑豊かな地域環境の形成に関する条例の推進

担当部局 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課

施
策
の
概
要

　緑豊かな地域環境の形成に関する条例では、事業者が開発行為を行うに際し、森林及び緑地の推進及び優れた景観の形成を図るため
に必要な措置を講じることによって、緑豊かな地域環境の形成に努めることを義務づけている。
１．土地利用区域（環境形成区域）の制度
それぞれの場所に応じたふさわしい地域環境を形成していくために、地域を大きく「森を守る区域（１号区域）」、「森を生かす区域（２号区
域）」、「さとの区域（３号区域）」、「まちの区域（４号区域）」、「地域の特性に応じた区域（２項区域）」　に区分している。また、それぞれの区域
毎に開発行為を行う際の基準（許可基準又は地域環境形成基準）を設定している。
２．計画整備地区制度
市町や土地所有者等は、開発や整備を行うべき区域の特性やその周辺環境に応じた質の高い整備のための計画を策定し、県に対してそ
の整備計画の認定を求めることができる。整備計画が地域環境形成基本方針に適合し、知事が緑豊かな環境づくりにふさわしいものとして
認定した場合は、環境形成区域の基準とは別に、計画整備地区として住民、事業者、行政などが一体となって、認定された計画を推進して
いく。
３．開発行為の許可・協議・届出の制度
開発行為をしようとするときは、あらかじめ、森を守る区域（１号区域）では知事の許可を得ることが、森を生かす区域（２号区域）、さとの区
域（３号区域）及び地域特性の区域（２項区域）では知事又は市町長と協議を行い環境形成協定を締結することが、また、まちの区域（４号区
域）では知事又は市町長への届出が必要である。

※詳細は別添パンフのとおり

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

この条例の適用地域の一つである瀬戸内海に面する淡路地域では、緑豊かな環境立島「公園島淡路」の実現のために、計画敷地内の森
林保全や植栽計画について、事業者と行政が環境形成区域ごとに定められた地域環境形成基準に基づく協議を行い、協定書を締結、ある
いは届出を行った後、開発工事に着手していただくしくみになっている。
■おもな基準内容
・森を守る区域（１号区域）
　開発区域の面積の50パーセント以上の森林を保全
　優れた景観の構成要素となるべき地形及び植生の保全など
・森を生かす区域（２号区域）
　開発区域の面積に応じて30～50パーセント以上の森林を保全など
・さとの区域（３号区域）
　開発区域内に現況森林が存在する場合は、現況森林の面積に応じて20～40パーセント以上の森林を保全
　開発区域の面積の20パーセント以上の緑地を確保など

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



















単位：ha

種特別地域 第２種特別地域 第３種特別地域 普通地域 公園面積

48 103 80 0 231

72 218 731 0 1,027

34 99 134 0 267

単位

単位

単位

煙樹海岸県立自然公園

西有田県立自然公園

Ｎｏ

該当箇所 2.自然環境の保全　(1)自然公園等の保全

該当箇所本文

本県の瀬戸内海区域における自然景観の核心地域としては、自然公園法に基づき加太、友ヶ島等が瀬戸内海国立
公園に、和歌山県立自然公園条例に基づき有田市、湯浅町及び広川町沿岸地域が西有田県立自然公園に、由良
町沿岸地域が白崎海岸県立自然公園に、日高町及び美浜町沿岸地域が煙樹海岸県立自然公園にそれぞれ指定さ
れている。
これらの海域は、瀬戸内海及び沿岸地域特有の優れた自然景観が失われないようにすることを主眼として適正に保
全されるよう関係法令に基づく規制の徹底と監視指導の強化に努めるとともに、民有地買上げ制度や自然保護基金
等の活用を図り、さらに必要に応じて自然公園区域等の見直し等により瀬戸内海特有の優れた自然景観の保全に
努めるものとする。
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県立自然公園の抜本的見直し

担当課室 和歌山県環境生活部環境政策局自然環境室

施
策
の
概
要

1)　県立自然公園では、その保護及び適正な利用促進を図るため、各公園ごとに公園の保護又は利用のための規制や施設に関する公園計
画を定め、県がその管理を行っている。

2)　県立自然公園を取り巻く社会状況の変化に対応するため、平成２１年度に県下全域において県立自然公園の抜本的見直しを行った。３
公園の新規指定、９公園の見直し、１公園の指定解除を行い、現在全１２公園となった。

1)　自然公園の見直し
平成８年以降県立自然公園では、順次公園区域及び公園計画の見直しを実施している。
白崎海岸県立自然公園（区域・計画変更平成１０年６月１２日告示）
煙樹海岸県立自然公園（区域・計画変更平成１３年９月２８日告示）
西有田県立自然公園（点検　平成１８年７月４日告示）
平成２１年度に下記３公園を含む県立自然公園全体の見直しを行った

2) 公園の基礎データ

施策名

白崎海岸県立自然公園

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位 ｈａ
Ｈ２ Ｈ１４ Ｈ１８ Ｈ１９ H２０ H２１
10,681 10,681 10,681 10,681 10,681 10,681

単位 ｈａ
Ｈ２ Ｈ１４ Ｈ１８ Ｈ１９ H２０ H２１

42 42 42 42 42 42

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全   （1）自然公園等の保全

該当箇所本文

　本県においては、自然公園法に基づき厳島、倉橋島、大久野島、仙酔島等の島しょ及び野呂山、筆影山等の沿
岸の山々が瀬戸内海国立公園として指定されており、また、「広島県自然環境保全条例」に基づき当木島・釜戸岬、
柏島が県自然環境保全地域として指定されている。
　これらの地域の自然景観を保全するため、関係法令に基づく規制と指導を行うとともに、公園事業及び保全事業
の推進を図る。
　また、社会情勢等の変化に対応して国立公園の区域等の見直しを行うとともに、自然環境の優れた地域について
は、学術調査を実施して県自然環境保全地域等の指定を進め、その保全に努め、さらに、国立公園等と密接な関
連を有する地域についても、自然景観の保全について配慮する。
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瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

施策名 自然公園等の保全・管理
担当部局 広島県環境県民局環境部 　　　　

施
策
の
概
要

優れた自然の風景を有する地域や貴重な動植物の生息する地域を自然公園や県自然環境保全地域等として指定し、その保全・管理に努
めます。

県自然環境保
全地域面積

進捗状況を示すデータ
項目１

　　Ｈ２１．４．１現在
　　　　瀬戸内海国立公園　１０，６８１ｈａ（陸域）
　　　　県自然環境保全地域　２箇所（当木島・釜戸岬、柏島　）　４２ｈａ

瀬戸内海国立
公園指定面積

項目２

項目３



単位

単位

単位

自然公園等の保全

担当部局

進捗状況を示すデータ

施策名

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）瀬戸内海国立公園における各種行為に対する許可等の数
　　H１４年度：７９件
　　H１５年度：８１件
　　H１６年度：５４件
　　H１７年度：６３件
　　H１８年度：７８件
（２）監視、指導の強化について
　　H１８年度から「みどりの巡視員」制度が導入され、監視、指導体制が強化された。（県内で34人）
（３）特定民有地買上制度の活用について
　　県内では実績なし。
（４）国立公園の区域等の見直しについて
　　現在のところ予定なし。

項目１

88

香川県　環境森林部　みどり保全課

施
策
の
概
要

Ｎｏ

該当箇所

該当箇所本文

２　自然景観の保全　（１）自然公園等の保全

本県における瀬戸内海の自然景観の核心的地域としては、自然公園法に基づき瀬戸内海国立公園として指定され
ている小豆島、屋島、五色台、紫雲出山及び塩飽諸島等のほか、香川県立自然公園条例に基づき県立自然公園と
して指定されている大滝大川県立自然公園、香川県自然環境保全条例に基づき自然環境保全地域として指定され
ている藤尾山等及び緑地環境保全地域として指定されている大高見峰等がある。
これらの地域については、瀬戸内海の優れた自然景観が失われないようにすることを主眼として、関係法令に基づ
く規制の徹底とみどりの巡視員等による監視、指導の強化に努めるものとする。
また、必要に応じ、これらの区域の見直し等を行うことにより、瀬戸内海の優れた自然景観の保全に努めるものとす
る。

（１）規制の徹底について
　　平成18年度まで自然公園法施行規則等に基づき、許可等を行っていたが、平成19年度からは当該事務を国に返上した。
（２）監視、指導の強化について
　　みどりの巡視員等による監視、指導のほか、県が航空監視を行っている。
（３）特定民有地買上制度について
　　特別保護地区又は特別地域のうち、当該地を買い上げなければ自然保護の徹底が期しがたい土地を国が買い上げる制度である。（平
成16年度まで）
（４）国立公園区域等の見直しについて
　　昭和9年に瀬戸内海国立公園が指定されて以来、数次に亘り区域等の見直しが行われている。直近の見直しは平成11年に行われた。

項目２

項目３



１．利用施設の整備

　　　　平成１４年度実施（豊前市求菩提野営場）

　　　　　　道路改良（132m）、ケビン２棟

　　　　平成１５年度実施（豊前市求菩提野営場）

　　　　　　道路改良（340m）、ケビン１棟、給水電気設備改修

　　　　平成１６年度実施（豊前市座主坊園地）

　　　　　　トイレ１棟、休憩所１棟、その他造園工事

２．平尾台地区の自然環境の保全

単位

単位

単位

89Ｎｏ

該当箇所 ２．自然景観の保全　（１）自然公園等の保全

担当部局 福岡県　環境部　自然環境課　自然公園係

公園事業等の推進

該当箇所本文

施策名

本県区域における瀬戸内海の自然景観の核心的地域としては、自然公園法に基づき北九州市和
布刈一帯が瀬戸内海国立公園として指定され、また北九州市岩屋、脇田海岸等が玄海国定公園、
足立山、風師山及び平尾台一帯が北九州国定公園、犬ヶ岳、求菩提山一帯が耶馬日田英彦山国
定公園、長井浜、浜宮海岸等が筑豊県立自然公園として指定されている。
これらの地域においては、瀬戸内海特有の優れた自然景観が失われないことを主眼として適正に
保全されるよう、関係法律に基づく規制の徹底と監視、指導の強化に努めるものとする。
また、これらの自然公園については、必要に応じて公園区域の見直しと公園計画の策定見直しを行
い、これらの公園計画に基づいて公園事業等を推進していくものとする。
このほか自然環境が特に優れた地域については、学術調査等を実施し、自然環境保全地域の指定
を検討するなど、適正に保全されるよう努めるものとする。

施
策
の
概
要

1.耶馬日田英彦山国定公園、公園計画（昭和25年7月29日決定）による利用計画に基づく単独施設地区において、利用施
設整備を進める。

２．自然に優れた北九州国定公園区域内である平尾台の自然環境の保全に努めることとしている。

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　平尾台広谷湿原の自然環境の保全を図るために、平成１５年度～平成１７年度の３ヶ年間モニタリング調査を実施した。
今後は、自然環境の保全に関し、検討することとしている。

項目２

項目３

進捗状況を示すデータ



単位 地区
～Ｈ13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 計 (H21)

40 3 3 6 2 8 6 6 74 ( 4)

単位 地区
～Ｈ13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 計 (H21)
1,364 63 55 211 52 183 143 125 2,196 (86)

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　(2) 緑地等の保全

該当箇所本文
「新ひょうごの森づくり計画」を踏まえ、森林整備事業、治山事業等によるスギ、ヒノキ人工林の間伐、荒廃が進んで
いる里山林の再生等を進めていくとともに、保安林整備管理事業や森林病害虫被害対策等を促進することにより健
全な森林の保全に努める。
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項目１

施策名 里山ふれあい森づくり（ミニ里山公園型）

担当部局 兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課

里山林整備地区数(H21については予定）

施
策
の
概
要

１　事業趣旨
　天然林（広葉樹・ｱｶﾏﾂ等）を主体とした、農山村等集落に近い森林に対し、景観・風景の維持保全や生物の多様性の確保を図ると共に、
遊歩道や便益施設の設置により、地域住民をはじめ、広く多くの県民が自然とふれあう里山林としての利活用を図る。

２　事業内容
　１地区あたり概ね２０haの天然林（広葉樹・ｱｶﾏﾂ等）を主体とした集落に近い森林について下記の調査・整備を行う。
　①　里山林の整備に必要な植生等の基本計画調査
　②　林相整備、ユニバーサルデザインに配慮した遊歩道の設置、案内板、休憩施設の設置、炭窯、野鳥観察小屋の設置 等

３　事業主体
　県

整備面積

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

平成６年度より事業名・事業主体は異なるが里山林整備に取組んでおり、瀬戸内海関係地域では74地区2,196 haを整備している。
平成21年度の瀬戸内海関係地域では、4 地区86haを整備する予定。（22 年3月末整備完了予定）

進捗状況を示すデータ

整備地区数

項目２ 里山林整備面積（Ｈ21については予定）

項目３



単位
１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

17 18 18 18 箇所

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　(2) 緑地等の保全

該当箇所本文
「新ひょうごの森づくり計画」を踏まえ、森林整備事業、治山事業等によるスギ、ヒノキ人工林の間伐、荒廃が進んで
いる里山林の再生等を進めていくとともに、保安林整備管理事業や森林病害虫被害対策等を促進することにより健
全な森林の保全に努める。

91

施策名 里山ふれあい森づくり（住民参画型）

担当部局 兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課

施
策
の
概
要

集落周辺の里山林を、地域コミュニティや森林ボランティア団体等による森づくり活動の場、森林環境学習の場として活用するため、技術面
や資材費等の支援を行う。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　平成２１年度計画の２０箇所のうち、瀬戸内地域で１８箇所で実施され、森林ボランティア団体や地域住民グループの手により、里山林の
再生・整備がすすめられている。

進捗状況を示すデータ
項目１ 整備箇所数

項目３

項目２



単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

採石業を行おうとする者の災害防止能力に関する技術、施設等物的な面について、事業着手前において規制を行うため、岩石採取場ごとに
採取計画を定めて認可を行う。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

採取残壁の整形並びに緑化を完全に実施すること又は海への土砂流出による汚濁防止に努める事を条件に採取計画を認可している。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 岩石採取認可業務

担当課室 和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課

Ｎｏ

該当箇所 2.自然環境の保全　　(2)緑地等の保全　　(ｱ)良好な自然景観を有する沿岸地域及び島しょ部における林地の確保

該当箇所本文

良好な自然環境を有する沿岸地域及び島しょ部における保安林については、保安林制度に基づき、保安林の適正
な管理に努め、それ以外の森林については、林地開発許可制度等に基づき適正な利用を確保する。
また、採石法及び砂利採取法に基づく採取計画の許可及び海岸法に基づく許可に際しては、緑地等の保全につき
十分配慮するものとする。
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単位 ha
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

3,908 3,908 3,908 3,908 3,908 3,908 3,908 3,908

単位 市町
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

13 13 14 13 13 13 13 13

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全   （2） 　緑地等の保全

該当箇所本文

　瀬戸内海の沿岸地域及び島しょにおける草木の緑は、瀬戸内海の景観を構成する重要な要素である。
　本県の沿岸地域及び島しょの自然植生は、シイ・カシ類等の常緑広葉樹であるが、古来、人為的影響を受け、現
在常緑広葉樹が残されているのは一部の地域で、大半はアカマツ二次林、スギ・ヒノキの造林地となっている。
　また、近年の各種開発や松くい虫等の森林病害虫による被害等により、自然緑地は減少し、質的劣化を招いてい
る。
　このため、現状の緑を極力維持し、かつ、積極的にこれを育て、生物の多様性を保全するため、以下の施策を推
進する。
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施策名 沿岸地域及び島しょにおける緑地の確保

担当部局 広島県都市局

施
策
の
概
要

・都市緑地法は、都市における緑地の保全や緑化の推進により、良好な都市環境の形成を図るため、昭和48年に制定された都市緑地保全
法を平成16年に改正し、充実強化した法律である。
・緑の基本計画は、市町村が定める総合的な都市における緑のマスタープランで、緑地の保全、緑化の推進、都市公園の整備を総合的に
推進するための基本計画であり、平成16年の都市緑地法の改正により「都市公園の整備の方針」を記載事項に加え、強化された。
・特別緑地保全地区は、都市の良好な自然環境を形成する枢要な緑地を保全するため建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍
結的に保全する制度であり、都市緑地法において従来の緑地保全地区の名称を改めたものである。
・緑地保全地域は、都市近郊の広範囲の緑地を守るため、届出制により一定の土地利用を認めつつ緩やかな規制を行う制度として都市緑
地法において新たに導入された。
・風致地区は、良好な自然的景観を形成している地区を保全するため、建築行為など一定の行為の制限などにより保全する制度である。
・特別緑地保全地区、緑地保全地域及び風致地区は、都市計画法における地域地区であり、必要な範囲を都市計画に位置づけることによ
り土地利用が制限することができる。
　

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・風致地区については、沿岸の市町の３市９地区約3,908ha(H21年度末）を計画決定している。
・緑の基本計画については、13市町(H21年度末)で策定している。
・都市緑地法に基づく特別緑地保全地区及び緑地保全地域については、実績はない。

進捗状況を示すデータ
項目１ 風致地区

項目３

年度

項目２ 緑の基本計画策定市町数



単位 ｈａ
Ｈ２ Ｈ１４ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

288 288 288 288 288 288

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全   （2） 　緑地等の保全　イ 沿岸地域及び島しょにおける緑地の確保

該当箇所本文

　広島市等における都市公園整備事業、大竹港等における港湾環境（緑地等施設）整備事業及び豊島横田漁港等
における漁港環境（緑地等施設）整備事業等により、緑地の整備を推進する。また、都市緑地保全法に基づく緑地
保全地区域、特別緑地保全地区及び緑化地域、都市計画法に基づく風致地区（9箇所、3,908、908ha指定済）及び
並びに「広島県自然環境保全条例」に基づく緑地環境保全地域（9箇所、288ha指定済）の地区指定を進め、その保
全に努める。また、都市における緑地の保全と緑化の推進を総合的かつ計画的に行うため、都市緑地法に基づく
「緑の基本計画」の策定を促進する。
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施策名 緑地環境保全地域の指定等

担当部局 広島県環境県民局環境部　　　　　　　

施
策
の
概
要

１）「広島県自然環境保全条例」に基づく「緑地環境保全地域」を指定し、市街地やその周辺地域の緑地等の保全を図ります。

２）港湾環境整備事業
　港湾内における緑の確保や港湾の修景、ならびに港湾内就労者の休息や周辺住民の余暇活動の場として緑地を整備する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）　Ｈ２１．４．１現在
　　緑地環境保全地域　９箇所（西国寺，大坊，蓮華寺山，古鷹山，立花，榊山，日高庄，亀山八幡神社，天神鼻）　２８８ha

２）港湾環境整備事業
・尾道糸崎港（松浜地区）緑地整備　0.6ha
・横田港（坊地地区）緑地整備　0.83ha
・大竹港（東栄地区）緑地整備　2.0ha

進捗状況を示すデータ
項目１ 緑地環境保全地域

項目３

緑地環境保全地
域面積

項目２



単位 ｍ
３

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
60,488 33,737 28,256 25,904 25,512 29,054 28,692

単位 ｍ
３

H18 H19 H20
2,900 4,000 4,100

単位

年度

項目２ 伐倒駆除等

項目３

施
策
の
概
要

　保安林等公益機能等の高い保全すべき松林の一層の重点化を図りつつ、伐倒駆除、特別伐倒駆除（被害木の焼却・破砕）等を実施する
とともに、感染源を除去するために、保全する松林の周辺松林の樹種転換を推進する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）森林病害虫駆除事業
　松くい虫の的確な防除を実施することにより、そのまん延を防止し、森林の保全を図る。
　　H20実績　　　　地上散布　        ３５ha

　　　　　　　　 　　伐倒駆除　   　　 ３，５５８m
3

                     特別伐倒駆除　　２４６m
3

　　　　　　　　　 　緊急防除　　　　　３００m
3

（２）ひろしまの森づくり事業（環境貢献林整備事業）
　手入れが十分されず放置され、緊急に整備が必要なスギ・ヒノキの人工林について、強度間伐による針広混交林への誘導や間伐等を実
施
１）人工林対策
　  H20実績　人工林整備面積　　　　１，３３２ｈａ
２）里山林等対策
　　H20実績　整備面積　　　　　　　　　４２４ha
　　　　　　　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等への支援　　96件、延11，900人

進捗状況を示すデータ
項目１ 松くい虫被害材積の推移

施策名 　森林病害虫の防除

担当部局 広島県農林水産局

Ｎｏ

該当箇所 　２　自然景観の保全　（２）緑地等の保全　ウ　健全な森林の保護育成のための事業等の実施

該当箇所本文
　森林環境保全整備事業及び水源林の整備等を積極的に推進するとともに、森林病害虫の防除及び治山事業を
促進することにより、健全な森林の保護育成を図る。

95



単位

単位

単位

該当箇所本文
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施策名 山口県自然環境保全条例の概要

担当部局 山口県環境生活部自然保護課

Ｎｏ

該当箇所 第3-2-(2)-ｱ

項目１

山口県自然環境保全条例（昭和49年条例第４号）に基づき指定されている霜降山ほか７箇所（1,748ha）の緑地環境
保全地域及び蒲井八幡宮樹林ほか27箇所（44ha）の自然記念物については、これらの優れた自然環境を適切に保
全するとともに新たな指定を進める。

施
策
の
概
要

山口県自然環境保全条例は、山口県内における良好な自然環境を保全し、自然環境の保全に関する施策を推進するとともに、自然環境を
損なう行為を防止し、現在及び将来の住民のための健全な生活環境を確保することを目的とする。

●指定要件
　 以下のいずれかに該当するもの
　（緑地環境保全地域）
１）森林、湖沼、渓谷、海浜、山岳等の所在する地域のうち、良好な自然環境を形成している緑地の区域
２）郷土的に特色のある建造物、史跡等が周囲の風致と一体をなして良好な自然環境を形成している緑地の区域
３）市街地及びその周辺において、良好な生活環境を形成している緑地の区域

　（自然記念物）
１）動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む）
２）植物（生育地を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等のうち
３）地質鉱物（特異な自然の現象を生じている土地を含む）

・住民に親しまれているもの
・由緒のあるもの
・学術的価値のあるもの

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

項目２

項目３



単位 ㎡/人
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 13.0 13.3

単位

単位
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施策名 沿岸都市地域における緑地の確保に関する取組

担当部局 山口県土木建築部都市計画課

該当箇所

該当箇所本文

Ｎｏ

第3-2-(2)-ｲ

平成18年度には下関市ほか11市町の都市公園整備事業を実施しており、今後、他地域においても積極的に事業
の促進を図る。また、都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づき風致地区として指定されている岩国市の錦帯
橋ほか20箇所においては、風致地区内における建築物等の規制に関する条例（昭和45年条例第5号）に基づく許
可制度の適切な運用を図るとともに、更なる緑地の確保のため、風致地区の追加指定や都市緑地法に規定する特
別緑地保全地区の新規指定等を行う。

施
策
の
概
要

都市公園は、都市における貴重な緑とオープンスペースを提供するとともに、以下のような役割を果たしている。
　
１）都市の安全性を向上させ、地震などの災害から市民を守る。
震災・大火などの震災時に、避難地、避難路、延焼防止、復旧・復興の拠点となる。

２）良好な都市環境を提供する。
地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全による良好な都市環境となる。

３）市民の活動の場、憩いの場を形成する
緑とオープンスペースは、子どもからお年寄りまでの幅広い年齢層の自然とのふれあい、レクリエーション活動、健康運動、文化活動等多様
な活動の拠点となる。

４）豊かな地域づくり、地域の活性化に不可欠
中心市街地のにぎわいの場となる公園・広場、地域の歴史的・自然的資源を活用した観光振興の拠点となり、地域間の交流・連携となる緑
とオープンスペースの確保は、快適で個性豊かな地域づくりに必要不可欠である。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

(1) 都市公園等の整備
  国においては、２１世紀初頭に向けて、国民が豊かさを実感できる緑豊かな生活環境を形成するために、これまで「緑の政策大綱」（６年７
月）並びに同大綱のアクションプログラムである「グリーンプラン2000」（８年１２月）等の策定を行い、都市における総合的かつ計画的な緑地
の保全、整備を推進しているところである。なお、長期的には住民１人あたりの都市公園等面積を２０㎡とすることを目標にしている。
 

　本県では、都市計画区域内人口１人当たりの都市公園面積を平成２２年度に１３．０㎡とすることを目標に都市公園の整備を進めてきた
が、平成１９年度に達成したことから、「やまぐち未来デザイン２１（第六次実行計画）」において、平成２４年度に１３．４㎡とすることを新たな
目標として、鋭意整備を進めている。

進捗状況を示すデータ
項目１ 都市公園整備率

項目２

項目３



単位

単位

単位

　イ　沿岸都市地域における緑地の確保
　港湾周辺の緑地を確保するため、徳島小松島港等において港湾環境整備事業（緑地等施設）を積極的に促進す
るものとする。

施
策
の
概
要

　徳島小松島港（沖洲地区）は、第１期事業として当面緊急性の高い施設を選択し段階施行により実施したため、緑地が少なく (緑地率 1%、
全国実績値 約7%)、マリンピア沖洲内港湾就労者や地域住民のための休息の場、憩いの場が充分確保されていない状況である。このた
め、マリンピア沖洲内港湾就労者から緑地の整備について要請が出されており、また、港内における緑地率の向上のためにも、緑地整備を
早急に行う必要がある。そして、緑地を整備することにより、埋立地及び周辺地域の環境面の向上を図り、港湾内の就労者や地域住民に対
する休息の場、憩いの場として多目的に利用することのできる緑地を提供する。

項目１

該当箇所本文

マリンピア沖洲第二期事業

担当部局

進捗状況を示すデータ

徳島県　県土整備部　港湾空港企画課

施策名

年度

項目３

98Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（２）　緑地等の保全

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　港湾周辺の緑地等の整備のため、平成１７年２月に公有水面埋立免許を取得し、平成１７年９月より工事に着手した。また、工事中の周辺
環境への影響を考慮し、環境監視を目的としたモニタリングの実施を同時に実施しながら整備を行っている。
　平成２２年春に供用開始の予定。

年度

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　(2)　緑地等の保全　イ　沿岸都市地域における緑地の確保

該当箇所本文
　沿岸都市地域における緑地を確保するため、表－１のとおり、高松市、丸亀市における都市公園整備事業及び高
松港等3箇所における港湾環境整備事業を積極的に推進するものとする。
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施策名 沿岸都市地域における緑地の確保

担当部局 香川県　土木部　港湾課

施
策
の
概
要

・高松港(朝日地区)港湾環境整備
1)高松港朝日地区に港湾緑地44,300㎡を整備する。

2)本事業では、地区内に多数の就業者がいる当地区で、港湾就業者のための休息機能を有する緑地を整備するとともに、地域住民も気軽
に訪れ、イベント等にも対応できる緑地整備を行う。また、本緑地では、耐震強化岸壁に隣接して整備することにより、災害発生時の防災拠
点として避難緑地の機能を果たすものである。これにより、港湾環境の保全、地域生活環境の向上が図られる。

事業期間：平成17年度～平成25年度

・高松港（香西（西）地区）港湾環境整備
１）高松港香西(西)地区に港湾緑地16,300㎡を整備する

２）本事業では、地域住民の交流を図る場所として緑地の整備を行う。子供からお年寄りまで多くの市民が地域・世代間交流を深め、心身の
健康維持増進を図る。

事業期間：平成21年度～平成22年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



港湾関連

港湾環境整備事業

N

緑地（4.4ha）

緑地(4.4ha)

港湾環境整備

高松港　朝日地区



高松港　香西(西)地区

港湾環境整備事業

緑地
(1.6ha)

N



単位 ha
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

201 201.1 200 186 183 195 172 193

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２．自然景観の保全　（２）緑地等の保全　ウ　健全な森林の保護育成のための事業等の実施

該当箇所本文
　健全な森林の保護育成を図るため、保安林整備管理事業及び林地開発指導監視等事業等を積極的に推進する
ものとする。また、森林病害虫等の被害対策を進めるとともに、治山事業及び森林整備事業を促進するものとす
る。
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施策名 松くい虫の防除

担当部局 香川県　環境森林部　みどり整備課

施
策
の
概
要

　香川県の松くい虫被害は昭和46年度から増加の一途をたどり、昭和54年度にピークを迎え、その後は減少傾向を示している。この間、守
るべき松林を重点的に防除する施策を実施してきており、地域の実態や被害状況等に応じた防除対策に取り組んでいる。防除方法として
は、薬剤による空中散布、地上散布、樹幹注入及び被害木の伐倒駆除、特別伐倒駆除並びに発生源をなくすための樹種転換等がある。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・白砂青松の景観保全また海岸部、島嶼部の松林は魚つき保安林、保健保安林など松林の公益的機能の確保の観点から、松くい虫防除
事業を行っている。
・薬剤予防散布にあたっては周辺環境への薬剤の飛散等に配慮して行っている。

進捗状況を示すデータ
項目１ 瀬戸内海関係地域での薬剤予防面積

項目３

年度

項目２



単位 ha
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

3.43 5.58 5.27 4.28 8.87 13.71 13.15

単位

単位

造林補助

項目２

項目３

施
策
の
概
要

森林の持つ公益的機能の維持増進を図るため、植栽等の森林整備事業に対し補助を実施する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

島嶼部における火災跡地の森林機能の回復のために、植栽、保育事業に対し補助を実施した。

進捗状況を示すデータ
項目１ 植林面積

施策名 造林事業補助

担当部局 香川県　環境森林部　みどり整備課

Ｎｏ

該当箇所 ２．自然環境の保全　　（２）緑地等の保全　　　ウ　健全な森林の保護育成のための事業等の実施

該当箇所本文
　健全な森林の保護育成を図るため、保安林整備管理事業及び林地開発指導監視等事業等を積極的に推進する
ものとする。また、森林病害虫等の被害対策を進めるとともに、治山事業及び森林整備事業を促進するものとす
る。
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単位 ha
H16 H17 H18 H19 H20 計

5.13 4.93 4.54 4.00 4.90 23.50

単位 ha
H14 H15 H16 H17 H18 H19 計

2.00 8.17 6.26 5.91 6.69 2.60 31.63

単位

年度

項目２ 本島緑化復旧面積

項目３

施
策
の
概
要

山林火災等により焼失・荒廃した島嶼部における森林を早急に復旧するため、治山事業等を実施する。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

(1)島嶼部における山林火災跡地の復旧
①直島
平成16年1月に直島町風戸山で発生した山林火災（焼失面積122ha）について、焼失面積の約5割にあたる60haを県（治山事業）・町・一般企
業等が連携して緑化復旧に努めている。（平成20年末復旧面積：約23.5ha）
②本島
平成14年8月に丸亀市本島で発生した山林火災（焼失面積160ha）について、県（治山事業）・ボランティア団体等により緑化復旧に努めてい
る。（平成19年末復旧面積：約30ha）

進捗状況を示すデータ
項目１ 直島緑化復旧面積

施策名 治山事業、森林整備事業

担当部局 香川県　環境森林部　みどり整備課

Ｎｏ

該当箇所 ２．自然景観の保全　（2）緑地等の保全　ウ　健全な森林の保護育成のための事業等の実施

該当箇所本文
　健全な森林の保護育成を図るため、保安林整備管理事業及び林地開発指導監視等事業等を積極的に推進する
ものとする。また、森林病害虫等の被害対策を進めるとともに、治山事業及び森林整備事業を促進するものとす
る。
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単位 件
Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ H18 H19 H20

23 21 88 38 36 71

単位 件
Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ H18 H19 H20

19 19 83 33 27 51

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２．自然景観の保全　　（２）緑地等の保全　エ　緑地修景措置

該当箇所本文 　　「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」に基づく事前協議において、跡地緑化計画の策定を指導するとと
もに、みどりの保全協定を締結し、跡地緑化に係る保証措置を講じることにより緑の修復に努めるものとする。
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施策名 「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」の概要

担当部局 香川県　環境森林部　みどり保全課

施
策
の
概
要

「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」の概要

　香川県では、狭あいな県土で高度な土地利用が行われており、県土の保全、水資源のかん養等みどりが有する公益的機能の重要性にか
んがみ、平成14年3月に「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」を制定し、一定規模以上の土地開発行為を行う場合に、事業者に知
事への事前協議を義務付け、みどりを保全するために必要な土地利用の調整を行うとともに、森林等を開発する場合の跡地緑化を確実な
ものとするため、「みどりの保全協定」の締結を義務付けることにより、快適な環境の確保に資するみどりの保全に努めている。

　 ・対象行為：土石の採取、土砂埋立等の土地開発行為
　 ・対象面積：１ｈａ以上又は森林が0.1ｈａ以上
 　・事前協議制度：関係法令の許認可申請に先立ち、開発計画に係る協議・調整
　 ・みどりの保全協定：跡地緑化のための保障措置(現金保証又は組合保証)
 　・施行日：平成15年4月1日

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 事前協議件数

項目３

年度

項目２ 「みどりの保全協定」締結件数



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（２）緑地等の保全

該当箇所本文

　瀬戸内海の島嶼部及び海岸部における草木の緑は、瀬戸内海の景観を構成する重要な要素である。
　本県の島嶼部及び海岸部の植生は、アカマツ、クロマツ等の針葉樹、シイ、カシ等の照葉樹である。特に、クロマ
ツは白砂青松の景観を呈し、瀬戸内海のシンボル的な存在であるが、松林は、松くい虫による被害のため減少して
きている。また、各種開発により自然緑地も減少してきている。
　このため、新しい愛媛県林政計画（平成１２年６月２８日策定）に基づき、森林づくりを推進するとともに、現状の緑
を極力維持し、かつ積極的にこれを育てるため、次のような施策を推進するものとする。
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施策名 新しい愛媛県林政計画（平成１２年６月２８日策定）

担当部局 愛媛県農林水産部森林局森林整備課

施
策
の
概
要

　森林の整備を進めるうえで、重視する視点を｢水土保全｣、｢森林と人との共生｣、｢資源の循環利用｣とし、それぞれの目的に応じて、森林の
持つ多様な機能が十分に発揮されるよう、条件に応じた人工林の質的転換を図るなど、めぐみ豊かな｢えひめの森林｣を創造することとす
る。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○公益的機能の高度発揮
　・快適な森林環境及び森林景観を保全、創出するため、病虫害に対して抵抗力の強い樹種の植栽などを図ることにより、森林構成の多様
化を推進。
　・松枯れ跡地への植栽は、適地適木を基本に樹種を選定し、更新する場合にあっては、抵抗性のある苗木の使用を推進するとともに、そ
の供給体制を整備。
○松林保護の徹底
　・森林害虫防除員などによる森林の適切な保全管理体制の整備を行い、森林被害の未然防止に努めるとともに、地域主体の早期防除体
制を強化し、予防措置を積極的に講じ、被害の拡大防止に努める。

項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位

・都市において緑とオープンスペースを確保し、地球環境問題への対応、地域の防災性の向上、都市の景観性の向上、豊かな地域づくりへ
の対応等に寄与するため、都市公園の整備を進める。

・都市公園の整備及び都市における緑地の保全について、社会資本整備重点計画に位置づけられており、目標指標として「都市域における
水と緑の公的空間確保量１３㎡／人（Ｈ１９）→１４㎡／人（Ｈ２４）」とされている。

・北九州市において、緑とオープンスペースの整備及び保全を図るため、県営中央公園の整備を行っている。

項目２

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

項目３

Ｎｏ

該当箇所 ２．自然景観の保全　　　（２）緑地等の保全

該当箇所本文
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イ　沿岸都市地域における緑地の確保
沿岸都市地域における緑地を確保するため、北九州市のほか５市町における都市公園整備
事業、北九州港及び苅田港等における港湾環境施設（緑地等施設）整備事業等を進めるとともに、都市緑地法に
基づく特別緑地保全地区（平成20年度末現在17か所83ha指定済み。）及び都市計画法に基づく風致地区（同現在
15か所12,871ha指定済み。）における規制の徹底を図るものとする。

また、「福岡県広域緑地計画（仮称）」及び「福岡県新緑化構想（仮称）」に基づき都市に
おける緑とオープンスペースの総合的な整備及び保全を図るものとする。

沿岸都市地域における都市公園整備事業実施市町
北九州市　行橋市　豊前市
苅田町　　築上町　吉富町
港湾環境施設（緑地等施設）整備事業実施箇所
北九州港：西海岸、日明、八幡、響灘東及び若松地区
苅田港：松山地区
都市緑地法に基づく特別緑地保全地区
北九州市17地区83.3ha
都市計画法に基づく風致地区
北九州市15地区12,870.7ha

施策名

福岡県建築都市部公園街路課

都市公園整備事業

項目１

担当部局



単位
～H13 H14 H15 H16

191 180 90 0 百万円

単位
H16 H17 H18 H19

375 213 366 0 百万円

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２自然景観の保全（２）緑地等の保全

該当箇所本文
イ　沿岸都市地域における緑地の確保
沿岸都市地域における緑地を確保するため、北九州市のほか２市町における都市公園整備事業、北九州港及び
苅田港等における港湾環境施設（緑地等施設）整備事業等を進める。
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施策名 苅田港の整備

担当部局 福岡県　県土整備部港湾課

施
策
の
概
要

　重要港湾苅田港においては、苅田港港湾計画を策定し、それに基づき港湾施設の整備を実施している。港湾計画において緑地（港湾環
境整備施設）を本港地区６ｈａ、南港地区２１ｈａ、新松山地区２４ｈａを位置付けている。

本港地区

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　港湾環境整備施設（緑地）は、（１）新松山地区において松山緑地３．０ｈａを整備し平成１６年度に完成している。（２）本港地区において磯
浜緑地１ｈａを整備し平成１９年度に完成している。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

松山地区

項目２



１．国定公園及び県立自然公園区域内において、ＮＰＯ等が実施する植樹などに対し、補助を行う。

単位

単位

単位項目３

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１．耶馬日田英彦山国定公園区域内の犬ヶ岳にて、地方公共団体（豊前市）、ＮＰＯ等の団体による植樹が実施された。

項目２

保安林整備事業等の保安施設事業、森林保全事業を促進し、また、森林病害虫防除対策を進め、健全な森林の保
護育成に努めるものとする。

施策名 自然公園パートナーシップ事業

担当部局

107【終了】

進捗状況を示すデータ
項目１

福岡県　環境部　自然環境課　自然公園係

施
策
の
概
要

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（２）緑地等の保全　ウ　健全な森林の保護育成のための事業等の実施

該当箇所本文



１）実施事例
①苅田臨空産業団地

単位

単位

単位

１）３ha以上の開発行為に当たっては、事業者に福岡県環境保全に関する条例に基づき自然環境の破壊の防止及び植樹等に
よる自然の回復策について指導を実施している。

　開発行為に伴う届出の手続き時に、福岡県レッドデータブック2001掲載種であるハマサジ（絶滅危惧Ⅱ類）の生育が確認され
たため、事業者に福岡県環境保全に関する条例に基づき自然破壊の防止及び植樹等による自然の回復策を指導し、平成１７
年１０月７日に移植が実施された。

項目２

項目３

進捗状況を示すデータ
項目１

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

施策名 福岡県環境保全に関する条例

担当部局 福岡県　環境部　自然環境課　環境影響審査係

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（２）緑地等の保全　エ　緑地修景措置

該当箇所本文
開発事業の許可等に当たっては、福岡県環境保全に関する条例に基づき自然環境の破壊の
防止策及び植樹等による自然の回復策について指導するとともに、都市緑地保全法に基づく緑地協定の締結を進
め、緑の修復に努めるものとする。
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単位

単位 基

単位 基

年度

（１）登録制度
　　岩石の採取に伴う災害を未然に防ぐため、採石業を行おうとする者の資質面を審査するものである。
　　採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
（２）採取計画の認可制度
　　災害の未然防止を図るため、さらに認可制度が採用されている。
　　採石業者の登録を受けた者が実際に岩石の採取を行う際は、岩石採取場の所在地を管轄する都道府県に対し、岩石
採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければならない。

　採石法に基づく岩石採取計画の認可の際には、隣地の崩壊を防止するため保全区域の設置、また、採取跡地の順次
緑化(他用途に活用する計画がある場合等を除く）を指導することにより、緑地の保全に努めている。

年度

項目２

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

項目３

年度

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（２）　緑地等の保全　

該当箇所本文
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担当部局

　良好な自然環境を有する沿岸地域及び島しょにおける林地を確保するため、保安林の整備を進
めるとともに、保安制度及び林地開発許可制度により林地の開発に係る規制の適正な運用を図
る。また、採石法及び砂利採取法に基づく採取計画の認可及び海岸法に基づく許可に際しては、
緑地等の保全について十分配慮するものとする。

施策名

進捗状況を示すデータ

福岡県商工部工業保安課

採石法に基づく岩石採取計画の認可

項目１



単位 ha
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
123.3 0.2 12.5 13.1 4.4 4.2 4.0 6.2

単位

単位

項目２

項目３

進捗状況を示すデータ 別添グラフを参照
項目１ 供用開始面積

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　平成６年度に事業着手し、ワールドカップサッカー大会が開催された平成１４年までを１期計画、平成２０年開催の国体までを２期計画と
し、公園施設整備完了後、随時部分供用を行っている。

施
策
の
概
要

　大分スポーツ公園は、別府湾の海岸部から南へ約１０ｋｍほどの大分市のほぼ中央に位置し、標高４０ｍから１３０ｍの丘陵地にありま
す。広さは、２５３ｈａであり、市街地に隣接する緑豊かな自然環境に恵まれた所にあります。
このため、公園整備の基本方針として、地形や植生等の自然条件を考慮し、生態系の保存に配慮した公園整備をしており、広大な園内には
保全エリアを設け、自然をそのまま残し、動植物の生息する場所と人が利用する空間とに分けるなど、様々な配慮をした公園づくりをしてい
ます。

　事業の概要は下記のとおり。

所在地　：　大分市大字松岡、横尾地区
面　積　：　２５３ha（うち既存の高尾山自然公園　約６０haを含む）
公園主要施設　：　総合競技場、サブ競技場、投てき場、多目的広場、テニスコート、駐車場等

施策名 　スポーツ公園整備事業

担当部局 　大分県土木建築部公園・生活排水課

Ｎｏ

該当箇所 　　２　自然景観の保全　(2)　緑地等の保全  イ

該当箇所本文

　都市計画法に基づく風致地区（現在７か所、4,793.8ha指定済）及び都市緑地保全法に基づく緑地保全地区の指定
を進め、規制の徹底を図るものとする。
　なお、都市における緑とオープンスペースの総合的整備及び保全を図るための方針である緑の基本計画を策定
する。
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松くい虫防除事業

地上散布 予防 ：地上から動力噴霧器で薬剤を散布する。

伐倒駆除 駆除 ：被害木を伐倒し薬剤を散布する。

特別伐倒駆除 駆除 ：被害木を伐倒し焼却又は破砕する。

樹幹注入 予防 ：被害木を伐倒し焼却又は破砕する。

松くい虫の被害量

（１）松くい虫の事業が開始されたＳ４５年は、７，９２９ｍ
３
の被害であった。

被害ピークは、昭和４８年で１０２，４３２ｍ
３
であり、年々被害量は減少している。

平成２０年の被害量は７７４ｍ
３
である。

単位 千ｍ
３

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H18 H19 H20
52 27 17 20 8 2 1 1 1

単位

単位

項目２

項目３

森林保全管理事業及び緑化推進事業等を積極的に推進するとともに、松くい虫の防除対策を進め、さらには、治山
事業を促進することにより健全な森林の保護育成に努める。

施策名 松くい虫防除事業

担当部局 大分県農林水産部森との共生推進室

項目１ 松くい虫の被害量

Ｎｏ

該当箇所 ２．自然景観の保全（２）緑地等の保全　ウ

健全な森林の保護育成のための事業等の実施

該当箇所本文
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施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ



単位
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

208 210 212 213 215 217 219 220 221

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２自然環境の保全　（３）史跡、名勝、天然記念物等の保全

該当箇所本文

　 兵庫県文化財保護条例による史跡として輿塚古墳等が、天然記念物として諭鶴羽山のアカガシ群落、沼島のウ
ミウ渡来地等がある。
　これら瀬戸内海の自然景観と一体をなしている文化財については、良好な状態で保全されるよう関係法令に基づ
く規制の徹底を図るとともに、保存修理、環境整備等の対策を積極的に推進するものとする。
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施策名 文化財の保存と活用

担当部局 兵庫県教育委員会事務局文化財室

施
策
の
概
要

１）兵庫県文化財保護条例により、県の区域内に存する記念物のうち、重要なものを兵庫県指定史跡名勝天然記念物として指定し、保護
と活用を図っている。

２）指定した史跡名勝天然記念物については、現状変更等について許可制をとり規制をかけるとともに、修理等に際し必要な経費につい
ては補助を行い、史跡名勝天然記念物の保全を図っている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）兵庫県指定史跡名勝天然記念物の指定
［史跡］輿塚古墳 等

［名勝］太山寺成就院庭園 等

［天然記念物］沼島のウミウ渡来地 等

進捗状況を示すデータ
項目１ 史跡名勝天然記念物指定件数（各年４月１日現在）

項目３

年度

項目２



単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

１　広島県文化財保護制度の目的及び概要
　広島県の文化財保護制度は、文化財保護法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもののうち重要なも
のについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを
目的とする。
　具体的な施策としては、重要な文化財の指定及び選定、指定文化財の管理に関する許認可及び指導・助言、文化財保存のための経費の
補助、その他文化財の管理の指導等がある。

２　文化財の指定及び選定
　指定及び選定は、県の区域内にある文化財（国指定・選定文化財を除く）のうち県にとって重要なものを対象に行うことができる。指定文化
財の種類として、広島県重要文化財、広島県無形文化財、広島県有形民俗文化財、広島県無形民俗文化財、広島県史跡、広島県名勝、広
島県天然記念物が、選定文化財の種類として広島県選定保存技術がある。

３　保存のための経費の補助と税の優遇措置等
１）経費の補助
　所有者等が行う、文化財の保存修理・整備等への補助は、原則として国又は県が指定した文化財を対象とするが、広島県教育委員会教
育長が適当と認める場合は指定外の文化財保存事業も対象となる。
　補助金の額は予算の範囲内で教育長が定める。
２）税の優遇措置
　指定文化財に対する県独自の税の優遇措置等はない。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

指定文化財にかかる現状変更の状況（平成１４年度～平成２０年度）

　　　　　　　　　　平成14年度　平成15年　　平成16年　　平成17年　　平成18年　　平成19年　　平成20年
国指定文化財　　　　　　　　　　　　58　　　　　　　60　　　　　　　60　　　　　　58　　　　　　73　　　　　　　74

県指定文化財　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　16　　　　　　　18　　　　　　20　　　　　　17　　　　　　　18
　
　＊平成14年度は年度途中からとなるためカウントしていない

指定文化財保存修理・整備事業への補助（平成１４年度～平成２０年度）
　別紙のとおり

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 広島県指定文化財保護の取り組み

担当部局 広島県教育委員会　　　　　　　　

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然環境の保全　（３）　史跡、名勝、天然記念物等の保全

該当箇所本文

　本県区域には、文化財保護法に基づき指定されている特別史跡・特別名勝の厳島、名勝の鞆公園、史跡の朝鮮
通信使遺跡（鞆福禅寺境内）、天然記念物の瀰山原始林、アビ渡来群游海面、ナメクジウオ生息地、スナメリクジラ
廻游海面、国宝・重要文化財の厳島神社、向上寺三重塔、磐台寺観音堂、桂濱神社本殿、林家住宅、吉原家住宅
等があり、また、広島県文化財保護条例に基づき指定されている広島県史跡の万葉集遺跡長門島松原、伝清盛
塚、広島県天然記念物の仙酔島の海食洞窟等がある。
　これら瀬戸内海の自然景観と一体をなしている文化財は、できるだけ良好な状態で保全されるよう関係法令に基
づく規制を徹底するとともに、防災施設の設置、保存修理及び環境整備等の対策を積極的に推進する。
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対象地域内において県が経費補助を行った文化財保存修理事業

１　広島県指定文化財（経費の1/2を補助）

市町村 種　　別 文化財の名称及び事業内容 H１４ H１５ H１６ H１７ H１８ H１９ H２０

福山市 県史跡 相方城跡環境整備 ○

広島市 県天然記念物 新庄の宮の社叢保護増殖 ○ ○ ○ ○ ○ ○

広島市 県天然記念物 馬木八幡の社叢保護増殖 ○ ○ ○ ○ ○ ○

広島市 県天然記念物 馬木八幡の社叢保護増殖(災害復旧) ○

呉市 県史跡 石泉文庫及塾僧叡之墓保存修理 ○

三原市 県史跡 貞丸古墳保存修理 ○ ○

福山市 県史跡 神辺本陣保存修理 ○

加計町 県名勝 吉水園(災害復旧) ○

廿日市市 県重要文化財 極楽寺本堂保存修理(災害復旧) ○

呉市 県重要文化財 住吉神社本殿・瑞垣及び門保存修理（災害復旧） ○

広島市 県天然記念物 長束の蓮華松樹勢回復 ○ ○ ○ ○

福山市 県重要文化財 光照寺鐘撞堂保存修理 ○ ○

東広島市 県天然記念物 福成寺の巨樹群保護増殖 ○

東広島市 県重要文化財 木造薬師如来坐像保存修理 ○

三原市 県重要文化財 木造日光菩薩立像ほか収蔵施設修理 ○

広島市 県天然記念物 東野のモッコク保護増殖 ○

三原市 県天然記念物 莇原のオガタマノキ保護増殖 ○

庄原市 県天然記念物 上高野山の乳下りイチョウ保護増殖 ○

東広島市 県天然記念物 小奴可の要害桜保護増殖 ○

安芸太田町 県名勝 吉水園保存修理 ○

安芸太田町 県史跡 下筒賀の社倉保存修理 ○

福山市 県重要文化財 神辺本陣保存修理 ○

竹原市 県史跡 賴惟清旧宅保存修理 ○

三原市 県重要文化財 紙本著色仏涅槃図保存修理 ○

尾道市 県重要文化財 西國寺仁王門防災施設 ○

呉市 県史跡 大浜の社倉保存修理 ○

呉市 県史跡 若胡子屋跡防災施設 ○

呉市 県史跡 御手洗七卿落遺跡防災施設 ○

呉市 県史跡 石泉文庫及塾・僧叡之墓防災施設 ○

呉市 県史跡 若胡子屋跡保存修理 ○ ○

福山市 県史跡 備後安国寺保存修理 ○

江田島市 県天然記念物 鹿川のソテツ保護増殖 ○

２　国指定文化財（国庫補助残の一定割合を補助）

市町村 種　　別 文化財の名称及び事業内容 H１４ H１５ H１６ H１７ H１８ H１９ H２０

廿日市市 重要文化財 林家住宅防災設備 ○

尾道市 重要文化財 浄土寺宝庫保存修理 ○

廿日市市 国宝・重要文化財 厳島神社本社幣殿・拝殿保存修理 ○

尾道市 重要文化財 吉原家住宅主屋及び附鎮守社保存修理 ○ ○ ○

広島市 重要文化財 國前寺本堂保存修理 ○ ○ ○ ○ ○

福山市 国宝・重要文化財 明王院防災施設 ○

廿日市市 国宝・重要文化財 厳島神社本社祓殿及び西廻廊保存修理 ○ ○

尾道市 重要文化財 吉原家住宅主屋他防災施設 ○

広島市 名勝 縮景園保存修理（災害復旧） ○

福山市 特別史跡 廉塾ならびに菅茶山旧宅保存修理（災害復旧） ○

尾道市 重要文化財 天寧寺塔婆保存修理(災害復旧) ○

尾道市 国宝 向上寺三重塔保存修理(災害復旧) ○

廿日市市 国宝・重要文化財 厳島神社本社祓殿ほか29棟保存修理(災害復旧) ○ ○

尾道市 重要文化財 浄土寺裏門保存修理(災害復旧) ○ ○

福山市 重要文化財 磐台寺観音堂保存修理(災害復旧) ○ ○

尾道市 重要文化財 浄土寺裏門保存修理 ○ ○

東広島市 重要文化財 福成寺須弥壇及び厨子防災施設 ○

尾道市 重要文化財 浄土寺露滴庵環境保全 ○

竹原市 伝統的建造物群保存竹原市竹原地区重伝建保存地区保存修理 ○ ○ ○

呉市 伝統的建造物群保存呉市豊町御手洗地区重伝建保存地区保存修理 ○ ○ ○

福山市 史跡 朝鮮通信使遺跡鞆福禅寺境内保存修理 ○

尾道市 重要文化財 浄土寺方丈ほか５棟保存修理 ○ ○

尾道市 重要文化財 西國寺金堂・三重塔防災施設 ○

廿日市市 重要文化財 林家住宅主屋・表門保存修理 ○ ○

廿日市市 重要文化財 厳島神社摂社大元神社本殿保存修理 ○

広島市 重要文化財 世界平和記念聖堂防災施設 ○



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 第3-2-(3)

該当箇所本文

瀬戸内海には多種多様な史跡、名勝、天然記念物等が数多く存在し、文化財保護法（昭和25年法律第214号）、山
口県文化財保護条例（昭和40年条例第10号）に基づき指定され、恒常的な保存が図られている。これらの文化財
の景観・環境を保全するため、法または条例に基づいた規制を徹底し、積極的な保護対策を講ずるものとする。
なお、未指定の史跡、名勝、天然記念物等の緊急調査を実施し、重要なものについては新たな指定を行う。
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進捗状況を示すデータ

施策名 史跡、名勝、天然記念物等の保全の取組

担当部局 山口県教育庁社会教育・文化財課

施
策
の
概
要

１）山口県文化財保護条例に基づき、史跡、名勝、天然記念物等の指定を行う。

２）文化財保護法、山口県文化財保護条例に基づき、現状変更等の規制を行い、許容できるものについては文化庁
 又は山口県教育委員会が許可する。

３）史跡、名勝、天然記念物等の保護対策を講ずる。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）史跡、名勝、天然記念物等の指定地で開発をしようとする事業者と事前協議し、必要がある場合は事業内容の変更等を求めた。
　　開発行為の許可申請があったものについては、文化財保護法、山口県文化財保護条例に基づき、許容できるものは、文化庁又は
　　山口県教育委員会が許可を行った。
　　　・国指定天然記念物　峨嵋山樹林　園地整備
　　　・県指定天然記念物　蓋井島のヒゼンマユミ群落　竹伐採　　　など
 
（２）特別天然記念物八代のツルおよびその渡来地について、ツルの保護対策を講じている。
　　　・八代のツル渡来数回復対策事業（毎年）

（３）市町が行う史跡、名勝、天然記念物の保存修理事業等への支援を行っている。（毎年）
　　　・国指定史跡　萩往還（三田尻御茶屋）保存修理
　　　・国指定天然記念物　　光のクサフグ産卵地　説明板設置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

項目１

項目２

項目３



単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

１）国指定文化財については、国庫補助事業により文化財の巡視等の文化財保護管理指導事業を実施している。

２）文化財保護法により史跡、名勝、天然記念物に指定されたもの以外で、重要なものを香川県文化財保護条例により県指定史跡、名勝、
天然記念物として指定することができる。

３）県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等を行う場合は、香川県教育委員会の許可を受けなければならない。

４）町に所在する国指定史跡名勝天然記念物の現状変更のうち、軽微なものは県教育委員会が許可を行う。

５）所有者等が行う保存修理事業について、経費の補助をすることができる。補助率は50パーセント以内である。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）文化財保護管理指導事業は、事業額2,000千円で継続して実施している。

２）県指定史跡名勝天然記念物の数は、　平成 21年12月末で、史跡32、名勝１、天然記念物 29である。

３）県指定史跡名勝天然記念物の現状変更許可件数は、平成12年度　3件、平成14年度　1件、平成15年度　9件、平成16年度　5件、平成
17年度　3件、平成18年度　4件、平成19年度　4件、平成20年度　4件、平成21年度　6件（12月末現在）である。

４）国指定史跡名勝天然記念物の県教育委員会の許可件数は、平成12年度　2件、平成14年度　１件、平成20年度　3件である。

５）所有者等が行う保存修理事業は、平成12年度　9件　5,167千円（県費1/2補助、以下同じ）、平成13年度　5件　2,390千円、平成14年度　7
件　3,091千円、平成15年度　6件　5,705千円、平成16年度　7件　3,345千円、平成17年度　9件　2,942千円、平成18年度　6件　1,378千円、
平成19年度　4件　1,547千円、平成20年度　4件　875千円　、平成21年度　832千円(12月末現在）である。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 史跡、名勝、天然記念物等の保全

担当部局 香川県　教育委員会　生涯学習・文化財課

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（３）史跡、名勝、天然記念物等の保全

該当箇所本文

　瀬戸内海には自然景観と一体をなしている史跡、名勝、天然記念物等が多数存在している。
本県においては、屋島が史跡・天然記念物として、丸亀城跡、高松城跡、塩飽勤番所跡、大坂城石垣石切丁場跡、
喜兵衛島製塩遺跡等が史跡として、栗林公園、神懸山（寒霞渓）、琴弾公園等が名勝として、また、宝生院のシンパ
ク、誓願寺のソテツ、皇子神社社叢、円上島の球状ノーライト、絹島および丸亀島、鹿浦越のランプロファイア岩脈
等が天然記念物として文化財保護法に基づき指定されている。
これらをできるだけ良好な状態で保護するため、関係法令に基づく規制の徹底を図るとともに、保存修理及び環境
整備等の対策を積極的に推進するものとする
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単位
20年度 21年度

2,000 2,000 千円

単位
20年度

47 回

単位

予算額

項目２ 視察回数

項目３

施
策
の
概
要

　文化財保護指導員が、県内に所在する国指定史跡名勝天然記念物等を巡視し、指定文化財の状況を常時把握し、必要な指導を行う。

視察回数

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　○史跡「能島城跡」（今治市宮窪町）の巡視
　○名勝「大三島」（今治市大三島町）の巡視
  ○名勝「志島ヶ原」（今治市桜井）の巡視
　○名勝「波止浜」（今治市波止浜）の巡視
　○名勝「八幡山」（今治市吉海町）の巡視
  ○天然記念物「三崎のアコウ」(伊方町三崎)の巡視
　○重要文化的景観「遊子水荷浦の段畑」(宇和島市遊子)の巡視
　○特別天然記念物「カワウソ」の生息を確認するための巡視(愛南町)
　○天然記念物「八幡浜市大島のシュードタキライト及び変成岩」(八幡浜市大島)の巡視

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額

施策名 　文化財保護指導員活動費

担当部局 　愛媛県教育委員会事務局文化スポーツ部文化財保護課

Ｎｏ

該当箇所 　２自然景観の保全　（３）史跡、名勝、天然記念物等の保全

該当箇所本文

　瀬戸内海には、自然景観と一体をなしている史跡、名勝、天然記念物等が数多い。本県の区域で文化財保護法
に基づき指定されている史跡として能島城跡が、名勝として波止浜、志島ヶ原等が、天然記念物として三崎のアコ
ウがある。また愛媛県文化財保護条例に基づいて指定されている史跡として甘崎城跡が、名勝として法王ヶ原、鹿
島等が、天然記念物として鹿島のシカ、カブトガニ繁殖地等がある。
　これら文化財はできるだけ良好な状態で保存されるよう関係法令に基づく規制を徹底するとともに、保存修理及び
環境整備等の対策を積極的に進めるものとする。
　また、水軍遺跡の調査等文化財の発掘調査や所在調査等を積極的に行うとともに、文化財の愛護思想の普及啓
発に努めるものとする。
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１）　史跡、名勝、天然記念物等の保全に関して、県が主体となって実施した施策はないが、地元自治体が実施するこれらの公有化　　
　　や保存修理等の国庫補助事業には県として継ぎ足し補助や支援を行っている。
  ◎　史跡等公有化
    ○　行橋市御所ヶ谷神籠石 　　        H15～H16 
    ○　苅田町石塚山古墳　　　　　　       H14
    ○　築城町（築上町）船迫窯跡　　      H15
    ○　新吉富村（上毛町）大ノ瀬官衙遺跡H14～H21
  ◎　記念物保存修理
    ○　築城町（築上町）船迫窯跡　　      H14～H16
    ○　豊前市求菩提山　　　　　　　　　　　H16～H21
  ◎　文化的景観 
    ○　豊前市求菩提地区　　　　　　　　　　H17～H20
　　　　文化的景観保存活用計画策定（県の継ぎ足し補助なし）
　◎　史跡等保存管理計画策定
    ○　豊前市求菩提山　　　　　　　　　　　H20～H21
２）　史跡、名勝、天然記念物の保全のために指定を行い、またそれらの保存修理や環境整備等については、上記のように間接的で
   はありながら積極的に推進してきているところである。

単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　上記の概要に示すように、継続的に補助事業を実施している。

進捗状況を示すデータ
項目１
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施策名 文化財保護事業の推進

担当部局 福岡県教育庁総務部文化財保護課

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　　（３）史跡、名勝、天然記念物等の保全

該当箇所本文

（３）　史跡、名勝、天然記念物等の保全
本県の瀬戸内海区域には、文化財保護法に基づき指定されている史跡として御所山古墳等12件、天然記念物とし
て平尾台等7件があり、また福岡県文化財保護条例に基づき指定されている史跡として番塚古墳等13件、天然記
念物として白野江のサトザクラ等13件が指定されている。
これら瀬戸内海区域における文化財は、できるだけ良好な状態で保存されるよう関係法令に基づく規制の徹底を図
るとともに、保存修理、環境整備等の保護事業を積極的に推進するものとする。



単位 m
3

15年度 16年度 17年度 １８年度19年度 20年度
84 176 319 269 234 118.2

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１ ごみ除去量

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　

進捗状況を示すデータ

担当部局 大阪府環境農林水産部水産課

施
策
の
概
要

＜概　要＞
○　事業目的：適正な漁港の維持管理を図るため、大阪府管理12漁港区域内の漂流物等(ビニール袋、空き缶等）を
  除去し、 漁港環境の維持・回復を図る。

○　事業内容：大阪府管理12漁港における漁港区域内の海面清掃。

○　事業主体：大阪府（府単独）

○　実施箇所：大阪府管理12漁港

○  事業計画：事 業 費　(平成1８年度実績）１，２６９千円
　　　　　　　　　　　　　　　 （平成1９年度実績）１，２６９千円
                               　（平成２０年度実績）１，０６８千円
　　　　　　　　　　　　　　　(平成２１年度予算）１，０６８千円）

該当箇所本文
　海面、海浜等におけるごみ、油等の投棄を防止するため、啓発活動の充実、強化とともに、国、府、関係市町村及
び民間団体が連携して実施している「大阪湾クリーン作戦」等の海面、海浜及び瀬戸内海に流入する河川流域にお
ける清掃事業を住民や民間団体と連携して推進を図る。

施策名 漁港区域清掃事業

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（４）散乱ごみ、油等の除去
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